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ま え が き

この報告書は、平成 30 年１月に実施した「就労条件総合調査」の結果

を取りまとめたものです。 

就労条件総合調査は、我が国の主要産業に属する民間企業の賃金・労

働時間制度等についての基本的事項を総合的に把握することを目的とし

て、昭和 41 年に「賃金労働時間制度総合調査」として開始され、本調査

への名称変更を経て、今回が 51 回目に当たります。 

我が国において見られる国際化、情報化の進展、人口減少社会への突

入などといった経済・社会構造の変化は、企業の人事・労務管理に様々

な影響を与えており、賃金・労働時間制度等の在り方が重要な課題とな

っております。 

こうした状況を的確に捉えるため、賃金・労働時間制度等に関する全

国的、総合的な統計として、本調査結果が企業を始め、広く各方面で活

用されることを期待しております。 

本報告書を刊行するに当たり、調査に多大な御協力をいただいた企業

の皆様に対し、厚く御礼申し上げるとともに、今後とも一層の御協力を

お願いいたします。 

平 成 31 年 １ 月

厚 生 労 働 省 政 策 統 括 官 （ 統 計 ・ 情 報 政 策 、 政 策 評 価 担 当 ）

大 西 康 之



厚生労働省政策統括官

（統計・情報政策、政策評価担当）

担当係：参事官（企画調整担当）付
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Ⅰ 調査の概要 
 

  





１ 調査の沿革 
この調査は、従来個別に実施してきた「給与構成調査」、「賃金制度調査」及び「労働時間制度調査」

を１つに統合し、昭和 41年 10 月以降「賃金労働時間制度総合調査」として昭和 58 年まで実施した。

更に、「労働者福祉施設制度等調査」と統合し、昭和 59 年以降「賃金労働時間制度等総合調査」とし

て実施してきた。平成 12 年度より名称を「就労条件総合調査」と変更し、調査対象期日を 12 月末

日現在から翌１月１日現在に変更し、調査年を表章することとした。 

 
２ 調査の内容 

(1) 調査の目的 

この調査は、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、我

が国の民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施している。 

 
(2) 調査の範囲及び対象 

ア 地域 

全国 

 
イ 産業 

日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）に基づく 16 大産業［鉱業，採石業，砂利採取業、

建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業，郵便業、卸売業，小売業、

金融業，保険業、不動産業，物品賃貸業、学術研究，専門・技術サービス業、宿泊業，飲食サー

ビス業、生活関連サービス業，娯楽業（その他の生活関連サービス業のうち、家事サービス業を

除く。）、教育，学習支援業、医療，福祉、複合サービス事業及びサービス業（他に分類されない

もの）（政治・経済・文化団体、宗教及び外国公務を除く。）］ 

 
ウ 企業 

事業所母集団データベース（平成 28 年次フレーム）の企業（単独事業所及び本社・本店・本

所の事業所）を母集団として、上記(2)に該当する産業で常用労働者 30人以上を雇用する民営企

業（医療法人、社会福祉法人、各種協同組合等の会社組織以外の法人を含む）のうちから、産業、

企業規模別に層化して無作為に抽出した約 6,400 社。 

 
(3) 調査の時期 

平成 30 年１月１日現在の状況について調査を行った。ただし、年間については、平成 29 年（又

は平成 28会計年度）1年間の状況について調査を行った。 

 
(4) 調査事項 

企業の属性、労働時間制度に関する事項、賃金制度に関する事項、退職給付制度に関する事項

及び退職給付の支給実態に関する事項 

 
(5) 調査方法 

厚生労働省が委託した民間事業者が、調査票を調査対象企業へ郵送し、調査対象企業の記入担

当者が記入した後、民間事業者に郵送又はインターネットを利用したオンライン報告方式により

提出する方法により実施した。  3 
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(6) 集計・推計方法 

産業、企業規模ごとに復元倍率を算出し、復元倍率を用いて集計した結果から構成比等を算出

した。 

 
(7) 調査系統 

厚生労働省－民間事業者－報告者 

 
(8) 調査客体数、有効回答数及び有効回答率 

調査客体数 6,370       有効回答数 3,697     有効回答率  58.0％ 
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３ 用語の説明 
 

「常用労働者」 

次の①又は②のいずれかに該当する者をいう。 

① 期間を定めずに雇われている労働者 

② １か月以上の期間を定めて雇われている労働者 

 
「パートタイム労働者」 

１日の所定労働時間が当該企業の一般の労働者より短い者、又は１日の所定労働時間が一般

の労働者と同じであっても、１週の所定労働日数が少ない労働者をいう。  

 
「所定労働時間」 

就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から、休憩時間を差し引いた労働

時間をいう。 

なお、労働者によって所定労働時間が異なる場合は、最も多くの労働者に適用されるものを

当該企業の所定労働時間とし、変形労働時間制を採用している場合は、期間内で平均したもの

を当該企業の所定労働時間とした。 

 
「年間休日総数」 

企業１年間分の休日の合計日数をいう。休日とは、就業規則、労働協約又は労働契約等にお

いて、労働義務がないとされた週休日（日曜日、土曜日などの会社指定の休日）及び週休日以

外の休日（国民の祝日・休日、年末年始、夏季休暇、会社記念日などで会社の休日とされてい

る日）をいう。ただし、年次有給休暇分や雇用調整、生産調整のための休業分は含まれない。 

 
「変形労働時間制」 

一定の期間内で週 40 時間、１日８時間の労働時間の原則に対して例外を認める制度で、「１

年単位の変形労働時間制」、「１か月単位の変形労働時間制」、「１週間単位の非定型的変形労働

時間制」、「フレックスタイム制」をいう。 

 
「みなし労働時間制」 

特定の事情により労働時間の算定が困難又は通常と同じ算定方法が適切でない場合、労使協

定等により定めた時間を労働したものとみなす以下の（ア）～（ウ）の制度をいう。 

 
（ア）「事業場外みなし労働時間制」 

外勤の営業社員など、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮・監督が及

ばず、労働時間を算定することが困難な業務を遂行する場合に、所定労働時間、又は労使協

定等により、その業務の遂行に通常必要とされる時間を労働したものとみなす制度をいう。 

 
（イ）「専門業務型裁量労働制」 

研究開発など、その業務の性質上その遂行の方法や時間配分の決定等に関し具体的な指示

をすることが困難として定められている業務に就かせた場合に、あらかじめ定めた時間労働

したものとみなすことを労使協定により定める制度をいう。  5 
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（ウ）「企画業務型裁量労働制」 

事業運営に係る企画、立案、調査及び分析の業務を行うホワイトカラー労働者を対象とし

て、労使委員会で決議した時間労働したものとみなす制度をいう。 

なお、導入においては労使委員会における委員の５分の４以上の多数による決議と対象労

働者本人の同意が必要である。 

 
「勤務間インターバル制度」 

労働者の健康確保などを目的として、実際の終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以

上空ける制度をいう。なお、実際の終業時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めていな

い場合は、これに該当しない。 

 
「中小企業該当区分」 

労働基準法における法定割増賃金率の引上げ関係の猶予対象となる中小企業に該当するか否

かの区分をいう。 

 

 

 
※常時使用する労働者数は、常態として使用される労働者数であり、臨時的に雇い入れた場合や、臨時的に欠員を生じた場

合については、常時使用する労働者数に変動が生じたものとしない。パート・アルバイトであっても、臨時的に雇い入れ

られた場合でなければ、常時使用する労働者数に含む。 

 
「時間外労働」 

法定労働時間(１日８時間、１週 40 時間)を超えて労働させることをいう。 

 
「時間外労働の割増賃金率」 

時間外労働の割増賃金率は、25％以上（１か月 60 時間を超える時間外労働に係るものを除

く）とされている。（労働基準法第 37 条第１項） 

 
「退職給付（一時金・年金）制度」 

任意退職、定年、解雇、死亡等の事由で雇用関係が消滅することによって、事業主又はその

委託機関等から当該労働者（又は当該労働者と特定の関係にある者）に対して、一定の金額を

支給する制度をいう。 

 
 

（例）製造業（左表「上記以外の業種」）の場合

業 種

資本金の額

又は
出資の総額

常時使用する
労働者数(※)

資本金 労働者数

中 小 企 業

or
大 企 業

小 売 業 5,000万円以下 50人以下 １億円 100人 中 小 企 業

サ ー ビ ス 業 5,000万円以下 100人以下 １億円 500人 中 小 企 業

卸 売 業 １億円以下 100人以下 ５億円 100人 中 小 企 業

上記以外の業種 ３億円以下 300人以下 ５億円 500人 大 企 業

（参考）労働基準法における法定割増賃金率の引上げ関係の

　　　　猶予対象となる中小企業の範囲

又は
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「退職一時金制度」 

退職時に一括して一時金（退職給付手当、退職慰労金、退職功労報奨金等）を支給する制度

をいう。 

 
「退職年金制度」 

労働者の退職後、一定期間又は生涯にわたって一定の金額を年金として支給する制度をいう。

ただし、年金を一時金として受け取ることができる場合を含む。 

 
「中小企業退職金共済制度」 

中小企業退職金共済法に基づき企業が退職金の支給を目的に勤労者退職金共済機構と契約を

結び、退職金の原資の積立て事務を委託する制度をいう。 

 
「特定退職金共済制度」 

企業又は個人事業主が地域の所得税法に定める特定退職金共済団体（商工会議所、商工会連

合会等）と契約を結び、退職金原資を定期的に預け、管理・運用してもらう仕組みをいう。 

 
「厚生年金基金」 

厚生労働大臣の認可を受けて厚生年金基金を設立し、厚生年金保険法でいう、老齢厚生年金

の一部を基金が国に代わって行う代行給付に、企業の実情に応じた給付を上乗せする退職給付

（年金）制度をいう。この調査では代行部分を除いた上乗せ給付部分についてのみ対象として

いる。 

 
「確定給付企業年金」 

加入した期間などに基づいてあらかじめ給付額が定められている企業年金制度をいう。規約

型（労使合意の年金規約に基づき外部機関で積立）と基金型（厚生年金の代行のない基金）が

あり、確定給付型の企業年金について、受給権保護等を図る観点から、積立義務、受託者責任

の明確化、情報開示といったルールを定めた上で、労使合意に基づき、柔軟な制度設計が可能

となるよう必要な措置が講じられている。 

 
「ＣＢＰ（キャッシュ・バランス・プラン）」 

労働者ごとに仮想個人口座を設け、その口座に一定のルールに基づいて持分付与額（元金相

当部分）を累積していくとともに、一定の再評価率に基づく再評価額（利息相当部分）を付与

し、支払い開始時までに積み立てた元利合計額を支給する制度をいう。 

 
「確定拠出年金（企業型）」 

拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに給付

額が決定される年金制度をいう。対象者により企業型と個人型（iDeCo（イデコ））に分かれま

すが、この調査では企業型のみ対象としている。 
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４ 調査対象の抽出 
(1) この調査は、平成 28 年次フレームにより把握された全国約 186,000 の民営企業の中から層化

無作為抽出法によって調査対象約 6,400 企業を抽出した。 

(2) 目標精度は、産業（製造業及び卸売業,小売業は中分類をとりまとめた分類、他は大分類）、

企業規模別に設定し、下記の算式を用いて、調査項目として取り上げられた特定の属性をもつ

企業数の全企業数に対する割合が 50％のときの標準誤差が５％以内になるように設定した。 

 

iS  ≧
 

ii

ii

n
PP

N
nN 



 1
1

　　  

iS  ： 目標精度（比率の標準誤差）（＝５％） 

iN  ： 母集団企業数 

in  ： 標本企業数 

P  ： 特定の属性を持つ企業の割合 

i  ： 産業、企業規模区分 

 
５ 調査結果利用上の注意 

(1) この調査では、企業全体の全常用労働者のうち、期間を定めずに雇われている労働者（パー

トタイム労働者を除く。）を対象としている。 

(2) この調査は標本調査で、報告書掲載の数値は母集団に復元したものである。表章単位未満は、

四捨五入した。 

(3) 調査票の記入に当たり、企業全体の記入が困難な場合には、適用労働者の最も多いものにつ

いて記入することとしている。 

(4) 企業割合は、断りのない限り、該当企業数の総企業数に対する割合である。 

(5) この調査は、昭和 45年から調査単位を事業所から企業に変更し、昭和 50年には新たにサー

ビス業を追加した。また、平成 19 年以前は、調査対象を「本社の常用労働者が 30 人以上の会

社組織の民営企業（複合サービス事業を含まず）」としており、平成 20 年から「常用労働者が

30人以上の会社組織の民営企業（複合サービス事業を含まず）」とし、平成 27年からは「常用

労働者が 30 人以上の民営企業（複合サービス事業を含む）」に範囲を拡大したため、過去の調

査と比較して用いる場合には注意を要する。 

(6) この調査の統計表等に用いてある符号等は次のとおりである。 

「 － 」-------- 調査を行ったが該当数値が得られなかった場合 

「 ・ 」-------- 統計項目のありえない場合 

「 0 . 0 」-------- 四捨五入の結果が、表章単位未満の場合 

「 ＊ 」-------- 調査客体数が少ないため利用上注意を要する場合 

「 Ｘ 」-------- 調査客体数が少ないため掲載しない場合 

「 … 」-------- 該当する数値が不明の場合又は数値を表章することが不適切な場合 

(7) 集計の際、不明扱いとしたものは、表章していないことなどから、構成比の合計は必ずしも

100.0％とならない場合がある。 

(8) 平成 29 年の調査では東日本大震災による企業活動への影響等を考慮し、平成 28 年７月 12

日に設定されている避難指示区域（帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域）

を含む市町村に所在する企業を調査対象から除外し、調査を行った。 
 8 

平成 30 年就労条件総合調査



（参考）調査項目の変遷 

 

[労働時間制］ 

調 査 項 目 調 査 年(注) 

１ 所定労働時間  
(1) １日の所定労働時間 
(2) 週の所定労働時間 
(3) 年間所定労働時間 

２ 週休制 
３ 週休日以外の休日 
４ 年間休日総数 
５ 年次有給休暇制度 
(1) 年次有給休暇の付与日数 
(2) 年次有給休暇の取得状況 
(3) 年次有給休暇の計画的付与制度 
(4) 年次有給休暇の時間単位取得制度 

６ 変形労働時間制 
７ みなし労働時間制 
８ 夏期休暇制度 
９ 連続休暇制度 
(1) 年末・年始 
(2) ゴールデンウィーク 
(3) 夏期休暇 

10 特別休暇制度 
(1) 夏季休暇 
(2) 病気休暇 
(3) 結婚休暇 
(4) 忌引休暇 
(5) 配偶者出産休暇 
(6) 育児休業（休暇・休職） 
(7) 介護休業（看護休暇、看護休職） 
(8) リフレッシュ休暇 
(9) 有給教育訓練休暇 
(10) ボランティア休暇 
(11) 教育訓練休暇 
(12) 長期休暇   
(13) １週間以上の長期の休暇 

11 特別休暇取得状況 
12 勤務形態 
(1) 交替制 
(2) 所定内深夜労働 

13 出欠勤状況 
(1) 欠勤率（欠勤日数） 
(2) 出勤率 

14 臨時休業日数 
15 教育訓練休暇制度 
16 所定外労働の上限の定め等 
17 賃金割増率 
18 パートタイム労働者の労働時間制度 
19 週休２日制についての今後の方針 
20 週休２日制の導入又は拡大状況 
21 労働時間制度についての今後の方針 
22 労働時間制の変更状況 
23 勤務間インターバル制度 

 
S49年以降毎年 
S41年以降毎年 
S51,54,57～60,63,H1 
S41年以降毎年 
S41～49,51～58,60～H8 
S49～51,54,55,57,58,60年以降毎年 
 
S41,43,44,46,51～53,55年以降毎年 
S55年以降毎年 
S63～H3,6,7,9年以降毎年 
H23年以降毎年 
S63年以降毎年 
S63,H2,3,6年以降毎年 
S41～44,46～49,51 
 
S56,59,62,H2,3,6 
S56,59,62,H2,3,6 
S56,59,62,H2,3,6 
 
H14～17,19,24,25,30 
S52,56,59,63,H2,6,7,9,14～17,19,24,25,29,30 
S63,H2,6,7 
S63,H2,6,7 
S63,H2,6 
H2 
S63,H2,6 
S63,H2,6,7,9,14～17,19,24,25,30 
H6,7,9 
H7,9,14～17,19,24,25,30 
H14～17,19,24,25,30 
H13,18 
H14～17,19,24,25,30 
S63 
S50 
S41～43,45～50,54,57,H1,4,11 
S54,H8,10,11,13,17 
 
S56,60,63,H5 
S55,57 
S50 
S48 
S41,42,56,H25 
S41,43,45,46,48,50,54,58 
S44 
S49,51,52 
S60 
S51 
S41～58 
H29～30 

(注)S は「昭和」、H は「平成」の略である。以下同じ。 
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[賃金制度］ 

調 査 項 目 調 査 年(注) 

１ 賃金支払形態（日給、月給等） 
２ 賃金体系 
(1) 基本給の決め方 
(2) 基本給の別建ての有無 
(3) 出来高払い制 
(4) 職務給制度 
(5) 職能給制度 
(6) 職務給・職能給における等級等 
(7) 総合（決定）給制度 
(8) 基本給の決定要素のウエイトの変化 
(9) 時間外労働の割増賃金率 

３ 賃金構成 
(1) 基本給の支給総額 
(2) 諸手当の支給総額 
(3) 賃金の構成 
(4) 基本給に占める職能部分の割合 

４ 賃金表 
(1) 賃金表の採用状況 
(2) 賃金表の要素 
(3) 賃金表の形態（表示方式） 
(4) 昇給方法 

５ 賃金制度の改定状況 
６ 手当制度 
(1) 諸手当の採用状況 
(2) 家族手当制度 
(3) 通勤手当制度 
(4) 住宅手当制度 
(5) 役付手当制度 

７ 賞与制度 
８ 年俸制  
９ 初任給制度 
(1) 初任給の決め方 
(2) 初任給の改定状況 

10 基本給昇給基準線の変化 
11 人事考課制度 
12 職務評価制度 
13 業績給制度 
14 職能資格制度 
15 定期昇給制度  
16 業績の賃金への反映 
17 業績評価制度 
18 技能検定、職業訓練制度と賃金制度 
19 配置転換と賃金制度 
20 定年制と賃金制度 
21 パートタイム労働者の賃金制度 
22 中途採用者の賃金（決め方） 
23 モデル賃金（基本給） 
24 海外勤務者の賃金制度 

S41,44,49,53,55,H3,8,10,14,16,17,19,22,26 
 
S41～59,62,H1,4,8,10,13,21,24,29 
S45～59,62,H1,4,6,8,10  
S47,48  
S42 
S42 
S62 
S42,43 
H13 
H23年以降毎年 
 
S41～59,61,H1,2,8,11,17,22,27 
S41～59,61,H1,2,8,11,17,22,27 
S41～59,61,62,H1,2,8,11 
H6 
 
H6 
H6 
H6 
H6 
S45,55～59,62,H3,8,11,16,19,22,26,29 
 
S41～59,61,H2,8,11,17,22,27 
S43,46,47,52,61,H4,9 
S43,47,52 
S43～47,52 
S61 
S41,42,46,52,55,58,H6,21,24,29 
H6,14,18,24 
 
S41 
H3 
S62 
S41 
S41 
S41 
H6  
S41,45～48,51,52,55,57,62,H8,10 
H13,16 
H13,16,19,22,24 
S41,42,44 
S41 
S41,62 
S44 
S42,46,56,62 
S55,57 
H3 
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[退職給付(一時金・年金)制度・支給実態］ 

調 査 項 目 調 査 年 

１ 退職給付(一時金・年金)制度の形態 
２ 退職一時金制度 
(1) 支払準備形態 
(2) 受給に必要な最低勤続年数 
(3) 算定基礎額 
(4) 保全措置 
(5) 早期退職者優遇制度の導入 
(6) 算定に用いる支給率 
(7) 特別加算 
(8) 定昇・ベアの増額分の算定基礎額反映 

３ 退職給付(年金)制度 
(1) 支払準備形態 
(2) 年金原資の拠出制 
(3) 年金受給資格 
(4) 保証期間 
(5) 支給開始時期 
(6) 支給開始時期の選択 
(7) 支給期間による形態 
(8) 年金を一時金として受給の選択 
(9) 遺族給付制度 
(10) 退職給付の打切支給制度 
(11) 年金額のスライド制 
(12) 年金の受給状況 
(13) 財政、資金運営の情報公開 

４ 退職給付(一時金・年金)制度の見直し状況
(1) 退職一時金制度の見直し 
(2) 退職給付(年金)制度の見直し 
(3) 適格退職年金制度の見直し 
(4) 退職給付(一時金・年金)制度の縮小又は

廃止による給与の拡大の状況 
５ パートタイム労働者の退職金制度 
６  退職給付(一時金・年金)制度における定

年延長、勤務延長 
７ 早期退職者優遇制度 
８ 退職給付(一時金・年金)支給実態 
(1) 定年制 
(2) 退職事由 
(3) モデル条件別退職一時金額 
(4) モデル条件別年金現価額 
(5) モデル条件別所定内賃金 
(6) モデル条件別退職金算定基礎額 
(7) モデル条件別年金月額 
(8) 定年退職者の退職一時金額 
(9) 定年退職者の年金現価額 
(10) 定年退職者の退職時の所定内賃金 
(11) 定年退職者の退職給付算定基礎額 
(12) 定年退職者の年金月額 

S41,43,46,50,53,56,60,H1,5,9,15,20,25,30 
 
S46,50,53,56,60,H1,5,9,15,20,25,30 
S50,53,56,60,H1,5,9,15,20,25,30 
S50,53,56,60,H1,5,9,15,20,25,30 
S56,60,H1,5,9,15,20,25,30 
S53  
S56  
S56 
S56,60,H1,5,9,15,20,25,30 
 
S41,43,46,50,53,56,60,H1,5,9,15,20,25,30 
S41,43,46,50,53,56,60,H1,5,9,15 
S41,43,46,50,53,56,60,H1,5,9,15 
S41,43,46,50,53,56 
S41,50,53,56,60,H1,5,9,15 
H5 
S50,53,60,H1,5,9,15 
S56,60,H1,5,9,15 
S41,50,53 
S50 
S53,56,60,H1,5,9 
H5 
H9,15 
 
S56,H9,15,20,25,30 
S53,56,H5,9,15,20,25,30 
H20 
H25,30 
 
S50,60,H1 
H9,15 
 
H15 
 
S53 
H9,15,20,25,30 
S41,43,46,50,53,56,H1 
S50,53,56,H1 
S43,46,50,53,56,H1 
S50,53,56,H1 
S56,H1 
S53,56,60,H1,5,9,15,20,25,30 
S53,56,60,H1,5,9,15,20,25,30 
S53,56,60,H1,5,9,15,20,25,30 
S53,60,H1,5,9,15,20,25,30 
S56,60,H1,5,9,15,20,25,30 
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Administrator
取り消し線



[福祉施設・制度］ 

調 査 項 目 調 査 年(注) 

１ 福祉施設 
(1) 住宅施設  
(2) 医療保健施設 
(3) 食事施設 
(4) 余暇施設 
(5) 生活援護施設 
(6) 通勤施設 
(7) 体育施設 

２ 福祉制度 
(1) 持家援助制度 

 
(2) 貯蓄制度 

 
(3) 持株制度 
(4) 社内保険制度 
(5) 貸付金制度 
(6) 奨学制度 
(7) 慶弔見舞制度 
(8) 労災付加給付制度 
(9) 生活援護制度 
(10) 健康管理制度 
(11) 余暇制度 
(12) 表彰制度 
(13) 定年退職者に対する福利厚生制度 
(14) 単身赴任者に対する援助制度 
(15) 退職準備のための体系的な指導・援助制

度 
(16) 退職準備支援 
(17) 福利厚生施策 
(18) 通勤対策 
(19) 新幹線通勤補助制度 
(20) 自己啓発援助制度 
(21) ストックオプション制度 
(22) カフェテリアプラン 

 
S24,32,39,47,49,52,55,58,H2,6,14 
S24,32,39,47,52,55,58,61 
S24,32,39,47,52,58,H14 
S24,32,39,47,49,52,55,58,61,H2,6,14 
S24,32,39,47,52,55,58 
S32,39 
S24,32,39,47,49,52,55,58,61,H2,6 
 
S39,47,48,49,51,52,54,55,57,58,61,62, 
H2,6,11,16,21,26 
S32,39,48,49,51,52,54,55,57,62, 
H2,4,8,11,16,21,26 
S47,48,51,52,54,57,62,H4,8,11,16,21,26 
S32,39,47,48,51,52,54,57,62,H8,11,16,21,26 
S24,32,39,47,52,55,57,58,62,H2 
S39,48,54,57 
S39,47,48,52 
S47,48,50,53,56,63 
S39,47,48,52,55,58 
S39,47,55,58,61,H2,6,14 
S24,32,39,47,48,49,52 
S48,55 
S55,58,61,H6,8,21,26 
S58,61,H2,6,10,16 
S61 
 
H14 
S61,H2,6,10,19 
H2,6,10,17 
H2 
H6,14 
H11,16,21,26 
H14 

(注)「企業直営福利施設調査報告(昭和 24 年、32 年)」、「企業福祉施設調査報告(昭和 39 年)」、「労働者福祉施設制度等調査報告

(昭和 47～58 年、平成 2、6 年)」及び「賃金労働時間制度等総合調査報告(昭和 61 年、62 年、平成 4 年、8 年、10 年、11

年)」 

 

[職場外の生活設計］ 

調 査 項 目 調 査 年(注) 

１ ボランティア休暇制度  
２ リフレッシュ休暇制度 
３ ＯＢ会援助制度 
４ 社会貢献、職場外活動別支援・援助制度 
(1) 地域社会活動 
(2) 社会福祉活動 
(3) 防災・災害援助活動 
(4) ドナー登録・提供 
(5) 国際支援活動 
(6) 海外留学 
(7) 自己啓発のための社外講座や研修への参

加 
(8) リフレッシュ・ゆとり活動 
(9) ボランティア活動 

H4,7,9 
S63,H2,6,7,9 
H4 
 
H8 
H8 
H8 
H8 
H8 
H8 
H8,11,17 
 
H8,11,17 
H11,17 

  

[労働費用］ 

調 査 項 目 調 査 年(注) 

１ 労働費用総額 
２ 現金給与総額 
３ 現金給与以外の労働費用 
(1) 現物給与の費用 
(2) 退職給付等の費用 
(3) 法定福利費 
(4) 法定外福利費 
(5) 教育訓練費 
(6) 募集費 

４ 海外勤務者の労働費用 
５ 派遣労働者関係費用等 
６ 労働費用の動向 

S47～60,63,H3,7,10,14,18,23,28 
S47～60,63,H3,7,10,14,18,23,28 
 
S47～60,63,H3,7,10,14,18,23,28 
S47～60,63,H3,7,10,14,18,23,28 
S47～60,63,H3,7,10,14,18,23,28 
S47～60,63,H3,7,10,14,18,23,28 
S47～60,63,H3,7,10,14,18,23,28 
S47～60,63,H3,7,10,14,18,23,28 
H3 
H3,7,10,18,23,28 
H14 

(注)「労働者福祉施設制度等調査報告(昭和 47 年～58 年)」及び「賃金労働時間制度等総合調査報告(昭和 59 年、60 年、63 年、

平成 3 年、7 年、10 年)」 

 

[出向制度］ 

調 査 項 目 調 査 年 

１ 出向制度の実施状況 
２ 出向元企業 
(1) 出向者の年齢区分 
(2) 今後の見通し 
(3) 年齢の決め 
(4) 出向前の職種 
(5) 出向の目的 
(6) 出向命令の本人の同意 
(7) 組合との手続き 
(8) 出向先企業との関係 
(9) 在籍出向者の労働条件 
(10) 移籍出向への変更 
(11) 復帰後の地位 
(12) 出向者への対応 

３ 出向先企業 
(1) 受入後の職種 
(2) 職種・地位の変化 
(3) 受入の目的 
(4) 受入の問題点 

H7,13 
 
H7,13 
H7 
H7 
H7,13 
H7 
H7,13 
H7 
H7,13 
H7,13 
H7,13 
H7 
H7,13 
 
H7,13 
H7,13 
H7 
H7 

 

[定年制等］ 

調 査 項 目 調 査 年(注) 

１ 定年制等に関する事項 
定年制の有無及び実施状況 

２ 定年後の措置に関する事項 
(1) 勤務延長制度、再雇用制度の有無及び実施

状況 
(2) 勤務延長制度、再雇用制度の適用対象者の

範囲 
(3) 勤務延長制度、再雇用制度の適用基準の内

容 
(4) 勤務延長制度、再雇用制度の最高雇用年齢
(5) 勤務延長制度、再雇用制度の雇用契約期間
(6) 勤務延長制度、再雇用制度の賃金 

３ 高年齢者雇用確保措置の導入状況 

４ 65 歳以上の人が働くことができる仕組み 

 
H17～29 
 
H17～29 
 
H17～25 
 
H17～25 
 
H17～29 
H24～29 
H24～29 
H18 
H20～23 

(注) 平成 17 年調査から雇用管理調査より移管された。 
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[労働費用］ 

調 査 項 目 調 査 年(注) 

１ 労働費用総額 
２ 現金給与総額 
３ 現金給与以外の労働費用 
(1) 現物給与の費用 
(2) 退職給付等の費用 
(3) 法定福利費 
(4) 法定外福利費 
(5) 教育訓練費 
(6) 募集費 

４ 海外勤務者の労働費用 
５ 派遣労働者関係費用等 
６ 労働費用の動向 

S47～60,63,H3,7,10,14,18,23,28 
S47～60,63,H3,7,10,14,18,23,28 
 
S47～60,63,H3,7,10,14,18,23,28 
S47～60,63,H3,7,10,14,18,23,28 
S47～60,63,H3,7,10,14,18,23,28 
S47～60,63,H3,7,10,14,18,23,28 
S47～60,63,H3,7,10,14,18,23,28 
S47～60,63,H3,7,10,14,18,23,28 
H3 
H3,7,10,18,23,28 
H14 

(注)「労働者福祉施設制度等調査報告(昭和 47 年～58 年)」及び「賃金労働時間制度等総合調査報告(昭和 59 年、60 年、63 年、

平成 3 年、7 年、10 年)」 

 

[出向制度］ 

調 査 項 目 調 査 年 

１ 出向制度の実施状況 
２ 出向元企業 
(1) 出向者の年齢区分 
(2) 今後の見通し 
(3) 年齢の決め 
(4) 出向前の職種 
(5) 出向の目的 
(6) 出向命令の本人の同意 
(7) 組合との手続き 
(8) 出向先企業との関係 
(9) 在籍出向者の労働条件 
(10) 移籍出向への変更 
(11) 復帰後の地位 
(12) 出向者への対応 

３ 出向先企業 
(1) 受入後の職種 
(2) 職種・地位の変化 
(3) 受入の目的 
(4) 受入の問題点 

H7,13 
 
H7,13 
H7 
H7 
H7,13 
H7 
H7,13 
H7 
H7,13 
H7,13 
H7,13 
H7 
H7,13 
 
H7,13 
H7,13 
H7 
H7 

 

[定年制等］ 

調 査 項 目 調 査 年(注) 

１ 定年制等に関する事項 
定年制の有無及び実施状況 

２ 定年後の措置に関する事項 
(1) 勤務延長制度、再雇用制度の有無及び実施

状況 
(2) 勤務延長制度、再雇用制度の適用対象者の

範囲 
(3) 勤務延長制度、再雇用制度の適用基準の内

容 
(4) 勤務延長制度、再雇用制度の最高雇用年齢
(5) 勤務延長制度、再雇用制度の雇用契約期間
(6) 勤務延長制度、再雇用制度の賃金 

３ 高年齢者雇用確保措置の導入状況 

４ 65 歳以上の人が働くことができる仕組み 

 
H17～29 
 
H17～29 
 
H17～25 
 
H17～25 
 
H17～29 
H24～29 
H24～29 
H18 
H20～23 

(注) 平成 17 年調査から雇用管理調査より移管された。 
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Ⅱ 調査結果の概要 
 

  





 

 

１ 労働時間制度 

 
(1) 所定労働時間 

 
１日の所定労働時間は、１企業平均７時間 46 分（平成 29年調査７時間 45 分）、労働者１人平

均 7時間 45 分（同 7時間 43 分）となっている。 

週所定労働時間は、１企業平均 39時間 31 分（同 39 時間 25 分）、労働者１人平均 39時間 02 分

（同 39 時間 01分）となっている。 

週所定労働時間の１企業平均を企業規模別にみると、「1,000 人以上」が 38 時間 58分、「300～

999 人」が 39時間 09分、「100～299 人」が 39時間 16 分、「30～99 人」が 39時間 39 分となって

いる。産業別にみると、「金融業,保険業」が 38 時間 21 分で最も短く、「宿泊業,飲食サービス業」

が 39 時間 56 分で最も長くなっている。（第１表） 

 
 

第１表 １日及び週所定労働時間 

 
（単位：時間、分）    （単位：％） 

 
注：1) 「１企業平均」は、企業において最も多くの労働者に適用される１日の所定労働時間、週所定労働時間をそれぞれ平均し

たものである。 

2) 「労働者１人平均」は、企業において最も多くの労働者に適用される１日の所定労働時間、週所定労働時間を企業の労働

者数（所定労働時間の定めのない者は除く｡)によりそれぞれ加重平均したものである。 

3) ［ ］内の数値は、全企業に対する企業規模、産業別の企業割合である。 

4)  < > 内の数値は、全労働者に対する企業規模、産業別の労働者割合である。 

 
  

１日の所定労働時間 週所定労働時間

１企業平均1) 労働者１人平均2) １企業平均1) 労働者１人平均2) 全企業3) 労働者計4)

 平成30年調査計 7： 46 7 ： 45 39 ： 31 39 ： 02 ［100.0］ <100.0>

1,000人以上　 7： 46 7 ： 44 38 ： 58 38 ： 41 ［ 2.3］ < 37.5>

300～999人 7： 46 7 ： 45 39 ： 09 39 ： 01 ［ 7.2］ < 19.8>

100～299人 7： 45 7 ： 44 39 ： 16 39 ： 06 ［ 21.5］ < 21.0>

30 ～ 99人　 7： 46 7 ： 47 39 ： 39 39 ： 35 ［ 69.0］ < 21.7>

鉱業,採石業,砂利採取業 7： 40 7 ： 34 39 ： 23 38 ： 30 ［ 0.1］ < 0.0>
建設業 7： 43 7 ： 46 39 ： 47 39 ： 33 ［ 6.3］ < 5.1>
製造業 7： 50 7 ： 49 39 ： 26 39 ： 07 ［ 21.0］ < 26.6>
電気･ガス･熱供給･水道業 7： 42 7 ： 40 38 ： 41 38 ： 24 ［ 0.1］ < 0.6>
情報通信業 7： 44 7 ： 40 38 ： 50 38 ： 24 ［ 3.2］ < 5.0>
運輸業,郵便業 7： 43 7 ： 45 39 ： 50 39 ： 17 ［ 7.6］ < 8.3>
卸売業,小売業 7： 46 7 ： 45 39 ： 44 39 ： 08 ［ 18.6］ < 14.7>
金融業,保険業 7： 38 7 ： 32 38 ： 21 37 ： 22 ［ 1.0］ < 4.2>
不動産業,物品賃貸業 7： 46 7 ： 46 38 ： 59 38 ： 55 ［ 1.9］ < 1.8>
学術研究,専門・技術サービス業 7： 42 7 ： 41 38 ： 40 38 ： 30 ［ 2.5］ < 2.9>
宿泊業,飲食サービス業 7： 45 7 ： 48 39 ： 56 39 ： 40 ［ 6.0］ < 2.9>
生活関連サービス業,娯楽業 7： 41 7 ： 39 39 ： 48 39 ： 22 ［ 4.3］ < 2.4>
教育,学習支援業 7： 46 7 ： 38 39 ： 22 38 ： 58 ［ 3.0］ < 3.3>
医療,福祉 7： 48 7 ： 44 39 ： 21 39 ： 00 ［ 16.5］ < 14.7>
複合サービス事業 7： 35 7 ： 48 38 ： 46 39 ： 15 ［ 0.4］ < 1.7>
サービス業(他に分類されないもの) 7： 46 7 ： 46 39 ： 35 39 ： 20 ［ 7.3］ < 5.8>

 平成29年調査計 7 : 45 7 : 43 39 : 25 39 : 01

企業規模・産業・年
構成比割合
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(2) 週休制 

 
主な週休制の形態をみると、「何らかの週休２日制」を採用している企業割合は 84.1％（平成

29 年調査 87.2％）となっている。 

「完全週休２日制」を採用している企業割合は 46.7％（同 46.9％）となっている。これを企業

規模別にみると、「1,000 人以上」が 64.8％、「300～999 人」が 56.7％、「100～299 人」が 52.0％、

「30～99 人」が 43.4％となっている。（第２表） 

 
第２表 主な週休制

1)
の形態別企業割合 

 
（単位：％） 

 
注：1) 「主な週休制」とは、企業において最も多くの労働者に適用される週休制をいう。 

2) 「完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度」とは、月３回、隔週、月２回、月１回の週休２日制等をいう。 

3) 「完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度」とは、月１回以上週休３日制、３勤３休、３勤４休等をいう。 

 
 

週休制の形態別適用労働者割合をみると、「何らかの週休２日制」が適用されている労働者割合

は 86.5％（平成 29 年調査 87.5％）、「完全週休２日制」が適用されている労働者割合は 59.4％（同

58.4％）となっている（第３表）。 

 
第３表 週休制の形態別適用労働者割合 

 
（単位：％） 

 
注：1) 「完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度」とは、月３回、隔週、月２回、月１回の週休２日制等をいう。 

2) 「完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度」とは、月１回以上週休３日制、３勤３休、３勤４休等をいう。 

 
  

 平成30年調査計 100.0 8.9 84.1 37.4 46.7 6.9

1,000人以上　 100.0 2.9 86.8 22.0 64.8 10.3
300～999人 100.0 4.1 88.6 31.9 56.7 7.3
100～299人 100.0 6.7 85.0 33.1 52.0 8.3
30 ～ 99人　 100.0 10.3 83.3 39.9 43.4 6.3

 平成29年調査計 100.0 6.8 87.2 40.3 46.9 6.0

企業規模・年
週休１日制

又は
週休１日半制

何らかの
週休２日制

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

少ない制度
2)

完全週休
２日制

全企業

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に
多い制度

3)

 平成30年調査計 100.0 4.4 86.5 27.1 59.4 9.0

1,000人以上　 100.0 1.5 87.9 15.3 72.6 10.6
300～999人 100.0 3.4 87.2 29.1 58.2 9.3
100～299人 100.0 5.6 85.5 33.0 52.5 8.9
30 ～ 99人　 100.0 9.0 84.7 39.1 45.6 6.4

 平成29年調査計 100.0 3.6 87.5 29.2 58.4 8.9

企業規模・年 労働者計
週休１日制

又は
週休１日半制

何らかの
週休２日制

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

少ない制度
1)

完全週休
２日制

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に
多い制度

2)
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(3) 年間休日総数 

 
平成 29 年（又は平成 28会計年度）の年間休日総数の１企業平均は 107.9 日（平成 29 年調査

108.3 日）、労働者 1人平均は 113.7 日（同 113.7 日）となっている。 

１企業平均年間休日総数を企業規模別にみると、「1,000 人以上」が 114.9 日、「300～999 人」

が 112.5 日、「100～299 人」が 110.3 日、「30～99 人」が 106.4 日となっている。産業別にみると、

「情報通信業」及び「学術研究,専門・技術サービス業」が 118.8 日で最も長く、「宿泊業,飲食サー

ビス業」が 97.1 日で最も短くなっている。（第４表） 

 
第４表 年間休日総数階級別企業割合、１企業平均年間休日総数及び

労働者１人平均年間休日総数 

 
（単位：％） 

 
注：1) 「１企業平均年間休日総数」は、平成29年（又は平成28会計年度）1年間で、企業において最も多くの労働者に適用され

る年間休日総数を平均したものである。 

2) 「労働者１人平均年間休日総数」は、平成29年（又は平成28会計年度）1年間で、企業において最も多くの労働者に適用

される年間休日総数を、その適用される労働者により加重平均したものである。 

 
  

69日
以下

70～
79日

80～
89日

90～
99日

100～
109日

110～
119日

120～
129日

130日
以上

 平成30年調査計 100.0 1.4 3.6 6.3 9.1 34.0 20.5 23.8 1.2 107.9 113.7

1,000人以上　 100.0 0.3 0.4 0.4 2.9 25.9 29.8 39.7 0.7 114.9 118.0

300～999人 100.0 0.5 1.6 2.0 4.2 30.0 25.5 35.2 0.9 112.5 114.4

100～299人 100.0 0.7 3.0 4.8 6.0 30.3 25.3 28.7 1.2 110.3 111.9

30 ～ 99人　 100.0 1.8 4.2 7.4 10.8 35.8 18.3 20.6 1.2 106.4 107.9

鉱業,採石業,砂利採取業 100.0 - 0.9 13.0 17.4 46.7 10.9 11.0 - 103.8 109.9

建設業 100.0 2.4 3.8 13.7 15.2 31.0 8.5 25.4 0.0 104.0 112.2

製造業 100.0 0.3 0.7 4.0 6.4 29.2 31.0 27.0 1.4 111.4 117.6

電気･ガス･熱供給･水道業 100.0 - 1.3 - 3.9 12.4 23.1 59.3 - 116.8 120.9

情報通信業 100.0 0.5 0.3 - 2.7 8.5 22.2 64.0 1.7 118.8 119.8

運輸業,郵便業 100.0 3.3 8.7 11.5 13.0 40.2 13.3 10.0 - 100.3 106.6

卸売業,小売業 100.0 1.8 4.3 5.2 11.0 41.2 17.8 17.8 0.9 105.7 111.0

金融業,保険業 100.0 - - 0.4 0.7 4.4 59.9 32.9 1.6 118.4 119.1

不動産業,物品賃貸業 100.0 1.4 0.1 7.1 11.2 29.8 24.7 23.7 1.9 109.6 115.9

学術研究,専門・技術サービス業 100.0 - 0.4 - 1.1 7.5 34.2 55.5 1.3 118.8 119.6

宿泊業,飲食サービス業 100.0 4.6 7.6 18.0 16.9 41.4 3.3 8.2 - 97.1 102.9

生活関連サービス業,娯楽業 100.0 1.7 6.7 11.5 7.1 36.3 15.0 21.2 0.5 104.6 105.6

教育,学習支援業 100.0 1.4 2.6 5.1 10.7 26.3 16.5 26.1 11.3 112.7 113.3

医療,福祉 100.0 - 4.0 4.0 6.2 40.4 24.7 19.4 1.2 109.4 111.5

複合サービス事業 100.0 1.0 2.5 4.0 13.8 18.0 30.0 30.7 - 110.4 119.7

サービス業(他に分類されないもの) 100.0 2.5 3.5 2.2 9.1 33.5 13.1 35.7 0.5 109.0 112.5

 平成29年調査計 100.0 1.2 3.5 6.0 9.9 34.2 16.1 27.7 1.2 108.3 113.7

企業規模・産業・年 全企業

年間休日総数階級 １企業
平均年間
休日総数

1)

 (日）

労働者１人
平均年間
休日総数

2)

 (日）
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(4) 年次有給休暇 

 
平成 29 年（又は平成 28会計年度）１年間に企業が付与した年次有給休暇日数（繰越日数を除

く。）は労働者１人平均 18.2 日（平成 29 年調査 18.2 日）、そのうち労働者が取得した日数は 9.3

日（同 9.0 日）で、取得率は 51.1％（同 49.4％）となっている。 

取得率を企業規模別にみると、「1,000 人以上」が 58.4％、「300～999 人」が 47.6％、「100～299

人」が 47.6％、「30～99 人」が 44.3％となっている。産業別にみると、「電気･ガス･熱供給･水道

業」が 72.9％と最も高く、「宿泊業,飲食サービス業」が 32.5％と最も低くなっている。（第５表） 

 
 

第５表 労働者１人平均年次有給休暇の取得状況 

 

 
注：1) 「付与日数」は、繰越日数を除く。 

2) 「取得日数」は、平成29年（又は平成28会計年度）１年間に実際に取得した日数である。 

3) 「取得率」は、取得日数計／付与日数計×100(％)である。 

 
  

労働者１人平均

付与日数
1)

 (日）

労働者１人平均

取得日数
2)

 (日）

労働者１人平均

取得率
3)

 (％）

 平成30年調査計 18.2 9.3 51.1
　　　　男 18.7 8.9 47.5
　　　　女 17.2 9.8 57.0

1,000人以上　 19.1 11.2 58.4
300～999人 18.0 8.6 47.6
100～299人 17.7 8.4 47.6
30 ～ 99人　 17.5 7.7 44.3

鉱業,採石業,砂利採取業 18.4 11.6 62.9
建設業 18.2 7.0 38.5
製造業 18.8 11.0 58.4
電気･ガス･熱供給･水道業 19.5 14.2 72.9
情報通信業 19.2 11.5 59.8
運輸業,郵便業 18.1 9.3 51.4
卸売業,小売業 18.2 6.5 35.8
金融業,保険業 19.3 11.2 58.3
不動産業,物品賃貸業 17.2 8.6 49.9
学術研究,専門・技術サービス業 18.4 10.1 54.7
宿泊業,飲食サービス業 16.1 5.2 32.5
生活関連サービス業,娯楽業 18.3 6.7 36.5
教育,学習支援業 18.6 8.0 43.3
医療,福祉 17.0 8.9 52.2
複合サービス事業 20.1 13.0 64.7
サービス業(他に分類されないもの) 17.3 9.5 54.8

 平成29年調査計 18.2 9.0 49.4

性・企業規模・産業・年

 20 

平成 30 年就労条件総合調査



 

 

(5) 特別休暇制度 

 
夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は 60.3％となっており、これを特別休暇

制度の種類別（複数回答）にみると、「夏季休暇」44.5％、「病気休暇」25.5％、「リフレッシュ休

暇」12.4％、「ボランティア休暇」4.3％、「教育訓練休暇」4.2％、「１週間以上の長期の休暇」14.8％

となっている（第６表）。 
 

第６表 特別休暇制度の有無、種類別企業割合 
（単位：％） 

 
注：「特別休暇」とは、法定休暇（年次有給休暇、産前・産後休暇、育児休業、介護休業、子の看護のための休暇等）以外に付与

される休暇で、就業規則等で制度（慣行も含む。）として認められている休暇をいう。 

1) 「１週間以上の長期の休暇」には、法定休暇で法律の規定よりも労働者を優遇している場合の上積分は含まない。 

2) 「平成30※年調査計」は、「常用労働者30人以上である会社組織の民営企業」で、「複合サービス事業」を含まない集計で

あり、平成25年調査と時系列で比較する場合には、こちらを参照されたい。 

 
特別休暇制度がある企業について、休暇中の賃金を全額支給する企業割合をみると、「夏季休暇」

82.5％、「病気休暇」41.5％、「リフレッシュ休暇」97.0％、「ボランティア休暇」74.6％、「教育

訓練休暇」86.4％、「１週間以上の長期の休暇」85.7％となっている。 

１企業平均１回当たり最高付与日数をみると、「夏季休暇」4.4 日、「病気休暇」167.7 日、「リ

フレッシュ休暇」5.5 日、「ボランティア休暇」31.8 日、「教育訓練休暇」23.1 日、「１週間以上

の長期の休暇」8.9 日となっている。（第７表） 
 

第７表 特別休暇制度がある企業の賃金の支給状況別企業割合及び１企業平均

１回当たり最高付与日数 
 
＜平成 30 年調査＞                                   （単位：％） 

 
注：1) 「特別休暇制度がある企業」には、「賃金の支給状況」が「不明」の企業を含まない。 

2) 「１企業平均１回当たり最高付与日数」は、各企業の休暇制度で定められている最高付与日数の平均である。 

3) 「１週間以上の長期の休暇」には、法定休暇で法律の規定よりも労働者を優遇している場合の上積分は含まない。 

夏季
休暇

病気
休暇

リフレッ
シュ休暇

ボラン
ティア休

暇

教育訓練
休暇

左記以外
の１週間
以上の長
期の休暇

1)

 平成30年調査計 100.0 60.3 44.5 25.5 12.4 4.3 4.2 14.8 39.7

1,000人以上　 100.0 77.4 41.3 40.0 47.6 22.8 4.4 21.3 22.6
300～999人 100.0 69.5 45.5 31.1 29.9 10.8 3.6 18.9 30.5
100～299人 100.0 65.6 46.5 28.2 18.2 6.4 2.8 18.9 34.4
30 ～ 99人　 100.0 57.1 43.9 23.6 7.7 2.4 4.7 12.8 42.9

 平成30
※
年調査計

2) 100.0 58.3 43.4 22.7 12.0 3.3 4.1 12.6 41.7
 平成25年調査計 100.0 57.9 44.7 22.4 11.1 2.8 3.2 11.3 42.1

特別休暇制度の種類（複数回答）

企業規模・年 全企業
特別休暇
制度が

ある企業

特別休暇
制度が

ない企業

（日）

夏季休暇 100.0 82.5 3.0 14.5 4.4

病気休暇 100.0 41.5 19.7 38.8 167.7

リフレッシュ休暇 100.0 97.0 1.2 1.8 5.5

ボランティア休暇 100.0 74.6 12.2 13.3 31.8

教育訓練休暇 100.0 86.4 6.8 6.8 23.1

100.0 85.7 1.5 12.9 8.9

全額 一部 無給

上記以外の１週間以上の

長期の休暇3)

特別休暇制度の種類

特別休暇
制度が

ある企業
1)

１企業平均
１回当たり

最高付与日数
2)

賃金の支給状況
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(6) 変形労働時間制 

 
変形労働時間制を採用している企業割合は 60.2％（平成 29 年調査 57.5％）となっている。企

業規模別にみると、「1,000 人以上」が 74.5％、「300～999 人」が 68.8％、「100～299 人」が 62.4％、

「30～99 人」が 58.2％となっている。産業別にみると、「鉱業,採石業,砂利採取業」が 80.2％で

最も高く、「金融業,保険業」が 27.6％で最も低くなっている。 

これを変形労働時間制の種類別（複数回答）にみると、「１年単位の変形労働時間制」が 35.3％、

「１か月単位の変形労働時間制」が 22.3％、「フレックスタイム制」が 5.6％となっている。（第

８表） 

 
 

第８表 変形労働時間制の有無、種類別採用企業割合 

 
（単位：％） 

 
注：1) 「変形労働時間制を採用している企業」には、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」を採用している企業を含む。 

 
  

 平成30年調査計 100.0 60.2 35.3 22.3 5.6 39.8

1,000人以上　 100.0 74.5 22.0 46.8 24.4 25.5
300～999人 100.0 68.8 29.9 35.6 10.7 31.2
100～299人 100.0 62.4 31.8 28.7 7.6 37.6
30 ～ 99人　 100.0 58.2 37.4 18.1 3.9 41.8

鉱業,採石業,砂利採取業 100.0 80.2 66.2 16.0 6.3 19.8
建設業 100.0 61.5 56.1 4.9 2.1 38.5
製造業 100.0 63.6 51.2 8.8 7.8 36.4
電気･ガス･熱供給･水道業 100.0 69.1 27.4 46.3 8.7 30.9
情報通信業 100.0 45.3 8.9 13.9 25.3 54.7
運輸業,郵便業 100.0 76.3 50.1 28.4 3.7 23.7
卸売業,小売業 100.0 58.1 34.9 20.2 4.1 41.9
金融業,保険業 100.0 27.6 4.6 18.1 8.7 72.4
不動産業,物品賃貸業 100.0 46.5 21.6 21.2 6.9 53.5
学術研究,専門・技術サービス業 100.0 35.8 14.0 8.9 13.9 64.2
宿泊業,飲食サービス業 100.0 63.4 26.1 37.5 2.3 36.6
生活関連サービス業,娯楽業 100.0 47.4 25.3 22.5 5.3 52.6
教育,学習支援業 100.0 60.5 43.0 17.9 2.0 39.5
医療,福祉 100.0 68.7 21.8 47.3 1.7 31.3
複合サービス事業 100.0 56.2 29.3 27.2 12.3 43.8
サービス業(他に分類されないもの) 100.0 46.5 25.3 16.8 8.5 53.5

 平成29年調査計 100.0 57.5 33.8 20.9 5.4 42.5

企業規模・産業・年 全企業

変形労働
時間制を
採用して
いる企業

1)

変形労働
時間制を
採用して

いない企業

変形労働時間制の種類（複数回答）

１年単位の
変形労働
時間制

１か月単位
の変形労働

時間制

フレックス
タイム制
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変形労働時間制の適用を受ける労働者割合は 51.8％（平成 29 年調査 50.7％）となっており、

これを変形労働時間制の種類別にみると、「１年単位の変形労働時間制」は 20.9％、「１か月単位

の変形労働時間制」は 23.0％、「フレックスタイム制」は 7.8％となっている（第９表）。 

 
 

第９表 変形労働時間制の有無、種類別適用労働者割合 

 
（単位：％） 

 
注：1) 「変形労働時間制の適用を受ける労働者」には、「１週間単位の非定型的変形労働時間制」の適用を受ける労働者を含む。 

 
  

 平成30年調査計 100.0 51.8 20.9 23.0 7.8 48.2

1,000人以上　 100.0 49.1 8.9 27.0 13.1 50.9
300～999人 100.0 52.5 21.7 24.4 6.4 47.5
100～299人 100.0 53.7 26.5 22.7 4.5 46.3
30 ～ 99人　 100.0 54.0 35.7 14.9 3.1 46.0

鉱業,採石業,砂利採取業 100.0 48.4 34.1 11.1 3.3 51.6
建設業 100.0 44.0 34.0 7.0 2.9 56.0
製造業 100.0 53.4 28.3 11.3 13.8 46.6
電気･ガス･熱供給･水道業 100.0 68.9 4.4 34.9 29.6 31.1
情報通信業 100.0 34.0 4.6 5.4 24.0 66.0
運輸業,郵便業 100.0 68.5 28.8 36.6 3.1 31.5
卸売業,小売業 100.0 61.0 28.8 26.5 5.5 39.0
金融業,保険業 100.0 19.2 0.8 12.3 6.2 80.8
不動産業,物品賃貸業 100.0 37.4 12.1 15.0 10.2 62.6
学術研究,専門・技術サービス業 100.0 27.6 7.8 5.7 14.1 72.4
宿泊業,飲食サービス業 100.0 60.9 17.5 40.2 2.5 39.1
生活関連サービス業,娯楽業 100.0 56.3 20.3 32.7 3.3 43.7
教育,学習支援業 100.0 43.2 18.0 24.4 0.7 56.8
医療,福祉 100.0 57.5 11.6 45.6 0.2 42.5
複合サービス事業 100.0 37.0 4.3 30.6 2.1 63.0
サービス業(他に分類されないもの) 100.0 44.9 15.6 21.8 7.6 55.1

 平成29年調査計 100.0 50.7 20.9 21.9 7.9 49.3

企業規模・産業・年 労働者計

変形労働
時間制の
適用を
受ける
労働者

1)

変形労働
時間制の
適用を

受けない
労働者

変形労働時間制の種類

１年単位の
変形労働
時間制

１か月単位の
変形労働
時間制

フレックス
タイム制
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(7) みなし労働時間制 

 
みなし労働時間制を採用している企業割合は 15.9％（平成 29 年調査 14.0％）となっており、

これをみなし労働時間制の種類別（複数回答）にみると、「事業場外みなし労働時間制」が 14.3％、

「専門業務型裁量労働制」が 1.8％、「企画業務型裁量労働制」が 0.8％となっている（第 10表）。 

 
 

第 10 表 みなし労働時間制の有無、種類別採用企業割合 

 
（単位：％） 

 
 
 

みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は 9.5％（平成 29 年調査 8.5％）となっており、

これをみなし労働時間制の種類別にみると、「事業場外みなし労働時間制」が 7.9％、「専門業務

型裁量労働制」が 1.3％、「企画業務型裁量労働制」が 0.3％となっている（第 11表）。 

 
 

第 11 表 みなし労働間制の有無、種類別適用労働者割合 

 
（単位：％） 

 
 
  

 平成30年調査計 100.0 15.9 14.3 1.8 0.8 84.1

1,000人以上　 100.0 25.9 16.5 11.0 4.7 74.1
300～999人 100.0 19.3 16.5 3.7 1.0 80.7
100～299人 100.0 18.2 15.8 2.8 1.0 81.8
30 ～ 99人　 100.0 14.5 13.5 1.0 0.5 85.5

 平成29年調査計 100.0 14.0 12.0 2.5 1.0 86.0

企業規模・年 全企業

みなし労働
時間制を
採用して
いる企業

みなし労働
時間制を
採用して

いない企業

みなし労働時間制の種類（複数回答）

事業場外
みなし労働

時間制

専門業務型
裁量労働制

企画業務型
裁量労働制

 平成30年調査計 100.0 9.5 7.9 1.3 0.3 90.5

1,000人以上　 100.0 11.2 8.3 2.2 0.7 88.8
300～999人 100.0 8.7 7.9 0.7 0.1 91.3
100～299人 100.0 9.4 8.2 0.9 0.2 90.6
30 ～ 99人　 100.0 7.5 7.0 0.4 0.1 92.5

 平成29年調査計 100.0 8.5 6.7 1.4 0.4 91.5

企業規模・年 労働者計

みなし労働
時間制の
適用を
受ける
労働者

みなし労働
時間制の
適用を

受けない
労働者

みなし労働時間制の種類

事業場外
みなし労働

時間制

専門業務型
裁量労働制

企画業務型
裁量労働制
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(8) 勤務間インターバル制度 

 
１年間を通じて実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が 11 時間以上空いている労働者が「全

員」の企業割合は40.5％(平成29年調査37.3％)、「ほとんど全員」の企業割合は33.5％(同 34.3％)

となっている。また、「ほとんどいない」の企業割合は 2.1％(同 3.5％)、「全くいない」の企業割

合は 6.8％(同 9.2％)となっている。（第 12 表） 
 

第 12表 実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が 11時間以上空いている労働者の状況別

企業割合 
（単位：％） 

 
 

勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」が 1.8％(平成 29

年調査 1.4％)、「導入を予定又は検討している」が 9.1％(同 5.1％)、「導入予定はなく、検討も

していない」が 89.1％(同 92.9％)となっている（第 13 表）。 
 

第 13 表 勤務間インターバル制度の導入状況別企業割合及び１企業平均間隔時間 
（単位：％） 

 
注：1) 「１企業平均間隔時間」は、各企業で定められている実際の終業時刻から始業時刻までの間に空けることとしている最も

短い間隔の時間の平均である。 

 平成30年調査計 100.0 6.8 2.1 2.4 5.6 6.9 33.5 40.5 2.1

1,000人以上　 100.0 3.7 2.5 3.3 8.8 17.1 46.2 12.7 5.8
300～999人 100.0 4.5 2.0 3.4 8.3 13.5 46.3 19.8 2.1
100～299人 100.0 4.7 1.5 2.9 3.7 9.0 41.9 34.1 2.2
30 ～ 99人　 100.0 7.8 2.3 2.2 5.8 5.3 29.1 45.6 2.0

 平成29年調査計 100.0 9.2 3.5 2.1 4.6 7.7 34.3 37.3 1.3

全体の
４分の３
程度いる

ほとんど
全員

全員 不明企業規模・年 全企業
全く

いない
ほとんど
いない

全体の
４分の１
程度いる

半数程度
いる

 平成30年調査計 100.0 1.8 10: 58 9.1 89.1 0.0

1,000人以上　 100.0 5.1 9: 42 23.7 71.1 0.1

300～999人 100.0 3.5 10: 27 10.9 85.4 0.1

100～299人 100.0 2.1 9: 43 11.6 86.3 -

30 ～ 99人　 100.0 1.4 11: 55 7.6 90.9 0.0

鉱業,採石業,砂利採取業 100.0 - - 7.7 92.3 -
建設業 100.0 2.6 11: 34 3.7 93.8 -

製造業 100.0 1.6 10: 37 7.2 91.2 0.0
電気･ガス･熱供給･水道業 100.0 0.5 … 5.1 93.2 1.3
情報通信業 100.0 2.7 11: 05 19.2 78.1 -

運輸業,郵便業 100.0 4.1 8: 20 11.2 84.7 0.0
卸売業,小売業 100.0 1.8 10: 34 11.0 87.3 -
金融業,保険業 100.0 1.0 9: 56 3.7 95.3 -
不動産業,物品賃貸業 100.0 1.4 9: 22 10.3 88.3 -

学術研究,専門・技術サービス業 100.0 0.5 8: 33 7.5 92.0 -
宿泊業,飲食サービス業 100.0 0.1 … 19.3 80.5 -
生活関連サービス業,娯楽業 100.0 0.2 … 3.4 96.4 -

教育,学習支援業 100.0 2.3 12: 02 3.8 92.9 1.0
医療,福祉 100.0 1.9 14: 12 9.4 88.7 -
複合サービス事業 100.0 0.2 … 2.9 96.9 -

サービス業(他に分類されないもの) 100.0 1.9 10: 34 5.6 92.5 -

 平成29年調査計 100.0 1.4 11: 15 5.1 92.9 …

１企業平均

間隔時間
1)

企業規模・産業・年 全企業
導入して

いる

導入を予定
又は検討

している

導入予定

はなく、

検討もして

いない

不明

(時間、分)

 25 

平成 30 年就労条件総合調査



 

 

 
 

勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、導入予定はなく、

検討もしていない理由（複数回答）別の企業割合をみると、「超過勤務の機会が少なく、当該制度

を導入する必要性を感じないため」が 45.9％(平成 29 年調査 38.0％)と最も多く、次いで、「当該

制度を知らなかったため」が 29.9％(同 40.2％)となっている（第 14 表）。 

 
第 14 表 勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない理由別企業割合 

（単位：％） 

 
注：1) ［ ］内の数値は、全企業に対する勤務間インターバル制度の「導入予定はなく、検討もしていない」企業割合である。 

 

 平成30年調査計 ［ 89.1］ 100.0 7.9 9.4 6.2

1,000人以上　 ［ 71.1］ 100.0 16.7 18.4 16.3
300～999人 ［ 85.4］ 100.0 11.9 15.7 11.4
100～299人 ［ 86.3］ 100.0 10.6 12.7 7.0
30 ～ 99人　 ［ 90.9］ 100.0 6.5 7.6 5.2

鉱業,採石業,砂利採取業 ［ 92.3］ 100.0 5.8 3.8 10.3
建設業 ［ 93.8］ 100.0 13.2 13.8 8.3
製造業 ［ 91.2］ 100.0 5.4 9.7 6.3
電気･ガス･熱供給･水道業 ［ 93.2］ 100.0 21.3 5.3 8.1
情報通信業 ［ 78.1］ 100.0 13.7 7.4 11.8
運輸業,郵便業 ［ 84.7］ 100.0 13.7 16.2 7.6
卸売業,小売業 ［ 87.3］ 100.0 6.5 5.4 5.3
金融業,保険業 ［ 95.3］ 100.0 3.1 3.5 3.9
不動産業,物品賃貸業 ［ 88.3］ 100.0 7.7 9.5 2.5
学術研究,専門・技術サービス業 ［ 92.0］ 100.0 4.1 12.8 13.5
宿泊業,飲食サービス業 ［ 80.5］ 100.0 11.9 19.1 3.1
生活関連サービス業,娯楽業 ［ 96.4］ 100.0 4.5 2.5 4.1
教育,学習支援業 ［ 92.9］ 100.0 2.9 3.9 1.8
医療,福祉 ［ 88.7］ 100.0 8.0 9.0 6.1
複合サービス事業 ［ 96.9］ 100.0 2.5 12.3 5.9
サービス業(他に分類されないもの) ［ 92.5］ 100.0 9.7 8.9 7.4

 平成29年調査計 ［ 92.9］ 100.0 8.1 7.7 5.0

 平成30年調査計 45.9 6.7 29.9 0.9

1,000人以上　 36.2 19.4 9.5 0.6
300～999人 41.6 11.2 18.4 1.4
100～299人 46.6 7.9 25.0 0.8
30 ～ 99人　 46.4 5.5 33.0 0.9

鉱業,採石業,砂利採取業 60.2 11.8 22.4 -
建設業 34.2 5.3 32.9 -
製造業 48.4 8.1 28.8 0.1
電気･ガス･熱供給･水道業 47.7 9.3 18.6 2.3
情報通信業 46.3 11.7 23.5 0.4
運輸業,郵便業 23.8 9.9 33.1 4.3
卸売業,小売業 52.5 2.8 28.8 2.0
金融業,保険業 75.3 5.1 12.1 0.8
不動産業,物品賃貸業 62.0 3.4 20.8 -
学術研究,専門・技術サービス業 45.4 6.4 26.1 -
宿泊業,飲食サービス業 30.4 8.2 39.6 0.1
生活関連サービス業,娯楽業 41.3 11.1 35.8 1.7
教育,学習支援業 66.2 10.5 17.5 0.4
医療,福祉 48.6 5.2 31.1 -
複合サービス事業 42.2 9.3 32.6 0.5
サービス業(他に分類されないもの) 45.5 6.7 30.5 1.6

 平成29年調査計 38.0 7.4 40.2 …

導入予定はなく、検討もしていない理由（複数回答）

その他

超過勤務の機会が少なく、当

該制度を導入する必要性を感
じないため

企業規模・産業・年 当該制度を

知らなかったため
不明

企業規模・産業・年
導入予定はなく、

検討もしていない
1）

夜間も含め、常時顧客や取引

相手の対応が必要なため

人員不足や仕事量が多いこと

から、当該制度を導入すると
業務に支障が生じるため

当該制度を導入すると労働時

間管理が煩雑になるため

導入予定はなく、検討もしていない理由（複数回答）
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２ 賃金制度 

 
(1) 時間外労働の割増賃金率 

 
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は 82.7％（平成 29 年調査 83.4％）

となっており、そのうち時間外労働の割増賃金率を「25％」とする企業割合は 93.0％（同 93.5％）、

「26％以上」とする企業割合は 6.1％（同 6.3％）となっている。 

時間外労働の割増賃金率を「26％以上」とする企業割合を企業規模別にみると、「1,000 人以上」

が 23.4％、「300～999 人」が 14.6％、「100～299 人」が 6.9％、「30～99 人」が 4.3％となってい

る。（第 15 表） 
  

第 15 表 時間外労働の割増賃金率の定めの有無、定め方、割増賃金率階級別企業割合 
（単位：％） 

 
注：1) （ ）内の数値は、時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業を100とした割合である。 

2) 「一律に定めている」には、「時間外労働の割増賃金率」が「不明」の企業を含む。 
 

(2) １か月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率 
 

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、１か月 60 時間を超える時間外労働に係る割

増賃金率を定めている企業割合は 30.1％（平成 29 年調査 32.2％）となっており、そのうち時間

外労働の割増賃金率を「25～49％」とする企業割合は 40.3％（同 49.6％）、「50％以上」とする企

業割合は 56.2％（同 48.9％）となっている。 

１か月 60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を中小企業該当区

分別にみると、「中小企業」が 25.5％、「中小企業以外」が 53.5％となっている。（第 16 表） 
 

第16表 １か月 60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の定めの有無、

割増賃金率階級別企業割合 
（単位：％） 

 
注：1) ［ ］内の数値は、全企業に対する「時間外労働の割増賃金率を定めている」企業割合である。 

2) （ ）内の数値は、１か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を「定めている」企業を100とした割合である。 

3) 「定めている」には、「１か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率」が「不明」の企業を含む。 

 

時間外労働の割増賃金率の定め方

時間外労働の割増賃金率階級

 平成30年調査計 100.0 92.4 82.7 (100.0) ( 93.0) ( 6.1) 9.8 7.6

1,000人以上　 100.0 98.9 82.4 (100.0) ( 75.7) ( 23.4) 16.4 1.1
300～999人 100.0 97.0 83.7 (100.0) ( 84.6) ( 14.6) 13.3 3.0
100～299人 100.0 95.4 85.3 (100.0) ( 92.4) ( 6.9) 10.1 4.6
30 ～ 99人　 100.0 90.8 81.8 (100.0) ( 94.6) ( 4.3) 9.1 9.2

 平成29年調査計 100.0 93.6 83.4 (100.0) ( 93.5) ( 6.3) 10.3 6.4

全企業
定めて
いない定めている

時間外労働時

間数等に応じ
て異なる率を

定めている25％ 26％以上

企業規模・年 一律に
定めている

1)2)

 平成30年調査計 ［ 92.4］ 100.0 30.1 (100.0) ( 40.3) ( 56.2) 69.9

1,000人以上　 ［ 98.9］ 100.0 87.4 (100.0) ( 2.1) ( 97.5) 12.6
300～999人 ［ 97.0］ 100.0 59.1 (100.0) ( 8.6) ( 90.1) 40.9
100～299人 ［ 95.4］ 100.0 34.0 (100.0) ( 31.4) ( 64.2) 66.0
30 ～ 99人　 ［ 90.8］ 100.0 23.5 (100.0) ( 58.4) ( 37.5) 76.5

中小企業 ［ 92.4］ 100.0 25.5 (100.0) ( 56.9) ( 38.3) 74.5
中小企業以外 ［ 92.9］ 100.0 53.5 (100.0) (    -) ( 99.8) 46.5

 平成29年調査計 ［ 93.6］ 100.0 32.2 (100.0) ( 49.6) ( 48.9) 67.8

時間外労働の
割増賃金率を

定めている企業
1)

企業規模・
中小企業該当区分・

年

定めて
いない

定めている
2)3)

１か月60時間を超える時間外

労働に係る割増賃金率階級

25～
49％

50％
以上
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３ 退職給付（一時金・年金）制度 

 
(1) 退職給付制度の有無及び形態 

 
退職給付（一時金・年金）制度がある企業割合は 80.5％となっている。企業規模別にみると、

「1,000 人以上」が 92.3％、「300～999 人」が 91.8％、「100～299 人」が 84.9％、「30～99 人」

が 77.6％となっている。産業別にみると、「複合サービス事業」が 96.1％と最も高く、次いで「鉱

業，採石業，砂利採取業」が 92.3％、「電気･ガス･熱供給･水道業」が 92.2％となっている。 

退職給付制度がある企業について、制度の形態別の企業割合をみると「退職一時金制度のみ」

が 73.3％、「退職年金制度のみ」が 8.6％、「両制度併用」が 18.1％となっている。（第 17 表） 

 
 

第 17 表 退職給付（一時金・年金）制度の有無、退職給付制度の形態別企業割合 

 
（単位：％） 

 
注：1) （ ）内の数値は、「退職給付（一時金・年金）制度がある」企業を100とした割合である。 

2) 「平成30※年調査計」は、「常用労働者30人以上である会社組織の民営企業」で、「複合サービス事業」を含まない集計であり、

平成25年調査と時系列で比較する場合には、こちらを参照されたい。 

 
  

 平成30年調査計 100.0 80.5 (100.0) ( 73.3) ( 8.6) ( 18.1) 19.5 ( 91.4) ( 26.7)

1,000人以上　 100.0 92.3 (100.0) ( 27.6) ( 24.8) ( 47.6) 7.7 ( 75.2) ( 72.4)
300～999人 100.0 91.8 (100.0) ( 44.4) ( 18.1) ( 37.5) 8.2 ( 81.9) ( 55.6)
100～299人 100.0 84.9 (100.0) ( 63.4) ( 12.5) ( 24.1) 15.1 ( 87.5) ( 36.6)
30 ～ 99人　 100.0 77.6 (100.0) ( 82.1) ( 5.4) ( 12.5) 22.4 ( 94.6) ( 17.9)

鉱業,採石業,砂利採取業 100.0 92.3 (100.0) ( 78.8) ( 6.1) ( 15.1) 7.7 ( 93.9) ( 21.2)
建設業 100.0 87.5 (100.0) ( 70.5) ( 7.3) ( 22.2) 12.5 ( 92.7) ( 29.5)
製造業 100.0 88.4 (100.0) ( 69.8) ( 9.7) ( 20.5) 11.6 ( 90.3) ( 30.2)
電気･ガス･熱供給･水道業 100.0 92.2 (100.0) ( 47.6) ( 14.9) ( 37.5) 7.8 ( 85.1) ( 52.4)
情報通信業 100.0 86.1 (100.0) ( 51.4) ( 18.0) ( 30.5) 13.9 ( 82.0) ( 48.6)
運輸業,郵便業 100.0 71.3 (100.0) ( 74.8) ( 5.2) ( 20.0) 28.7 ( 94.8) ( 25.2)
卸売業,小売業 100.0 78.1 (100.0) ( 65.1) ( 12.9) ( 22.1) 21.9 ( 87.1) ( 34.9)
金融業,保険業 100.0 88.6 (100.0) ( 39.4) ( 19.2) ( 41.4) 11.4 ( 80.8) ( 60.6)
不動産業,物品賃貸業 100.0 81.5 (100.0) ( 70.6) ( 7.5) ( 21.8) 18.5 ( 92.5) ( 29.4)
学術研究,専門・技術サービス業 100.0 86.8 (100.0) ( 57.6) ( 15.7) ( 26.7) 13.2 ( 84.3) ( 42.4)
宿泊業,飲食サービス業 100.0 59.7 (100.0) ( 81.0) ( 9.0) ( 10.1) 40.3 ( 91.0) ( 19.0)
生活関連サービス業,娯楽業 100.0 65.3 (100.0) ( 86.1) ( 5.0) ( 8.9) 34.7 ( 95.0) ( 13.9)
教育,学習支援業 100.0 86.5 (100.0) ( 79.9) ( 0.6) ( 19.5) 13.5 ( 99.4) ( 20.1)
医療,福祉 100.0 87.3 (100.0) ( 88.6) ( 3.8) ( 7.6) 12.7 ( 96.2) ( 11.4)
複合サービス事業 100.0 96.1 (100.0) ( 63.2) ( 4.4) ( 32.5) 3.9 ( 95.6) ( 36.8)
サービス業(他に分類されないもの) 100.0 68.6 (100.0) ( 79.6) ( 7.3) ( 13.1) 31.4 ( 92.7) ( 20.4)

 平成30※年調査計2) 100.0 77.8 (100.0) ( 70.9) ( 9.8) ( 19.3) 22.2 ( 90.2) ( 29.1)
 平成25年調査計 100.0 75.5 (100.0) ( 65.8) ( 11.6) ( 22.6) 24.5 ( 88.4) ( 34.2)

（再掲）
　退職給付制度がある

退職一時金
制度がある
（両制度併
用を含む）

退職年金
制度がある
（両制度併
用を含む）

退職給付制度の形態

退職一時金
制度のみ

退職年金
制度のみ

両制度併用

企業規模・産業・年 全企業

退職給付
（一時金・年金）
制度がある企業

1)

退職給付
（一時金・
年金）制度
がない企業
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(2) 退職一時金制度の支払準備形態 

 
退職一時金制度がある企業について、支払準備形態（複数回答）別の企業割合をみると、「社内

準備」が 57.0％、「中小企業退職金共済制度」が 44.0％、「特定退職金共済制度」が 11.5％となっ

ている（第 18 表）。 

 
第 18 表 退職一時金制度の支払準備形態別企業割合 

 
（単位：％） 

 
注：1) ［ ］内の数値は、退職給付（一時金・年金）制度がある企業のうち、「退職一時金制度がある」企業割合である。 

2) 「退職一時金制度がある企業」には、「両制度併用」を含む。 

3) 「平成30※年調査計」は、「常用労働者30人以上である会社組織の民営企業」で、「複合サービス事業」を含まない集計で

あり、平成25年調査と時系列で比較する場合には、こちらを参照されたい。 

 
 

(3) 退職年金制度の支払準備形態 

 
退職年金制度がある企業について、支払準備形態（複数回答）別の企業割合をみると、「厚生年

金基金（上乗せ給付）」が 20.0％、「確定給付企業年金（CBP を含む）」が 43.3％、「確定拠出年金

（企業型）」が 47.6％となっている（第 19 表）。 

 
第 19 表 退職年金制度の支払準備形態別企業割合 

 
（単位：％） 

 
注：1) ［ ］内の数値は、退職給付（一時金・年金）制度がある企業のうち、「退職年金制度がある」企業割合である。 

2) 「退職年金制度がある企業」には、「両制度併用」を含む。 

3) 「平成30※年調査計」は、「常用労働者30人以上である会社組織の民営企業」で、「複合サービス事業」を含まない集計で

あり、平成25年調査と時系列で比較する場合には、こちらを参照されたい。 

 平成30年調査計 ［ 91.4］ 100.0 57.0 44.0 11.5 10.5

1,000人以上　 ［ 75.2］ 100.0 91.4 0.5 2.6 8.9
300～999人 ［ 81.9］ 100.0 81.6 15.1 9.0 7.6
100～299人 ［ 87.5］ 100.0 67.9 36.5 9.5 9.7
30 ～ 99人　 ［ 94.6］ 100.0 49.8 50.8 12.7 11.1

 平成30※年調査計3) ［ 90.2］ 100.0 60.6 49.7 9.5 4.1
 平成25年調査計 ［ 88.4］ 100.0 64.5 46.5 7.5 3.9

企業規模・年
退職一時金制度が

ある企業
 1)2)

退職一時金制度の支払準備形態（複数回答）

社内準備
中小企業
退職金

共済制度

特定退職金
共済制度

その他

 平成30年調査計 ［ 26.7］ 100.0 20.0 43.3 47.6 3.8

1,000人以上　 ［ 72.4］ 100.0 7.2 62.4 63.9 4.5
300～999人 ［ 55.6］ 100.0 9.7 59.7 50.6 3.3
100～299人 ［ 36.6］ 100.0 13.6 49.2 46.6 2.7
30 ～ 99人　 ［ 17.9］ 100.0 30.5 30.0 44.5 4.6

 平成30※年調査計3) ［ 29.1］ 100.0 17.1 45.0 50.6 3.3
 平成25年調査計 ［ 34.2］ 100.0 44.8 35.6 35.9 2.8

企業規模・年
退職年金制度が

ある企業
 1)2)

退職年金制度の支払準備形態（複数回答）

厚生年金
基金

(上乗せ給付)

確定給付
企業年金

(CBPを含む)

確定拠出
年金

（企業型）

企業独自
の年金
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 (4) 退職一時金制度の見直し 

 
退職一時金制度について、過去３年間に見直しを行った企業割合は 9.3％となっている。 

過去３年間に見直しを行った企業について、退職一時金制度の見直し内容（複数回答）別の企

業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が 28.8％と最も多くなっている。 

退職一時金制度について、今後３年間に見直しを行う予定がある企業割合は 7.4％となってい

る。 

今後３年間に見直しを行う予定がある企業について、退職一時金制度の見直し内容（複数回答）

別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が 33.6％と最も多くなってい

る。（第 20 表） 

 
第 20 表 退職一時金制度の見直し内容別企業割合 

 
（単位：％） 

 
注：1) ［ ］内の数値は、全企業に対する「退職一時金制度の見直しを行った・見直しを行う予定がある」

企業割合である。 

2) 「平成30※年調査計」は、「常用労働者30人以上である会社組織の民営企業」で、「複合サービス事業」

を含まない集計であり、平成25年調査と時系列で比較する場合には、こちらを参照されたい。 

  

［ 過 去 ３ 年 間 ］
 平成30年調査計 ［ 9.3］ 100.0 28.8 7.7 10.6 2.3

1,000人以上　 ［ 11.3］ 100.0 8.6 18.7 6.0 2.6
300～999人 ［ 10.1］ 100.0 17.8 14.4 12.4 -
100～299人 ［ 8.7］ 100.0 27.1 5.2 5.1 -
30 ～ 99人　 ［ 9.4］ 100.0 31.3 7.2 12.2 3.1

 平成30
※
年調査計

2) ［ 8.8］ 100.0 29.5 10.0 9.4 1.5
 平成25年調査計 ［ 11.3］ 100.0 22.7 9.2 29.0 3.2

［ 今 後 ３ 年 間 ］
 平成30年調査計 ［ 7.4］ 100.0 33.6 7.2 6.1 1.9

1,000人以上　 ［ 9.4］ 100.0 13.1 14.3 3.9 -
300～999人 ［ 7.0］ 100.0 7.1 17.0 12.3 2.0
100～299人 ［ 5.9］ 100.0 28.7 7.0 11.4 2.3
30 ～ 99人　 ［ 7.9］ 100.0 38.0 6.1 4.4 1.9

 平成30
※
年調査計

2) ［ 7.0］ 100.0 39.2 9.1 4.8 0.6
 平成25年調査計 ［ 6.8］ 100.0 25.5 4.8 10.2 3.0

増加 減少
労働者

一律

労働者

の選択制

［ 過 去 ３ 年 間 ］
 平成30年調査計 16.9 1.8 17.7 9.7 2.2 2.6 17.6

1,000人以上　 30.4 - 7.4 10.3 - - 20.7
300～999人 20.4 2.3 20.3 17.6 - - 20.6
100～299人 30.9 4.2 18.6 11.1 3.2 0.2 7.8
30 ～ 99人　 11.9 1.2 17.5 8.3 2.2 3.7 19.9

 平成30
※
年調査計

2) 17.1 2.4 22.0 4.5 2.4 3.5 19.7
 平成25年調査計 14.2 2.5 12.8 8.7 0.1 0.0 12.4

［ 今 後 ３ 年 間 ］
 平成30年調査計 14.2 1.6 25.2 7.4 1.4 2.1 12.6

1,000人以上　 26.8 3.2 4.3 22.4 2.5 - 19.9
300～999人 24.1 2.9 15.6 17.6 3.3 2.6 11.5
100～299人 25.1 7.8 18.8 8.1 4.4 4.4 19.2
30 ～ 99人　 10.2 - 28.4 5.7 0.5 1.5 10.9

 平成30
※
年調査計

2) 14.7 1.0 26.8 1.3 1.6 2.5 12.9
 平成25年調査計 21.1 0.7 15.2 5.7 1.4 0.1 19.4

その他

退職一時金制度の見直し内容（複数回答）

退職一時金制度の見直し内容（複数回答）

特別加

算制度

の導入

支　給　率
退職一時金を縮小又は

廃止し毎月の給与を拡大
見直しの時期、
企業規模・年

見直しの時期、
企業規模・年

退職一時金制度の
見直しを行った・
行う予定がある

企業
1）

新たに導

入又は既

存のもの

の他に

設置

全部又は一

部を年金へ

移行

他の退職一

時金制度へ

移行

退職一時金

制度の廃

止・脱退

算定基礎

額の算

出方法の
変更
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(5) 退職年金制度の見直し 

 
退職年金制度について、過去３年間に見直しを行った企業割合は 5.1％となっている。 

過去３年間に見直しを行った企業について、退職年金制度の見直し内容（複数回答）別の企業

割合をみると、「他の年金制度へ移行」が 32.0％と最も多くなっている。 

退職年金制度について、今後３年間に見直しを行う予定がある企業割合は 2.6％となっている。 

今後３年間に見直しを行う予定がある企業について、退職年金制度の見直し内容（複数回答）

別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が 52.7％と最も多くなってい

る。（第 21 表） 

 
第 21 表 退職年金制度の見直し内容別企業割合 

 
（単位：％） 

 
注：1) ［ ］内の数値は、全企業に対する「退職年金制度の見直しを行った・見直しを行う予定がある」企業割合である。 

2) 「平成30※年調査計」は、「常用労働者30人以上である会社組織の民営企業」で、「複合サービス事業」を含まない集計で

あり、平成25年調査と時系列で比較する場合には、こちらを参照されたい。 

  
  

［ 過 去 ３ 年 間 ］
 平成30年調査計 ［ 5.1］ 100.0 30.8 11.0 32.0 5.3 1.5 1.7

1,000人以上　 ［ 15.1］ 100.0 25.9 3.4 27.6 1.6 - 2.5
300～999人 ［ 8.7］ 100.0 34.0 1.6 37.6 3.0 - -
100～299人 ［ 4.7］ 100.0 31.8 8.7 32.1 3.9 - -
30 ～ 99人　 ［ 4.5］ 100.0 30.3 14.6 31.4 6.6 2.5 2.5

 平成30
※
年調査計

2) ［ 5.5］ 100.0 32.9 12.4 26.8 5.5 1.7 1.9
 平成25年調査計 ［ 7.1］ 100.0 19.3 10.2 49.1 7.3 0.3 0.7

［ 今 後 ３ 年 間 ］
 平成30年調査計 ［ 2.6］ 100.0 52.7 4.2 10.7 2.8 1.6 2.5

1,000人以上　 ［ 9.6］ 100.0 22.7 6.7 24.1 3.7 2.0 4.2
300～999人 ［ 5.1］ 100.0 41.7 1.3 22.3 - - 5.1
100～299人 ［ 3.1］ 100.0 27.8 7.0 20.7 4.6 - -
30 ～ 99人　 ［ 2.0］ 100.0 72.6 3.2 0.5 2.6 2.6 2.6

 平成30
※
年調査計

2) ［ 2.7］ 100.0 51.7 4.5 12.1 3.1 1.6 2.7
 平成25年調査計 ［ 2.5］ 100.0 25.7 1.7 10.4 9.6 2.7 0.2

増加 減少
労働者

一律

労働者

の選択制

［ 過 去 ３ 年 間 ］
 平成30年調査計 11.4 2.0 2.9 7.2 2.0 0.6 4.7 6.4

1,000人以上　 11.7 - - 4.0 7.8 - - 22.0
300～999人 5.7 1.8 - 10.1 3.9 - - 9.6
100～299人 11.9 1.6 0.2 4.2 4.1 - 0.2 4.1
30 ～ 99人　 12.4 2.5 4.6 7.9 0.2 0.9 7.6 4.7

 平成30
※
年調査計

2) 12.8 2.3 3.2 8.0 1.6 0.6 5.4 6.8
 平成25年調査計 9.4 0.1 0.8 1.2 5.8 0.0 0.0 10.2

［ 今 後 ３ 年 間 ］
 平成30年調査計 8.7 2.4 1.7 9.2 4.6 1.8 1.8 18.1

1,000人以上　 16.4 4.1 4.1 10.7 6.7 5.0 5.0 18.5
300～999人 12.7 0.8 - 0.6 2.4 - - 19.7
100～299人 11.6 2.2 - 0.1 8.2 - - 26.8
30 ～ 99人　 5.0 2.6 2.6 15.7 3.2 2.6 2.6 13.5

 平成30※年調査計2) 10.6 2.5 1.8 10.7 4.8 2.0 2.0 14.0
 平成25年調査計 5.0 0.5 0.1 5.3 4.4 0.1 0.2 38.2

他の年金
制度へ

移行

年金制度の廃

止

年金支給
期間の

延長

年金支給
期間の

短縮

見直しの時期、
企業規模・年

見直しの時期、
企業規模・年

退職年金制度の
見直しを行った・
行う予定がある

企業
1）

新たに導
入又は既
存のもの

の他に
設置

全部又は一部
を退職一時金

へ移行

その他

退職年金制度の見直し内容（複数回答）

退職年金制度の見直し内容（複数回答）

算定基礎
額の算出

方法の
変更

特別加算

制度の
導入

賃金や物価上昇

率に伴う給付水

準の見直し制度

を導入

支　給　率
退職年金を縮小又は

廃止し毎月の給与を拡大
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４ 退職給付（一時金・年金）の支給実態 

 
(1) 退職者の状況 

 
退職給付（一時金・年金）制度がある企業について、平成 29 年１年間における勤続 20 年以上

かつ 45 歳以上の退職者がいた企業割合は、26.6％となっている。 

退職給付（一時金・年金）制度がある勤続 20 年以上かつ 45 歳以上の退職者がいた企業につい

て、退職事由別の退職者割合をみると、「定年」が 64.3％、「定年以外」では「会社都合」が 5.4％、

「自己都合」が 22.8％、「早期優遇」が 7.5％となっている。（第 22 表） 

 
 

第 22 表 退職者のいた企業割合、退職事由別退職者割合 

 
（単位：％） 

 
注：1) ［ ］内の数値は、全企業に対する「退職給付（一時金・年金）制度がある」企業割合である。 

2) （ ）内の数値は、「勤続20年以上かつ45歳以上の退職者がいた企業の退職者」を100とした退職者割合である。 

3) 「平成30※年調査計」は、「常用労働者30人以上である会社組織の民営企業」で、「複合サービス事業」を含まない集計で

あり、平成25年調査と時系列で比較する場合には、こちらを参照されたい。 

 
  

 平成30年調査計 ［ 80.5］ 100.0 26.6 (100.0) ( 64.3) ( 5.4) ( 22.8) ( 7.5)

1,000人以上　 ［ 92.3］ 100.0 74.2 (100.0) ( 63.3) ( 6.0) ( 20.3) ( 10.4)
300～999人 ［ 91.8］ 100.0 59.6 (100.0) ( 64.8) ( 5.1) ( 22.3) ( 7.8)
100～299人 ［ 84.9］ 100.0 38.2 (100.0) ( 67.1) ( 4.7) ( 26.7) ( 1.4)
30 ～ 99人　 ［ 77.6］ 100.0 16.7 (100.0) ( 64.2) ( 4.1) ( 30.8) ( 0.9)

鉱業,採石業,砂利採取業 ［ 92.3］ 100.0 37.9 (100.0) ( 78.0) ( 4.5) ( 12.0) ( 5.5)
建設業 ［ 87.5］ 100.0 24.3 (100.0) ( 67.8) ( 3.8) ( 27.5) ( 0.9)
製造業 ［ 88.4］ 100.0 32.8 (100.0) ( 68.0) ( 7.3) ( 16.3) ( 8.4)
電気･ガス･熱供給･水道業 ［ 92.2］ 100.0 50.3 (100.0) ( 47.4) ( 33.7) ( 13.8) ( 5.1)
情報通信業 ［ 86.1］ 100.0 32.6 (100.0) ( 55.4) ( 8.2) ( 23.0) ( 13.5)
運輸業,郵便業 ［ 71.3］ 100.0 28.3 (100.0) ( 78.4) ( 2.4) ( 15.5) ( 3.6)
卸売業,小売業 ［ 78.1］ 100.0 22.8 (100.0) ( 59.0) ( 5.6) ( 26.2) ( 9.2)
金融業,保険業 ［ 88.6］ 100.0 59.4 (100.0) ( 59.2) ( 5.6) ( 28.1) ( 7.1)
不動産業,物品賃貸業 ［ 81.5］ 100.0 23.0 (100.0) ( 56.6) ( 5.9) ( 26.0) ( 11.5)
学術研究,専門・技術サービス業 ［ 86.8］ 100.0 33.5 (100.0) ( 70.6) ( 3.8) ( 23.6) ( 2.0)
宿泊業,飲食サービス業 ［ 59.7］ 100.0 14.1 (100.0) ( 76.5) ( 1.8) ( 21.7) (    -)
生活関連サービス業,娯楽業 ［ 65.3］ 100.0 25.9 (100.0) ( 73.2) ( 5.8) ( 20.0) ( 1.0)
教育,学習支援業 ［ 86.5］ 100.0 28.9 (100.0) ( 68.6) ( 0.8) ( 22.9) ( 7.7)
医療,福祉 ［ 87.3］ 100.0 22.1 (100.0) ( 46.7) ( 0.3) ( 47.7) ( 5.3)
複合サービス事業 ［ 96.1］ 100.0 80.7 (100.0) ( 58.4) ( 1.3) ( 17.2) ( 23.1)
サービス業(他に分類されないもの) ［ 68.6］ 100.0 20.4 (100.0) ( 63.8) ( 11.8) ( 21.3) ( 3.1)

 平成30※年調査計3) ［ 77.8］ 100.0 24.8 (100.0) ( 65.7) ( 6.9) ( 20.4) ( 6.9)
 平成25年調査計 ［ 75.5］ 100.0 26.1 (100.0) ( 58.3) ( 9.2) ( 16.9) ( 15.6)

企業規模・産業・年

退職給付

（一時金・年金）

制度がある企業
1)

勤続20年以上

かつ45歳以上

の退職者が

いた企業

勤続20年以上

かつ45歳以上

の退職者
2)

定年

定年以外

会社都合 自己都合 早期優遇
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(2) 退職事由別退職給付額 

 
退職給付（一時金・年金）制度がある勤続 20 年以上かつ 45 歳以上の退職者がいた企業につい

て、平成 29 年１年間における勤続 20 年以上かつ 45 歳以上の退職者に対し支給した又は支給額が

確定した退職者１人平均退職給付額（以下、「退職給付額」とする。）を退職事由別にみると、ど

の学歴においても「早期優遇」が最も高く、「自己都合」が最も低くなっている。 

退職事由のうち「定年」退職者の退職給付額を学歴別にみると、「大学・大学院卒（管理・事務・

技術職）」1,983 万円、「高校卒（管理・事務・技術職）」1,618 万円、「高校卒（現業職）」1,159

万円となっている。（第 23 表） 

 
 

第 23 表 退職者１人平均退職給付額（勤続 20 年以上かつ 45 歳以上の退職者） 

 

 

注：1) 「退職給付額」は、退職一時金制度のみの場合は退職一時金額、退職年金制度のみの場合は年金現価額、退職一時金制度

と退職年金制度併用の場合は、退職一時金額と年金現価額の計である。 

2) 「月収換算」は、退職時の所定内賃金に対する退職給付額割合である。 

3) 「平成30※年調査計」は、「常用労働者30人以上である会社組織の民営企業」で、「複合サービス事業」を含まない集計で

あり、平成25年調査と時系列で比較する場合には、こちらを参照されたい。 

 
  

(千円) (万円) (月分) (千円) (万円) (月分) (千円) (万円) (月分)

 平成30年調査計

定年 513 1,983 38.6 398 1,618 40.6 320 1,159 36.3
会社都合 611 2,156 35.3 499 1,969 39.5 331 1,118 33.8
自己都合 513 1,519 29.6 363 1,079 29.7 287 686 23.9
早期優遇 536 2,326 43.4 412 2,094 50.8 301 1,459 48.6

 平成30
※
年調査計

3)

定年 517 1,788 34.6 387 1,396 36.1 320 1,155 36.1
会社都合 613 2,084 34.0 504 1,987 39.4 330 1,116 33.8
自己都合 499 1,518 30.4 381 1,025 26.9 289 658 22.8
早期優遇 535 2,182 40.8 412 2,071 50.2 297 1,444 48.6

 平成25年調査計

定年 516 1,941 37.6 421 1,673 39.7 322 1,128 35.0
会社都合 561 1,807 32.2 409 1,573 38.5 291 1,004 34.5
自己都合 509 1,586 31.1 366 1,159 31.7 286 784 27.4
早期優遇 435 1,966 45.1 360 1,945 54.1 293 1,418 48.5

１人平均
退　職
給付額

1)

年、退職事由
月収換算

2)

月収換算
2)

退職時の
所定内
賃　金

（月額）

１人平均
退　職
給付額

1)

大学・大学院卒
（管理・事務・技術職）

高校卒
（管理・事務・技術職）

高校卒
（現業職）

退職時の
所定内
賃　金

（月額）

１人平均
退　職
給付額

1)

月収換算
2)

退職時の
所定内
賃　金

（月額）
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(3) 退職給付制度の形態別退職給付額（定年退職者） 

 
退職給付（一時金・年金）制度がある勤続 20 年以上かつ 45 歳以上の退職者がいた企業につい

て、平成 29 年１年間における勤続 20 年以上かつ 45 歳以上の定年退職者に対して支給した又は支

給額が確定した退職給付額を退職給付制度の形態別にみると、「大学・大学院卒（管理・事務・技

術職）」では「退職一時金制度のみ」が 1,678 万円、「退職年金制度のみ」が 1,828 万円、「両制度

併用」が 2,357 万円となっている。「高校卒（管理・事務・技術職）」では、「退職一時金制度のみ」

が 1,163 万円、「退職年金制度のみ」が 1,652 万円、「両制度併用」が 2,313 万円となっている。

「高校卒（現業職）」では、「退職一時金制度のみ」が 717 万円、「退職年金制度のみ」が 1,177 万

円、「両制度併用」が 1,650 万円となっている。 

「勤続 35年以上」についてみると、「大学・大学院卒（管理・事務・技術職）」では「退職一時

金制度のみ」が 1,897 万円、「退職年金制度のみ」が 1,947 万円、「両制度併用」が 2,493 万円と

なっている。「高校卒（管理・事務・技術職）」では、「退職一時金制度のみ」が 1,497 万円、「退

職年金制度のみ」が 1,901 万円、「両制度併用」が 2,474 万円となっている。「高校卒（現業職）」

では、「退職一時金制度のみ」が 1,080 万円、「退職年金制度のみ」が 1,524 万円、「両制度併用」

が 1,962 万円となっている。（第 24 表） 

 
 

第 24 表 退職給付（一時金・年金）制度の形態別定年退職者１人平均退職給付額 

（勤続 20 年以上かつ 45 歳以上の定年退職者） 

 
（単位：万円） 

 
注：「退職給付額」は、退職一時金制度のみの場合は退職一時金額、退職年金制度のみの場合は年金現価額、退職一時金制度と退職年金

制度併用の場合は退職一時金額と年金現価額の計である。 

1) 「平成30※年調査計」は、「常用労働者30人以上である会社組織の民営企業」で、「複合サービス事業」を含まない集計であり、平

成25年調査と時系列で比較する場合には、こちらを参照されたい。 

 

 平成30年調査計 1,983 1,678 1,828 2,357 1,618 1,163 1,652 2,313 1,159 717 1,177 1,650
勤続20～24年 1,267 1,058 898 1,743 525 462 487 1,239 421 390 435 548
    25～29年 1,395 1,106 1,458 1,854 745 618 878 1,277 610 527 723 746
    30～34年 1,794 1,658 1,662 2,081 928 850 832 1,231 814 645 794 1,157
    35年以上 2,173 1,897 1,947 2,493 1,954 1,497 1,901 2,474 1,629 1,080 1,524 1,962

 平成30
※
年調査計

1) 1,788 1,124 1,823 2,188 1,396 859 1,470 2,049 1,155 664 1,175 1,662
勤続20～24年 919 764 876 1,168 505 426 421 1,293 412 381 367 546
    25～29年 1,216 693 1,446 1,740 730 586 874 1,294 546 461 713 668
    30～34年 1,582 1,024 1,668 1,984 904 807 786 1,216 797 642 770 1,147
    35年以上 1,997 1,344 1,958 2,329 1,724 1,105 1,749 2,198 1,627 987 1,532 1,962

 平成25年調査計 1,941 1,369 1,923 2,367 1,673 1,091 1,611 2,158 1,128 870 1,131 1,600
勤続20～24年 826 661 925 991 505 432 434 931 433 312 478 738
    25～29年 1,083 756 1,181 1,551 692 515 819 1,100 603 553 677 739
    30～34年 1,856 1,457 1,691 2,180 938 725 1,221 1,275 856 689 987 1,143
    35年以上 2,156 1,567 2,110 2,562 1,965 1,470 1,822 2,272 1,484 1,184 1,541 1,872

退職給付
制度計

退職給付
制度計

退職給付
制度計

退職給付制度の形態

退職一
時金制
度のみ

退職年金
制度のみ

両制度
併用

大学・大学院卒
（管理・事務・技術職）

高校卒
（管理・事務・技術職）

高校卒
（現業職）

退職一
時金制
度のみ

退職年金
制度のみ

両制度
併用

退職給付制度の形態 退職給付制度の形態

退職一
時金制
度のみ

退職年金
制度のみ

両制度
併用

年、勤続年数
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Ⅲ 統 計 表 
 

  





 

 

 

 

 

集計事項一覧表 
 

  



集計事項一覧表
Ⅰ 企業の属性  Ⅱ 労働時間制度　Ⅲ 賃金制度

◎＝集計項目　　　  ●＝表頭事項  　　　○＝表側事項　　　　△＝欄外事項

２
週
休
制

３
年
間
休
日
総
数

◎ ◎ ○ ○ △ ●

◎ ◎ ○ ○ △ ●

◎ ◎ ○ △ △ ●※1

◎ ◎ ○ △ △ ●

5・6 ◎ ◎ △ ○ △ ●※1 ○※2

6－1 ◎ ○ △ △ ●※2

－ 6－2 ◎ ○ △ △ ●

◎ ○ △ △ ●

◎ ◎ ○ ○ △ ●

◎ ◎ ○ ○ △ ●

－ ◎ ○ △ ● ●

11-1～3 ◎ ○ △ △ ● ●

－ 12-1～3 ◎ ○ ○ △ ●※2 ●

11・12 ◎ ◎ ○ △ △ ● ●

◎ ◎ ○ △ △ ● ●

14･15 ◎ ○ ○ ●

◎ ○ ○ ● ●

◎ ○ ○ ● ● ●

◎ ○ ○ ● ●

◎ ○ ○ ●

◎ ○ ○ △

◎ ○ ○ △

◎ ○ ○ △

◎ ○ ○ △

◎ ○ ○ △

◎ ○ ○ △ ●

◎ ○ ○ △

◎ ◎ ○ ○ △

◎ ○ ○ △

◎ ○ △

◎ ◎ ○ △

◎ ◎ ○ △

◎ ◎ ○ △

◎ ◎ ○ △

　※1　企業において最も多くの労働者に適用される週所定労働時間を集計している。
　※2  企業において最も多くの労働者に適用される週休制の形態を集計している。

Ⅱ　　労　　働　　時　　間　　　　

１
回
あ
た
り
の
最
高
付
与
日
数

１
所
定
労
働
時
間

４
年
次
有
給
休
暇

５
特
別
休
暇
制
度

年
間
休
日
総
数

年
間
延
付
与
日
数
・
取
得
日
数
・
取
得
率

計
画
的
付
与
制
度
の
有
無

１
日
の
所
定
労
働
時
間

週
所
定
労
働
時
間

週
休
制
の
形
態

計
画
的
付
与
日
数

　
報
告
書
表
番
号

　
原
表
番
号

集
計
項
目

Ⅰ　企業の属性

企
業
割
合

労
働
者
割
合

平
均
値

産
業

企
業
規
模

労
働
組
合
の
有
無

業
務

時
間
単
位
取
得
制
度
の
有
無

時
間
単
位
取
得
日
数

種
類
・
制
度
の
有
無

賃
金
の
支
給
状
況
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６
変
形
労
働
時
間
制

5・6

6－1

－ 6－2

－

11-1～3

－ 12-1～3

11・12

14･15

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

● ●

● ●

● ● △

● ●

● ● ●

● △ ● ●

● ● ● ●

　　　　制　　度

時
間
外
労
働
の
割
増
賃
金
率
の
定
め
の

有
無

　
時
間
外
労
働
の

割
増
賃
金
率

係１
るか
割月
増60
賃時
金間
率を
　超
　え
　る
　時
　間
　外
　労
　働
　に

係１
るか
割月
増60
賃時
金間
率を
の超
定え
める
の時
有間
無外
　労
　働
　に

中
小
企
業
該
当
区
分

特
別
条
項
付
き
時
間
外
労
働
協
定
締
結

の
有
無

限
度
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
係

る
割
増
賃
金
率

代
替
休
暇
制
度
の
有
無

代
替
休
暇
取
得
労
働
者
数

時
間
外
労
働
の
割
増
賃
金
率
の
定
め
方

年
間
の
最
高
付
与
日
数

平
成

年
１
年
間
に
お
け
る
利
用
の
有
無

種
類
、
採
用
（
適
用
）
の
有
無

種
類
、
採
用
（
適
用
）
の
有
無

具
体
的
な
時
間
の
設
定
状
況

制
度
を
導
入
し
て
い
な
い
理
由

専
門
業
務
型
裁
量
労
働
の
適
用
業
務

時
間
外
労
働
の
割
増
賃
金
率

　
報
告
書
表
番
号

　
原
表
番
号

５
特
別
休
暇
制
度

７
み
な
し

　
労
働
時
間
制

８
勤
務
間

　
イ
ン
タ
ー
バ
ル

　
制
度

以通
上年
ので
労実
働際
者の
の勤
状務
況間
　隔
　が
　11
　時
　間

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
の
導
入
状

況

Ⅲ　賃 金 制 度

集

計

事

項

一

覧

表
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Ⅳ 退職給付（一時金・年金）制度
◎＝集計項目　　　  ●＝表頭事項  　　　○＝表側事項　　　　△＝欄外事項

方
式

保
全
額

◎ ○ ○ △ ● ●

33･39 ◎ ○ ○ ● ● 33･39

◎ ○ ○ ● ● ●

◎ ○ ○ ● ● ●

◎ ○ ○ ● ● ●

36･37 ◎ ○ ○ ● ● ● ● ● ● 36･37

◎ ○ ○ ● ● ●

◎ ○ ○ △ ●

◎ ○ ○ △ ●

－ ～410-4 ◎ ○ ○ ● － ～410-4

Ⅴ 退職給付（一時金・年金）の支給実態
◎＝集計項目　　　  ●＝表頭事項  　　　○＝表側事項　　　　△＝欄外事項

年
金
受
給
方
法

◎ ◎ ○ ○ ● △ ● ●

◎ ◎ ○ ○ ● △ ● ● ●

44～47 ◎ ◎ △ ○ ○ △

48～50 ～505-3 ◎ ◎ △ ○ ○

－ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

51･52 ◎ △ ● △ ○ ○

◎ △ ○ ○ △

◎ ◎ ● △ ● ● △

55～58 ～510-2 ◎ ◎ △ △ ● ●

３ 退職給付（一時金・
   年金）制度の見直し２　退職一時金制度の運営１ 退職給付制度の有

   無、支払準備形態

最
低
勤
続
年
数

退
職
事
由

性 退
職
時
の
職
種

最
終
学
歴

退
職
事
由

見
直
し
の
内
容

支
払
準
備
形
態

算
定
基
礎
額
の
種
類

１　退職者
Ⅰ企業の属性

制
度
の
形
態

　
原
表
番
号

企
業
割
合

労
働
者
割
合

退
職
者
割
合

特
性
値

産
業

企
業
規
模

平
均
拡
大
額

見
直
し
の
時
期

　
報
告
書
表
番
号

制
度
の
有
無

制
度
の
形
態

退
職
者
の
有
無

退
職
事
由

賃
金
改
定

保
全
措
置
の
有
無

企
業
規
模

労
働
組
合
の
有
無

制
度
の
有
無

制
度
の
形
態

　
報
告
書
番
号

　
原
表
番
号

月
収
換
算

退
職
者
１
人
平
均

集計項目
　
報
告
書
番
号

　
原
表
番
号

集計
項目

産
業

企
業
割
合

Ⅰ企業の属性
Ⅳ　退職給付（一時金・年金）制度

    Ⅴ 　 退職給付（一時金・年金）

２　労働者個人別

年
金
受
給
資
格
者
の
有
無

 40 

平成 30 年就労条件総合調査



選
択
一
時
金
額

○ ● ● 44～47

○ ● ● ● ● 48～50 ～505-3

● ● ● ● －

○ ● ● 51･52

○ ● ●

○

△ ○ 55～58 ～510-2

　
報
告
書
番
号

退
職
時
の
年
齢

退
職
一
時
金
額

退
職
時
ま
で
の
勤
続
年
数

退
職
時
の
所
定
内
賃
金

退
職
給
付
額

　
原
表
番
号

制度の支給実態

退職給付の支給実態

年
金
月
額

年
金
現
価
額
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労働時間制度
労

働

時

間

制

度
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　　　第１表　産業・企業規模、主な１日の所定労働時間階級別企業割合
　　　　　　　及び１企業平均１日の所定労働時間

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　 ～ ～ ～

以下 以上

Ｔ ：

：

：

：

：

：

Ｃ ：

Ｄ ：

Ｅ ：

：

：

：

：

：

：

：

：

Ｆ ：

Ｇ ：

Ｈ ：

Ｉ ：

50～55 卸 売 業 ：

56～61 小 売 業 ：

Ｊ ：

Ｋ ：

Ｌ ：

Ｍ ：

Ｎ ：

Ｏ ：

Ｐ ：

Ｑ ：

Ｒ ：

注：企業において最も多くの労働者に適用される１日の所定労働時間についての割合であり、「1企業平均1日の所定労働時間」はその平均
である。

～ 人

(単位：％)

産業・企業規模 全企業

1企業平均
1日の所定
労働時間

(時間：分)

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

サービス業 他に分類されないもの

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業
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　　　第２表　産業・企業規模、１日の所定労働時間階級別適用労働者割合
　　　　　　　及び労働者１人平均１日の所定労働時間

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　 ～ ～ ～

以下 以上

Ｔ ：

：

：

：

：

：

Ｃ ：

Ｄ ：

Ｅ ：

：

：

：

：

：

：

：

：

Ｆ ：

Ｇ ：

Ｈ ：

Ｉ ：

50～55 卸 売 業 ：

56～61 小 売 業 ：

Ｊ ：

Ｋ ：

Ｌ ：

Ｍ ：

Ｎ ：

Ｏ ：

Ｐ ：

Ｑ ：

Ｒ ：

注： １  ｢適用労働者」には、監視又は断続労働に従事する者及び監督又は管理の地位にある者などで労働時間の定めのない者は含まない。

２ 「労働者１人平均１日の所定労働時間」は、企業において最も多くの労働者に適用される１日の所定労働時間についての割合であり、企業

の全労働者数（所定労働時間の定めのない者を除く。）により加重平均したものである。

～ 人

(単位：％)

産業・企業規模 労働者計

労働者
1人平均

1日の所定
労働時間

(時間：分)

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

サービス業 他に分類されないもの

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

１
日
の
所
定
労
働
時
間
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　　第３表　企業規模、産業、主な週所定労働時間階級別

計

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　35:00～ 　36:00～ 　37:00～

以下

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注：企業において最も多くの労働者に適用される週所定労働時間についての割合であり、「１企業平均週所定労働時間」

企業規模

産　　　　　　　　業 全企業
40時間
以下

金 融 業 保 険 業

サービス業 他に分類されないもの

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業
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企業割合及び１企業平均週所定労働時間（６－１）

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　38:00～ 　39:00～ 　40:01～ 　42:01～

以上

： Ｔ

： Ｃ

： Ｄ

： Ｅ

：

：

：

： Ｆ

： Ｇ

： Ｈ

： Ｉ

：

：

： Ｊ

： Ｋ

： Ｌ

： Ｍ

： Ｎ

： Ｏ

： Ｐ

： Ｑ

： Ｒ

はその平均である。

(単位：％)

40時間
超

56～61

1企業平均
週所定労働

時間

50～55

産　業

(時間：分)

週

所

定

労

働

時

間

 47 

平成 30 年就労条件総合調査



　　第３表　企業規模、産業、主な週所定労働時間階級別

１，０００人以上

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　35:00～ 　36:00～ 　37:00～

以下

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注：企業において最も多くの労働者に適用される週所定労働時間についての割合であり、「１企業平均週所定労働時間」

企業規模

産　　　　　　　　業 全企業
40時間
以下

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

金 融 業 保 険 業

サービス業 他に分類されないもの

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業
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企業割合及び１企業平均週所定労働時間（６－２）

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　38:00～ 　39:00～ 　40:01～ 　42:01～

以上

： Ｔ

Ｃ

： Ｄ

： Ｅ

：

：

：

： Ｆ

： Ｇ

： Ｈ

： Ｉ

：

：

： Ｊ

： Ｋ

： Ｌ

： Ｍ

： Ｎ

： Ｏ

： Ｐ

： Ｑ

： Ｒ

はその平均である。

(単位：％)

40時間
超

1企業平均
週所定労働

時間
産　業

(時間：分)

50～55

56～61
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　　第３表　企業規模、産業、主な週所定労働時間階級別

１００～９９９人

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　35:00～ 　36:00～ 　37:00～

以下

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注：企業において最も多くの労働者に適用される週所定労働時間についての割合であり、「１企業平均週所定労働時間」

企業規模

産　　　　　　　　業 全企業
40時間
以下

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

金 融 業 保 険 業

サービス業 他に分類されないもの

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業
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企業割合及び１企業平均週所定労働時間（６－３）

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　38:00～ 　39:00～ 　40:01～ 　42:01～

以上

： Ｔ

： Ｃ

： Ｄ

： Ｅ

：

：

：

： Ｆ

： Ｇ

： Ｈ

： Ｉ

：

：

： Ｊ

： Ｋ

： Ｌ

： Ｍ

： Ｎ

： Ｏ

： Ｐ

： Ｑ

： Ｒ

はその平均である。

(単位：％)

40時間
超

1企業平均
週所定労働

時間
産　業

(時間：分)

50～55

56～61
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　　第３表　企業規模、産業、主な週所定労働時間階級別

３００～９９９人

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　35:00～ 　36:00～ 　37:00～

以下

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注：企業において最も多くの労働者に適用される週所定労働時間についての割合であり、「１企業平均週所定労働時間」

企業規模

産　　　　　　　　業 全企業
40時間
以下

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

金 融 業 保 険 業

サービス業 他に分類されないもの

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業
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企業割合及び１企業平均週所定労働時間（６－４）

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　38:00～ 　39:00～ 　40:01～ 　42:01～

以上

： Ｔ

： Ｃ

： Ｄ

： Ｅ

：

：

：

： Ｆ

： Ｇ

： Ｈ

： Ｉ

：

：

： Ｊ

： Ｋ

： Ｌ

： Ｍ

： Ｎ

： Ｏ

： Ｐ

： Ｑ

： Ｒ

はその平均である。

(単位：％)

40時間
超

1企業平均
週所定労働

時間
産　業

(時間：分)

50～55

56～61
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　　第３表　企業規模、産業、主な週所定労働時間階級別

１００～２９９人

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　35:00～ 　36:00～ 　37:00～

以下

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注：企業において最も多くの労働者に適用される週所定労働時間についての割合であり、「１企業平均週所定労働時間」

企業規模

産　　　　　　　　業 全企業
40時間
以下

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

金 融 業 保 険 業

サービス業 他に分類されないもの

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業
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企業割合及び１企業平均週所定労働時間（６－５）

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　38:00～ 　39:00～ 　40:01～ 　42:01～

以上

： Ｔ

： Ｃ

： Ｄ

： Ｅ

：

：

：

： Ｆ

： Ｇ

： Ｈ

： Ｉ

：

：

： Ｊ

： Ｋ

： Ｌ

： Ｍ

： Ｎ

： Ｏ

： Ｐ

： Ｑ

： Ｒ

はその平均である。

(単位：％)

40時間
超

1企業平均
週所定労働

時間
産　業

(時間：分)

50～55

56～61

 55 

平成 30 年就労条件総合調査



　　第３表　企業規模、産業、主な週所定労働時間階級別

３０～９９人

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　35:00～ 　36:00～ 　37:00～

以下

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注：企業において最も多くの労働者に適用される週所定労働時間についての割合であり、「１企業平均週所定労働時間」

企業規模

産　　　　　　　　業 全企業
40時間
以下

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

金 融 業 保 険 業

サービス業 他に分類されないもの

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業
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企業割合及び１企業平均週所定労働時間（６－６）

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　38:00～ 　39:00～ 　40:01～ 　42:01～

以上

： Ｔ

： Ｃ

： Ｄ

： Ｅ

：

：

：

： Ｆ

： Ｇ

： Ｈ

： Ｉ

：

：

： Ｊ

： Ｋ

： Ｌ

： Ｍ

： Ｎ

： Ｏ

： Ｐ

： Ｑ

： Ｒ

はその平均である。

(単位：％)

40時間
超

1企業平均
週所定労働

時間
産　業

(時間：分)

50～55

56～61
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　　第４表　企業規模、産業、週所定労働時間階級別適用労働者割合

計

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　35:00～ 　36:00～ 　37:00～

以下

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注：１ 「適用労働者」には、監視又は断続労働に従事する者及び監督又は管理の地位にある者などで労働時間の定めの
２ 「労働者１人平均週所定労働時間」は、企業において最も多くの労働者に適用される週所定労働時間を企業の全

金 融 業 保 険 業

サ ー ビ ス 業 他 に 分 類 さ れ な い も の

学 術 研 究 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

企業規模

産　　　　　　　　業 労働者計
40時間
以下
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及び労働者１人平均週所定労働時間（６－１）

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　38:00～ 　39:00～ 　40:01～ 　42:01～

以上

： Ｔ

： Ｃ

： Ｄ

： Ｅ

：

：

：

： Ｆ

： Ｇ

： Ｈ

： Ｉ

：

：

： Ｊ

： Ｋ

： Ｌ

： Ｍ

： Ｎ

： Ｏ

： Ｐ

： Ｑ

： Ｒ

ない者は含まない。
労働者数（所定労働時間の定めのない者を除く。）により加重平均した。

50～55

56～61

労働者１人
平均週所定
労働時間 産　業

(時間：分)

(単位：％)

40時間
超
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　　第４表　企業規模、産業、週所定労働時間階級別適用労働者割合

１，０００人以上

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　35:00～ 　36:00～ 　37:00～

以下

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注：１ 「適用労働者」には、監視又は断続労働に従事する者及び監督又は管理の地位にある者などで労働時間の定めの
２ 「労働者１人平均週所定労働時間」は、企業において最も多くの労働者に適用される週所定労働時間を企業の全

金 融 業 保 険 業

サ ー ビ ス 業 他 に 分 類 さ れ な い も の

学 術 研 究 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

企業規模

産　　　　　　　　業 労働者計
40時間
以下

 60 

平成 30 年就労条件総合調査



及び労働者１人平均週所定労働時間（６－２）

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　38:00～ 　39:00～ 　40:01～ 　42:01～

以上

： Ｔ

Ｃ

： Ｄ

： Ｅ

：

：

：

： Ｆ

： Ｇ

： Ｈ

： Ｉ

：

：

： Ｊ

： Ｋ

： Ｌ

： Ｍ

： Ｎ

： Ｏ

： Ｐ

： Ｑ

： Ｒ

ない者は含まない。
労働者数（所定労働時間の定めのない者を除く。）により加重平均した。

50～55

56～61

労働者１人
平均週所定
労働時間 産　業

(時間：分)

(単位：％)

40時間
超

 61 

平成 30 年就労条件総合調査



　　第４表　企業規模、産業、週所定労働時間階級別適用労働者割合

１００～９９９人

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　35:00～ 　36:00～ 　37:00～

以下

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注：１ 「適用労働者」には、監視又は断続労働に従事する者及び監督又は管理の地位にある者などで労働時間の定めの
２ 「労働者１人平均週所定労働時間」は、企業において最も多くの労働者に適用される週所定労働時間を企業の全

金 融 業 保 険 業

サ ー ビ ス 業 他 に 分 類 さ れ な い も の

学 術 研 究 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

企業規模

産　　　　　　　　業 労働者計
40時間
以下
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及び労働者１人平均週所定労働時間（６－３）

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　38:00～ 　39:00～ 　40:01～ 　42:01～

以上

： Ｔ

： Ｃ

： Ｄ

： Ｅ

：

：

：

： Ｆ

： Ｇ

： Ｈ

： Ｉ

：

：

： Ｊ

： Ｋ

： Ｌ

： Ｍ

： Ｎ

： Ｏ

： Ｐ

： Ｑ

： Ｒ

ない者は含まない。
労働者数（所定労働時間の定めのない者を除く。）により加重平均した。

50～55

56～61

労働者１人
平均週所定
労働時間 産　業

(時間：分)

(単位：％)

40時間
超
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　　第４表　企業規模、産業、週所定労働時間階級別適用労働者割合

３００～９９９人

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　35:00～ 　36:00～ 　37:00～

以下

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注：１ 「適用労働者」には、監視又は断続労働に従事する者及び監督又は管理の地位にある者などで労働時間の定めの
２ 「労働者１人平均週所定労働時間」は、企業において最も多くの労働者に適用される週所定労働時間を企業の全

金 融 業 保 険 業

サ ー ビ ス 業 他 に 分 類 さ れ な い も の

学 術 研 究 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

企業規模

産　　　　　　　　業 労働者計
40時間
以下
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及び労働者１人平均週所定労働時間（６－４）

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　38:00～ 　39:00～ 　40:01～ 　42:01～

以上

： Ｔ

： Ｃ

： Ｄ

： Ｅ

：

：

：

： Ｆ

： Ｇ

： Ｈ

： Ｉ

：

：

： Ｊ

： Ｋ

： Ｌ

： Ｍ

： Ｎ

： Ｏ

： Ｐ

： Ｑ

： Ｒ

ない者は含まない。
労働者数（所定労働時間の定めのない者を除く。）により加重平均した。

50～55

56～61

労働者１人
平均週所定
労働時間 産　業

(時間：分)

(単位：％)

40時間
超
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　　第４表　企業規模、産業、週所定労働時間階級別適用労働者割合

１００～２９９人

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　35:00～ 　36:00～ 　37:00～

以下

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注：１ 「適用労働者」には、監視又は断続労働に従事する者及び監督又は管理の地位にある者などで労働時間の定めの
２ 「労働者１人平均週所定労働時間」は、企業において最も多くの労働者に適用される週所定労働時間を企業の全

金 融 業 保 険 業

サ ー ビ ス 業 他 に 分 類 さ れ な い も の

学 術 研 究 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

企業規模

産　　　　　　　　業 労働者計
40時間
以下
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及び労働者１人平均週所定労働時間（６－５）

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　38:00～ 　39:00～ 　40:01～ 　42:01～

以上

： Ｔ

： Ｃ

： Ｄ

： Ｅ

：

：

：

： Ｆ

： Ｇ

： Ｈ

： Ｉ

：

：

： Ｊ

： Ｋ

： Ｌ

： Ｍ

： Ｎ

： Ｏ

： Ｐ

： Ｑ

： Ｒ

ない者は含まない。
労働者数（所定労働時間の定めのない者を除く。）により加重平均した。

50～55

56～61

労働者１人
平均週所定
労働時間 産　業

(時間：分)

(単位：％)

40時間
超
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　　第４表　企業規模、産業、週所定労働時間階級別適用労働者割合

３０～９９人

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　35:00～ 　36:00～ 　37:00～

以下

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注：１ 「適用労働者」には、監視又は断続労働に従事する者及び監督又は管理の地位にある者などで労働時間の定めの
２ 「労働者１人平均週所定労働時間」は、企業において最も多くの労働者に適用される週所定労働時間を企業の全

金 融 業 保 険 業

サ ー ビ ス 業 他 に 分 類 さ れ な い も の

学 術 研 究 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

企業規模

産　　　　　　　　業 労働者計
40時間
以下
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及び労働者１人平均週所定労働時間（６－６）

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　38:00～ 　39:00～ 　40:01～ 　42:01～

以上

： Ｔ

： Ｃ

： Ｄ

： Ｅ

：

：

：

： Ｆ

： Ｇ

： Ｈ

： Ｉ

：

：

： Ｊ

： Ｋ

： Ｌ

： Ｍ

： Ｎ

： Ｏ

： Ｐ

： Ｑ

： Ｒ

ない者は含まない。
労働者数（所定労働時間の定めのない者を除く。）により加重平均した。

50～55

56～61

労働者１人
平均週所定
労働時間 産　業

(時間：分)

(単位：％)

40時間
超
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第５表　産業、企業規模、主な週休制の形態、主な週所定労働

　

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　35:00～　36:00～　37:00～　38:00～

以下

　

　 　

　

　

　 　

　

　

　 　

　

　

　 　

　

　

　 　

　

　

　 　

　

注：１ 企業において最も多くの労働者に適用される週所定労働時間についての割合であり、「１企業平均週所定労働時間」は

２ １企業で２つ以上の週休制がある場合には、最も多くの労働者に適用されている形態とした。

３ 「完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度」とは、月３回、隔週、月２回、月１回の週休２日制の他、３勤

４ 「完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度」とは、月１回以上週休３日制、３勤３休、３勤４休など実質的に

完 全 週 休 ２ 日 制

～ 人

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

～ 人

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

産　　業 計

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

企 業 規 模 計

企業規模、週休制の形態

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完 全 週 休 ２ 日 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完 全 週 休 ２ 日 制

～ 人

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完 全 週 休 ２ 日 制

完 全 週 休 ２ 日 制

～ 人

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

全企業
40時間
以下

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完 全 週 休 ２ 日 制

人 以 上

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度
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時間階級別企業割合及び１企業平均週所定労働時間（３－１）

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　39:00～ 　40:01～　42:01～

以上

：

：

： 　

： 　　

： 　

：

：

：

： 　

： 　　

： 　

：

：

：

： 　

： 　　

： 　

：

：

：

： 　

： 　　

： 　

：

：

：

： 　

： 　　

： 　

：

：

：

： 　

： 　　

： 　

：

その平均である。

１休、４勤１休など実質的に完全週休２日制より休日日数が少ないものをいう。

完全週休２日制より休日日数が多いものをいう。

完 全 週 休 ２ 日 制

～ 人

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

～ 人

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

1企業平均
週所定労働

時間 企業規模、週休制の形態

(時間：分)

企 業 規 模 計

(単位：％)

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完 全 週 休 ２ 日 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完 全 週 休 ２ 日 制

～ 人

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完 全 週 休 ２ 日 制

完 全 週 休 ２ 日 制

～ 人

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

40時間超

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完 全 週 休 ２ 日 制

人 以 上

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

 71 

平成 30 年就労条件総合調査



第５表　産業、企業規模、主な週休制の形態、主な週所定労働

　

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　35:00～　36:00～　37:00～　38:00～

以下

　

　 　

　

　

　 　

　

　

　 　

　

　

　 　

　

　

　 　

　

　

　 　

　

注：１ 企業において最も多くの労働者に適用される週所定労働時間についての割合であり、「１企業平均週所定労働時間」は

２ １企業で２つ以上の週休制がある場合には、最も多くの労働者に適用されている形態とした。

３ 「完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度」とは、月３回、隔週、月２回、月１回の週休２日制の他、３勤

４ 「完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度」とは、月１回以上週休３日制、３勤３休、３勤４休など実質的に

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

～ 人

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

～ 人

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

～ 人

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

～ 人

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

人 以 上

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

産　　業 Ｅ　製造業

企業規模、週休制の形態 全企業
40時間
以下

企 業 規 模 計
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時間階級別企業割合及び１企業平均週所定労働時間（３－２）

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　39:00～ 　40:01～　42:01～

以上

：

：

： 　

： 　　

： 　

：

：

： 　

： 　　

： 　

：

：

：

： 　

： 　　

： 　

：

：

： 　

： 　　

： 　

：

：

：

： 　

： 　　

： 　

：

：

：

： 　

： 　　

： 　

：

その平均である。

１休、４勤１休など実質的に完全週休２日制より休日日数が少ないものをいう。

完全週休２日制より休日日数が多いものをいう。

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

～ 人

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

～ 人

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

～ 人

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

～ 人

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

人 以 上

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

(単位：％)

40時間超

1企業平均
週所定労働

時間 企業規模、週休制の形態

(時間：分)

企 業 規 模 計
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第５表　産業、企業規模、主な週休制の形態、主な週所定労働

　

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　35:00～　36:00～　37:00～　38:00～

以下

　

　 　

　

　

　 　

　

　

　 　

　

　

　 　

　

　

　 　

　

　

　 　

　

注：１ 企業において最も多くの労働者に適用される週所定労働時間についての割合であり、「１企業平均週所定労働時間」は

２ １企業で２つ以上の週休制がある場合には、最も多くの労働者に適用されている形態とした。

３ 「完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度」とは、月３回、隔週、月２回、月１回の週休２日制の他、３勤

４ 「完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度」とは、月１回以上週休３日制、３勤３休、３勤４休など実質的に

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

～ 人

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

～ 人

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

～ 人

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

～ 人

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

人 以 上

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

産　　業 Ｉ　卸売業,小売業

企業規模、週休制の形態 全企業
40時間
以下

企 業 規 模 計
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時間階級別企業割合及び１企業平均週所定労働時間（３－３）

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　39:00～ 　40:01～　42:01～

以上

：

：

： 　

： 　　

： 　

：

：

：

： 　

： 　　

： 　

：

：

：

： 　

： 　　

： 　

：

：

：

： 　

： 　　

： 　

：

：

：

： 　

： 　　

： 　

：

：

：

： 　

： 　　

： 　

：

その平均である。

１休、４勤１休など実質的に完全週休２日制より休日日数が少ないものをいう。

完全週休２日制より休日日数が多いものをいう。

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

～ 人

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

～ 人

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

～ 人

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

～ 人

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

人 以 上

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

(単位：％)

40時間超

1企業平均
週所定労働

時間 企業規模、週休制の形態

(時間：分)

企 業 規 模 計
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第６表　産業、主な週休制の形態、主な週所定労働時間
　

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　35:00～　36:00～　37:00～　38:00～

以下

Ｃ

　

　 　

　

Ｄ

　

　 　

　

Ｆ

　

　 　

　

Ｇ

　

　 　

　

Ｈ

　

　 　

　

Ｊ

　

　 　

　

Ｋ

　

　 　

　

注：１ 企業において最も多くの労働者に適用される週所定労働時間についての割合であり、「１企業平均週所定労働時間」は

２ １企業で２つ以上の週休制がある場合には、最も多くの労働者に適用されている形態とした。

３ 「完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度」とは、月３回、隔週、月２回、月１回の週休２日制の他、３勤

４ 「完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度」とは、月１回以上週休３日制、３勤３休、３勤４休など実質的に

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

金 融 業 保 険 業

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

運 輸 業 郵 便 業

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

情 報 通 信 業

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

建 設 業

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

産業、週休制の形態 全企業
40時間
以下

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業
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階級別企業割合及び１企業平均週所定労働時間（２－１）

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　39:00～ 　40:01～　42:01～

以上

： Ｃ

： 　

： 　　

： 　

：

： Ｄ

：

： 　

： 　　

： 　

：

： Ｆ

： 　

： 　　

： 　

：

： Ｇ

：

： 　

： 　　

： 　

：

： Ｈ

：

： 　

： 　　

： 　

：

： Ｊ

： 　

： 　　

： 　

：

： Ｋ

：

： 　

： 　　

： 　

：

その平均である。

１休、４勤１休など実質的に完全週休２日制より休日日数が少ないものをいう。

完全週休２日制より休日日数が多いものをいう。

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

金 融 業 保 険 業

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

運 輸 業 郵 便 業

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

情 報 通 信 業

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

建 設 業

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

(単位：％)

40時間超

1企業平均
週所定労働

時間 産業、週休制の形態

(時間：分)

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

 77 

平成 30 年就労条件総合調査



第６表　産業、主な週休制の形態、主な週所定労働時間
　 　

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　35:00～　36:00～　37:00～　38:00～

以下

Ｌ

　

　 　

　

Ｍ

　

　 　

　

Ｎ

　

　 　

　

Ｏ

　

　 　

　

Ｐ

　

　 　

　

Ｑ

　

　 　

　

Ｒ

　

　 　

　

注：１ 企業において最も多くの労働者に適用される週所定労働時間についての割合であり、「１企業平均週所定労働時間」は

２ １企業で２つ以上の週休制がある場合には、最も多くの労働者に適用されている形態とした。

３ 「完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度」とは、月３回、隔週、月２回、月１回の週休２日制の他、３勤

４ 「完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度」とは、月１回以上週休３日制、３勤３休、３勤４休など実質的に

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

サービス業（他に分類されないもの）

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

複 合 サ ー ビ ス 事 業

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

医 療 福 祉

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

教 育 学 習 支 援 業

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

産業、週休制の形態 全企業
40時間
以下

学 術 研 究 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業
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階級別企業割合及び１企業平均週所定労働時間（２－２）

時間 分 時間 分 時間 分 時間 分 時間 分

　39:00～ 　40:01～　42:01～

以上

： Ｌ

： 　

： 　 　

： 　

：

： Ｍ

：

： 　

： 　 　

： 　

：

： Ｎ

：

： 　

： 　 　

： 　

：

： Ｏ

：

： 　

： 　 　

： 　

：

： Ｐ

：

： 　

： 　 　

： 　

：

： Ｑ

：

： 　

： 　 　

： 　

： Ｒ

：

： 　

： 　 　

： 　

：

その平均である。

１休、４勤１休など実質的に完全週休２日制より休日日数が少ないものをいう。

完全週休２日制より休日日数が多いものをいう。

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

サービス業（他に分類されないもの）

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

複 合 サ ー ビ ス 事 業

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

医 療 福 祉

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

教 育 学 習 支 援 業

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

何 ら か の 週 休 ２ 日 制

完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度

完 全 週 休 ２ 日 制

週 休 １ 日 制 又 は １ 日 半 制

(単位：％)

40時間超

1企業平均
週所定労働

時間 産業、週休制の形態

(時間：分)

学 術 研 究 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業
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第７表　企業規模、産業、主な週休制の形態別企業割合（６－１）

計
(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

１企業で２つ以上の週休制がある場合には、最も多くの労働者に適用されている形態とした。
「完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度」とは、月３回、隔週、月２回、月１回の週休２日制の他、３勤１休、４勤１休
など実質的に完全週休２日制より休日日数が少ないものをいう。
「完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度」とは､月１回以上週休３日制､３勤３休､３勤４休など実質的に完全週休２日制より
休日日数が多いものをいう。　　

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

注：

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

金 融 業 保 険 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

多い制度

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

少ない制度

完全週休
２日制

企業規模

産　　　　　　　　業 全企業
週休１日制

又は
週休１日半制

何らかの
週 休
２日制
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第７表　企業規模、産業、主な週休制の形態別企業割合（６－２）

１，０００人以上
(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

１企業で２つ以上の週休制がある場合には、最も多くの労働者に適用されている形態とした。
「完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度」とは、月３回、隔週、月２回、月１回の週休２日制の他、３勤１休、４勤１休
など実質的に完全週休２日制より休日日数が少ないものをいう。
「完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度」とは､月１回以上週休３日制､３勤３休､３勤４休など実質的に完全週休２日制より
休日日数が多いものをいう。　　

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

注：

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

金 融 業 保 険 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

多い制度

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

少ない制度

完全週休
２日制

企業規模

産　　　　　　　　業 全企業
週休１日制

又は
週休１日半制

何らかの
週 休
２日制

週

休

制
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第７表　企業規模、産業、主な週休制の形態別企業割合（６－３）

１００～９９９人
(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

１企業で２つ以上の週休制がある場合には、最も多くの労働者に適用されている形態とした。
「完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度」とは、月３回、隔週、月２回、月１回の週休２日制の他、３勤１休、４勤１休
など実質的に完全週休２日制より休日日数が少ないものをいう。
「完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度」とは､月１回以上週休３日制､３勤３休､３勤４休など実質的に完全週休２日制より
休日日数が多いものをいう。　　

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

注：

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

金 融 業 保 険 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

多い制度

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

少ない制度

完全週休
２日制

企業規模

産　　　　　　　　業 全企業
週休１日制

又は
週休１日半制

何らかの
週 休
２日制
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第７表　企業規模、産業、主な週休制の形態別企業割合（６－４）

３００～９９９人
(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

１企業で２つ以上の週休制がある場合には、最も多くの労働者に適用されている形態とした。
「完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度」とは、月３回、隔週、月２回、月１回の週休２日制の他、３勤１休、４勤１休
など実質的に完全週休２日制より休日日数が少ないものをいう。
「完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度」とは､月１回以上週休３日制､３勤３休､３勤４休など実質的に完全週休２日制より
休日日数が多いものをいう。　　

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

注：

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

金 融 業 保 険 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

多い制度

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

少ない制度

完全週休
２日制

企業規模

産　　　　　　　　業 全企業
週休１日制

又は
週休１日半制

何らかの
週 休
２日制
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第７表　企業規模、産業、主な週休制の形態別企業割合（６－５）

１００～２９９人
(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

１企業で２つ以上の週休制がある場合には、最も多くの労働者に適用されている形態とした。
「完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度」とは、月３回、隔週、月２回、月１回の週休２日制の他、３勤１休、４勤１休
など実質的に完全週休２日制より休日日数が少ないものをいう。
「完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度」とは､月１回以上週休３日制､３勤３休､３勤４休など実質的に完全週休２日制より
休日日数が多いものをいう。　　

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

注：

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

金 融 業 保 険 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

多い制度

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

少ない制度

完全週休
２日制

企業規模

産　　　　　　　　業 全企業
週休１日制

又は
週休１日半制

何らかの
週 休
２日制
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第７表　企業規模、産業、主な週休制の形態別企業割合（６－６）

３０～９９人
(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

１企業で２つ以上の週休制がある場合には、最も多くの労働者に適用されている形態とした。
「完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度」とは、月３回、隔週、月２回、月１回の週休２日制の他、３勤１休、４勤１休
など実質的に完全週休２日制より休日日数が少ないものをいう。
「完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度」とは､月１回以上週休３日制､３勤３休､３勤４休など実質的に完全週休２日制より
休日日数が多いものをいう。　　

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

注：

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

金 融 業 保 険 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

多い制度

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

少ない制度

完全週休
２日制

企業規模

産　　　　　　　　業 全企業
週休１日制

又は
週休１日半制

何らかの
週 休
２日制
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第８表　企業規模、産業、週休制の形態別適用労働者割合（６－１）

計
(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

「適用労働者」には､監視又は断続労働に従事する者及び監督又は管理の地位にある者などで労働時間の定めのない者は含まない｡
「完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度」とは、月３回、隔週、月２回、月１回の週休２日制の他、３勤１休、４勤１休
など実質的に完全週休２日制より休日日数が少ないものをいう。
「完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度」とは､月１回以上週休３日制､３勤３休､３勤４休など実質的に完全週休２日制より
休日日数が多いものをいう。　　

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他 に 分 類 さ れ な い も の

注：

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

金 融 業 保 険 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

多い制度

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

少ない制度

完全週休
２日制

企業規模

産　　　　　　　　業 労働者計
週休１日制

又は
週休１日半制

何らかの
週 休
２日制
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第８表　企業規模、産業、週休制の形態別適用労働者割合（６－２）

１，０００人以上
(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

「適用労働者」には､監視又は断続労働に従事する者及び監督又は管理の地位にある者などで労働時間の定めのない者は含まない｡
「完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度」とは、月３回、隔週、月２回、月１回の週休２日制の他、３勤１休、４勤１休
など実質的に完全週休２日制より休日日数が少ないものをいう。
「完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度」とは､月１回以上週休３日制､３勤３休､３勤４休など実質的に完全週休２日制より
休日日数が多いものをいう。　　

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他 に 分 類 さ れ な い も の

注：

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

金 融 業 保 険 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

多い制度

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

少ない制度

完全週休
２日制

企業規模

産　　　　　　　　業 労働者計
週休１日制

又は
週休１日半制

何らかの
週 休
２日制
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第８表　企業規模、産業、週休制の形態別適用労働者割合（６－３）

１００～９９９人
(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

「適用労働者」には､監視又は断続労働に従事する者及び監督又は管理の地位にある者などで労働時間の定めのない者は含まない｡
「完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度」とは、月３回、隔週、月２回、月１回の週休２日制の他、３勤１休、４勤１休
など実質的に完全週休２日制より休日日数が少ないものをいう。
「完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度」とは､月１回以上週休３日制､３勤３休､３勤４休など実質的に完全週休２日制より
休日日数が多いものをいう。　　

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他 に 分 類 さ れ な い も の

注：

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

金 融 業 保 険 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

多い制度

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

少ない制度

完全週休
２日制

企業規模

産　　　　　　　　業 労働者計
週休１日制

又は
週休１日半制

何らかの
週 休
２日制

 88 

平成 30 年就労条件総合調査



第８表　企業規模、産業、週休制の形態別適用労働者割合（６－４）

３００～９９９人
(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

「適用労働者」には､監視又は断続労働に従事する者及び監督又は管理の地位にある者などで労働時間の定めのない者は含まない｡
「完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度」とは、月３回、隔週、月２回、月１回の週休２日制の他、３勤１休、４勤１休
など実質的に完全週休２日制より休日日数が少ないものをいう。
「完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度」とは､月１回以上週休３日制､３勤３休､３勤４休など実質的に完全週休２日制より
休日日数が多いものをいう。　　

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他 に 分 類 さ れ な い も の

注：

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

金 融 業 保 険 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

多い制度

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

少ない制度

完全週休
２日制

企業規模

産　　　　　　　　業 労働者計
週休１日制

又は
週休１日半制

何らかの
週 休
２日制
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第８表　企業規模、産業、週休制の形態別適用労働者割合（６－５）

１００～２９９人
(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

「適用労働者」には､監視又は断続労働に従事する者及び監督又は管理の地位にある者などで労働時間の定めのない者は含まない｡
「完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度」とは、月３回、隔週、月２回、月１回の週休２日制の他、３勤１休、４勤１休
など実質的に完全週休２日制より休日日数が少ないものをいう。
「完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度」とは､月１回以上週休３日制､３勤３休､３勤４休など実質的に完全週休２日制より
休日日数が多いものをいう。　　

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他 に 分 類 さ れ な い も の

注：

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

金 融 業 保 険 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

多い制度

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

少ない制度

完全週休
２日制

企業規模

産　　　　　　　　業 労働者計
週休１日制

又は
週休１日半制

何らかの
週 休
２日制
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第８表　企業規模、産業、週休制の形態別適用労働者割合（６－６）

３０～９９人
(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

「適用労働者」には､監視又は断続労働に従事する者及び監督又は管理の地位にある者などで労働時間の定めのない者は含まない｡
「完全週休２日制より休日日数が実質的に少ない制度」とは、月３回、隔週、月２回、月１回の週休２日制の他、３勤１休、４勤１休
など実質的に完全週休２日制より休日日数が少ないものをいう。
「完全週休２日制より休日日数が実質的に多い制度」とは､月１回以上週休３日制､３勤３休､３勤４休など実質的に完全週休２日制より
休日日数が多いものをいう。　　

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他 に 分 類 さ れ な い も の

注：

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

金 融 業 保 険 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

多い制度

完全週休
２日制より
休日日数が
実質的に

少ない制度

完全週休
２日制

企業規模

産　　　　　　　　業 労働者計
週休１日制

又は
週休１日半制

何らかの
週 休
２日制
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第９表　産業・企業規模、年間休日総数階級別企業割合及び１企業平均年間休日総数

(単位：％)

69日 70～ 80～ 90～ 100～ 110～ 120～ 130日

以下 79日 89日 99日 109日 119日 129日 以上

　 　 　 　 　 　 　 　 (日)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55卸 売 業

56～61小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注：企業において最も多くの労働者に適用される年間休日総数についての割合であり、「１企業平均年間休日総数」はその平均である。

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

～ 人

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

調 査 産 業 計

産業・企業規模 全企業

年間休日総数階級
1企業

平均年間
休日総数
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(単位：％)

69日 70～ 80～ 90～ 100～ 110～ 120～ 130日

以下 79日 89日 99日 109日 119日 129日 以上

　 　 　 　 　 　 　 　 (日)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

 受ける労働者により加重平均したものである。
注：企業において最も多くの労働者に適用される年間休日総数についての割合であり､「適用労働者１人平均年間休日総数」は､その適用を

第10表 産業・企業規模、年間休日総数階級別適用労働者割合及び適用労働者１人平均年間休日総数

人 以 上

産業・企業規模 労働者計

年間休日総数階級
適用労働者
１人平均年

間休日総数

調 査 産 業 計

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

年

間

休

日

総

数
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第11表　年次有給休暇の計画的付与制度の有無、性別、産業、企業規模別

計 × 性別 計

(日) (日) (％) (日) (日) (％) (日) (日)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注： 「付与日数」には、繰越日数は含まない。
「取得日数」は、１年間に実際に取得した日数である。
「取得率」は、（取得日数計／付与日数計）×100（％）である。

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

教 育 学 習 支 援 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

消 費 関 連

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

平均
付与日数

平均
取得日数

平均
取得率

平均
付与日数

平均
取得日数

平均
取得率

平均
付与日数

年次有給休暇の計画的付与制度

産　　　　　　　　業

企　業　規　模　計 1, 0 0 0 人 以 上 1 0 0 ～ 9 9 9   人 

平均
取得日数
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労働者１人平均年次有給休暇の付与日数、取得日数及び取得率（９－１）

(％) (日) (日) (％) (日) (日) (％) (日) (日) (％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55

56～61

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

平均
取得率

平均
付与日数

平均
取得日数

平均
取得率

1 0 0 ～ 2 9 9 人 3 0 ～ 9 9 人

産　　業

3 0 0 ～ 9 9 9 人

平均
付与日数

平均
取得日数

平均
取得率

平均
付与日数

平均
取得日数

1 0 0 ～ 9 9 9   人 

平均
取得率

年

次

有

給

休

暇
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第11表　年次有給休暇の計画的付与制度の有無、性別、産業、企業規模別

計 × 性別 男

(日) (日) (％) (日) (日) (％) (日) (日)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注： 「付与日数」には、繰越日数は含まない。
「取得日数」は、１年間に実際に取得した日数である。
「取得率」は、（取得日数計／付与日数計）×100（％）である。

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

教 育 学 習 支 援 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

消 費 関 連

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

平均
付与日数

平均
取得日数

平均
取得率

平均
付与日数

平均
取得日数

平均
取得率

平均
付与日数

年次有給休暇の計画的付与制度

産　　　　　　　　業

企　業　規　模　計 1, 0 0 0 人 以 上 1 0 0 ～ 9 9 9   人 

平均
取得日数
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労働者１人平均年次有給休暇の付与日数、取得日数及び取得率（９－２）

(％) (日) (日) (％) (日) (日) (％) (日) (日) (％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55

56～61

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

平均
取得率

平均
付与日数

平均
取得日数

平均
取得率

1 0 0 ～ 2 9 9 人 3 0 ～ 9 9 人

産　　業

3 0 0 ～ 9 9 9 人

平均
付与日数

平均
取得日数

平均
取得率

平均
付与日数

平均
取得日数

1 0 0 ～ 9 9 9   人 

平均
取得率
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第11表　年次有給休暇の計画的付与制度の有無、性別、産業、企業規模別

計 × 性別 女

(日) (日) (％) (日) (日) (％) (日) (日)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注： 「付与日数」には、繰越日数は含まない。
「取得日数」は、１年間に実際に取得した日数である。
「取得率」は、（取得日数計／付与日数計）×100（％）である。

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

教 育 学 習 支 援 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

消 費 関 連

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

平均
付与日数

平均
取得日数

平均
取得率

平均
付与日数

平均
取得日数

平均
取得率

平均
付与日数

年次有給休暇の計画的付与制度

産　　　　　　　　業

企　業　規　模　計 1, 0 0 0 人 以 上 1 0 0 ～ 9 9 9   人 

平均
取得日数
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労働者１人平均年次有給休暇の付与日数、取得日数及び取得率（９－３）

(％) (日) (日) (％) (日) (日) (％) (日) (日) (％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55

56～61

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

平均
取得率

平均
付与日数

平均
取得日数

平均
取得率

1 0 0 ～ 2 9 9 人 3 0 ～ 9 9 人

産　　業

3 0 0 ～ 9 9 9 人

平均
付与日数

平均
取得日数

平均
取得率

平均
付与日数

平均
取得日数

1 0 0 ～ 9 9 9   人 

平均
取得率
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第11表　年次有給休暇の計画的付与制度の有無、性別、産業、企業規模別

有 × 性別 計

(％) (日) (日) (％) (％) (日) (日) (％) (％) (日)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注： [　 ]内の数値は、全企業のうち、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合である。
「付与日数」には、繰越日数は含まない。
「取得日数」は、１年間に実際に取得した日数である。
「取得率」は、（取得日数計／付与日数計）×100（％）である。

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

年次有給休
暇の計画的
付与制度が

ある企業

平均
付与
日数

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ある企業

平均
付与
日数

平均
取得
日数

年次有給休暇の計画的付与制度

産　　　　　　　　業

企　業　規　模　計 1, 0 0 0 人 以 上 1 0 0 ～       9 9 9 人 

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ある企業

平均
付与
日数
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労働者１人平均年次有給休暇の付与日数、取得日数及び取得率（９－４）

(日) (％) (％) (日) (日) (％) (％) (日) (日) (％) (％) (日) (日) (％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55

56～61

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

平均
取得率

平均
付与
日数

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ある企業

平均
付与
日数

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ある企業

平均
付与
日数

産　　業

3 0 0 ～ 9 9 9 人

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ある企業

1 0 0 ～ 2 9 9 人 3 0 ～ 9 9 人1 0 0 ～       9 9 9 人 

平均
取得
日数
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第11表　年次有給休暇の計画的付与制度の有無、性別、産業、企業規模別

有 × 性別 男

(％) (日) (日) (％) (％) (日) (日) (％) (％) (日)

Ｔ [  …] [  …] [  …]

Ｃ [  …] [  …] [  …]

Ｄ [  …] [  …] [  …]

Ｅ [  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …]

Ｆ [  …] [  …] [  …]

Ｇ [  …] [  …] [  …]

Ｈ [  …] [  …] [  …]

Ｉ [  …] [  …] [  …]

50～55 卸 売 業 [  …] [  …] [  …]

56～61 小 売 業 [  …] [  …] [  …]

Ｊ [  …] [  …] [  …]

Ｋ [  …] [  …] [  …]

Ｌ [  …] [  …] [  …]

Ｍ [  …] [  …] [  …]

Ｎ [  …] [  …] [  …]

Ｏ [  …] [  …] [  …]

Ｐ [  …] [  …] [  …]

Ｑ [  …] [  …] [  …]

Ｒ [  …] [  …] [  …]

注： [　 ]内の数値は、全企業のうち、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合である。
「付与日数」には、繰越日数は含まない。
「取得日数」は、１年間に実際に取得した日数である。
「取得率」は、（取得日数計／付与日数計）×100（％）である。

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

年次有給休
暇の計画的
付与制度が

ある企業

平均
付与
日数

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ある企業

平均
付与
日数

平均
取得
日数

年次有給休暇の計画的付与制度

産　　　　　　　　業

企　業　規　模　計 1, 0 0 0 人 以 上 1 0 0 ～       9 9 9 人 

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ある企業

平均
付与
日数

 102 

平成 30 年就労条件総合調査



労働者１人平均年次有給休暇の付与日数、取得日数及び取得率（９－５）

(日) (％) (％) (日) (日) (％) (％) (日) (日) (％) (％) (日) (日) (％)

[  …] [  …] [  …] Ｔ

[  …] [  …] [  …] Ｃ

[  …] [  …] [  …] Ｄ

[  …] [  …] [  …] Ｅ

[  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …] Ｆ

[  …] [  …] [  …] Ｇ

[  …] [  …] [  …] Ｈ

[  …] [  …] [  …] Ｉ

[  …] [  …] [  …] 50～55

[  …] [  …] [  …] 56～61

[  …] [  …] [  …] Ｊ

[  …] [  …] [  …] Ｋ

[  …] [  …] [  …] Ｌ

[  …] [  …] [  …] Ｍ

[  …] [  …] [  …] Ｎ

[  …] [  …] [  …] Ｏ

[  …] [  …] [  …] Ｐ

[  …] [  …] [  …] Ｑ

[  …] [  …] [  …] Ｒ

平均
取得率

平均
付与
日数

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ある企業

平均
付与
日数

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ある企業

平均
付与
日数

産　　業

3 0 0 ～ 9 9 9 人

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ある企業

1 0 0 ～ 2 9 9 人 3 0 ～ 9 9 人1 0 0 ～       9 9 9 人 

平均
取得
日数
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第11表　年次有給休暇の計画的付与制度の有無、性別、産業、企業規模別

有 × 性別 女

(％) (日) (日) (％) (％) (日) (日) (％) (％) (日)

Ｔ [  …] [  …] [  …]

Ｃ [  …] [  …] [  …]

Ｄ [  …] [  …] [  …]

Ｅ [  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …]

Ｆ [  …] [  …] [  …]

Ｇ [  …] [  …] [  …]

Ｈ [  …] [  …] [  …]

Ｉ [  …] [  …] [  …]

50～55 卸 売 業 [  …] [  …] [  …]

56～61 小 売 業 [  …] [  …] [  …]

Ｊ [  …] [  …] [  …]

Ｋ [  …] [  …] [  …]

Ｌ [  …] [  …] [  …]

Ｍ [  …] [  …] [  …]

Ｎ [  …] [  …] [  …]

Ｏ [  …] [  …] [  …]

Ｐ [  …] [  …] [  …]

Ｑ [  …] [  …] [  …]

Ｒ [  …] [  …] [  …]

注： [　 ]内の数値は、全企業のうち、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合である。
「付与日数」には、繰越日数は含まない。
「取得日数」は、１年間に実際に取得した日数である。
「取得率」は、（取得日数計／付与日数計）×100（％）である。

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

年次有給休
暇の計画的
付与制度が

ある企業

平均
付与
日数

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ある企業

平均
付与
日数

平均
取得
日数

年次有給休暇の計画的付与制度

産　　　　　　　　業

企　業　規　模　計 1, 0 0 0 人 以 上 1 0 0 ～       9 9 9 人 

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ある企業

平均
付与
日数
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労働者１人平均年次有給休暇の付与日数、取得日数及び取得率（９－６）

(日) (％) (％) (日) (日) (％) (％) (日) (日) (％) (％) (日) (日) (％)

[  …] [  …] [  …] Ｔ

[  …] [  …] [  …] Ｃ

[  …] [  …] [  …] Ｄ

[  …] [  …] [  …] Ｅ

[  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …] Ｆ

[  …] [  …] [  …] Ｇ

[  …] [  …] [  …] Ｈ

[  …] [  …] [  …] Ｉ

[  …] [  …] [  …] 50～55

[  …] [  …] [  …] 56～61

[  …] [  …] [  …] Ｊ

[  …] [  …] [  …] Ｋ

[  …] [  …] [  …] Ｌ

[  …] [  …] [  …] Ｍ

[  …] [  …] [  …] Ｎ

[  …] [  …] [  …] Ｏ

[  …] [  …] [  …] Ｐ

[  …] [  …] [  …] Ｑ

[  …] [  …] [  …] Ｒ

平均
取得率

平均
付与
日数

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ある企業

平均
付与
日数

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ある企業

平均
付与
日数

産　　業

3 0 0 ～ 9 9 9 人

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ある企業

1 0 0 ～ 2 9 9 人 3 0 ～ 9 9 人1 0 0 ～       9 9 9 人 

平均
取得
日数
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第11表　年次有給休暇の計画的付与制度の有無、性別、産業、企業規模別

無 × 性別 計

(％) (日) (日) (％) (％) (日) (日) (％) (％) (日)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注： [　 ]内の数値は、全企業のうち、年次有給休暇の計画的付与制度がない企業割合である。
「付与日数」には、繰越日数は含まない。
「取得日数」は、１年間に実際に取得した日数である。
「取得率」は、（取得日数計／付与日数計）×100（％）である。

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

年次有給休
暇の計画的
付与制度が

ない企業

平均
付与
日数

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ない企業

平均
付与
日数

平均
取得
日数

年次有給休暇の計画的付与制度

産　　　　　　　　業

企　業　規　模　計 1, 0 0 0 人 以 上 1 0 0 ～       9 9 9 人 

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ない企業

平均
付与
日数

 106 

平成 30 年就労条件総合調査



労働者１人平均年次有給休暇の付与日数、取得日数及び取得率（９－７）

(日) (％) (％) (日) (日) (％) (％) (日) (日) (％) (％) (日) (日) (％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55

56～61

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

平均
取得率

平均
付与
日数

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ない企業

平均
付与
日数

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ない企業

平均
付与
日数

産　　業

3 0 0 ～ 9 9 9 人

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ない企業

1 0 0 ～ 2 9 9 人 3 0 ～ 9 9 人1 0 0 ～       9 9 9 人 

平均
取得
日数
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第11表　年次有給休暇の計画的付与制度の有無、性別、産業、企業規模別

無 × 性別 男

(％) (日) (日) (％) (％) (日) (日) (％) (％) (日)

Ｔ [  …] [  …] [  …]

Ｃ [  …] [  …] [  …]

Ｄ [  …] [  …] [  …]

Ｅ [  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …]

Ｆ [  …] [  …] [  …]

Ｇ [  …] [  …] [  …]

Ｈ [  …] [  …] [  …]

Ｉ [  …] [  …] [  …]

50～55 卸 売 業 [  …] [  …] [  …]

56～61 小 売 業 [  …] [  …] [  …]

Ｊ [  …] [  …] [  …]

Ｋ [  …] [  …] [  …]

Ｌ [  …] [  …] [  …]

Ｍ [  …] [  …] [  …]

Ｎ [  …] [  …] [  …]

Ｏ [  …] [  …] [  …]

Ｐ [  …] [  …] [  …]

Ｑ [  …] [  …] [  …]

Ｒ [  …] [  …] [  …]

注： [　 ]内の数値は、全企業のうち、年次有給休暇の計画的付与制度がない企業割合である。
「付与日数」には、繰越日数は含まない。
「取得日数」は、１年間に実際に取得した日数である。
「取得率」は、（取得日数計／付与日数計）×100（％）である。

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

年次有給休
暇の計画的
付与制度が

ない企業

平均
付与
日数

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ない企業

平均
付与
日数

平均
取得
日数

年次有給休暇の計画的付与制度

産　　　　　　　　業

企　業　規　模　計 1, 0 0 0 人 以 上 1 0 0 ～       9 9 9 人 

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ない企業

平均
付与
日数
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労働者１人平均年次有給休暇の付与日数、取得日数及び取得率（９－８）

(日) (％) (％) (日) (日) (％) (％) (日) (日) (％) (％) (日) (日) (％)

[  …] [  …] [  …] Ｔ

[  …] [  …] [  …] Ｃ

[  …] [  …] [  …] Ｄ

[  …] [  …] [  …] Ｅ

[  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …] Ｆ

[  …] [  …] [  …] Ｇ

[  …] [  …] [  …] Ｈ

[  …] [  …] [  …] Ｉ

[  …] [  …] [  …] 50～55

[  …] [  …] [  …] 56～61

[  …] [  …] [  …] Ｊ

[  …] [  …] [  …] Ｋ

[  …] [  …] [  …] Ｌ

[  …] [  …] [  …] Ｍ

[  …] [  …] [  …] Ｎ

[  …] [  …] [  …] Ｏ

[  …] [  …] [  …] Ｐ

[  …] [  …] [  …] Ｑ

[  …] [  …] [  …] Ｒ

平均
取得率

平均
付与
日数

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ない企業

平均
付与
日数

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ない企業

平均
付与
日数

産　　業

3 0 0 ～ 9 9 9 人

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ない企業

1 0 0 ～ 2 9 9 人 3 0 ～ 9 9 人1 0 0 ～       9 9 9 人 

平均
取得
日数
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第11表　年次有給休暇の計画的付与制度の有無、性別、産業、企業規模別

無 × 性別 女

(％) (日) (日) (％) (％) (日) (日) (％) (％) (日)

Ｔ [  …] [  …] [  …]

Ｃ [  …] [  …] [  …]

Ｄ [  …] [  …] [  …]

Ｅ [  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …]

Ｆ [  …] [  …] [  …]

Ｇ [  …] [  …] [  …]

Ｈ [  …] [  …] [  …]

Ｉ [  …] [  …] [  …]

50～55 卸 売 業 [  …] [  …] [  …]

56～61 小 売 業 [  …] [  …] [  …]

Ｊ [  …] [  …] [  …]

Ｋ [  …] [  …] [  …]

Ｌ [  …] [  …] [  …]

Ｍ [  …] [  …] [  …]

Ｎ [  …] [  …] [  …]

Ｏ [  …] [  …] [  …]

Ｐ [  …] [  …] [  …]

Ｑ [  …] [  …] [  …]

Ｒ [  …] [  …] [  …]

注： [　 ]内の数値は、全企業のうち、年次有給休暇の計画的付与制度がない企業割合である。
「付与日数」には、繰越日数は含まない。
「取得日数」は、１年間に実際に取得した日数である。
「取得率」は、（取得日数計／付与日数計）×100（％）である。

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

調 査 産 業 計

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

年次有給休
暇の計画的
付与制度が

ない企業

平均
付与
日数

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ない企業

平均
付与
日数

平均
取得
日数

年次有給休暇の計画的付与制度

産　　　　　　　　業

企　業　規　模　計 1, 0 0 0 人 以 上 1 0 0 ～       9 9 9 人 

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ない企業

平均
付与
日数
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労働者１人平均年次有給休暇の付与日数、取得日数及び取得率（９－９）

(日) (％) (％) (日) (日) (％) (％) (日) (日) (％) (％) (日) (日) (％)

[  …] [  …] [  …] Ｔ

[  …] [  …] [  …] Ｃ

[  …] [  …] [  …] Ｄ

[  …] [  …] [  …] Ｅ

[  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …]

[  …] [  …] [  …] Ｆ

[  …] [  …] [  …] Ｇ

[  …] [  …] [  …] Ｈ

[  …] [  …] [  …] Ｉ

[  …] [  …] [  …] 50～55

[  …] [  …] [  …] 56～61

[  …] [  …] [  …] Ｊ

[  …] [  …] [  …] Ｋ

[  …] [  …] [  …] Ｌ

[  …] [  …] [  …] Ｍ

[  …] [  …] [  …] Ｎ

[  …] [  …] [  …] Ｏ

[  …] [  …] [  …] Ｐ

[  …] [  …] [  …] Ｑ

[  …] [  …] [  …] Ｒ

平均
取得率

平均
付与
日数

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ない企業

平均
付与
日数

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ない企業

平均
付与
日数

産　　業

3 0 0 ～ 9 9 9 人

平均
取得
日数

平均
取得率

年次有給休
暇の計画的
付与制度が
ない企業

1 0 0 ～ 2 9 9 人 3 0 ～ 9 9 人1 0 0 ～       9 9 9 人 

平均
取得
日数
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年次有給休暇の

１～２日 ３～４日 ５～６日 ７～８日

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注： （　）内の数値は、「年次有給休暇の計画的付与制度がある企業」を100とした割合である。
「年次有給休暇の計画的付与制度がある企業」には、計画的付与日数が「0日」及び「不明」の企業を含む。

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

～ 人

～ 人

消 費 関 連

人 以 上

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

～ 人

～ 人

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

第12表　産業・企業規模、年次有給休暇の計画的付与制度の有無、計画的

産業・企業規模 全企業
年次有給休暇の
計画的付与制度

がある企業
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付与日数階級別企業割合及び１企業平均年次有給休暇の計画的付与日数

計画的付与日数

９～10日 11～12日 13～14日 15日以上

(日)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

～ 人

～ 人

消 費 関 連

人 以 上

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

～ 人

～ 人

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

産業・企業規模
１企業平均年次
有給休暇の計画

的付与日数

(単位：％)

年次有給休暇
の

計画的付与制
度

がない企業
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第13表　産業・企業規模、年次有給休暇の時間単位取得制度の有無、時間　　

年次有給休暇の　

１日 ２日 ３日

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注： （　）内の数値は、「年次有給休暇の時間単位取得制度がある企業」を100とした割合である。
「年次有給休暇の時間単位取得制度がある企業」には、時間単位取得日数が「0日」及び「不明」の企業を含む。

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

～ 人

～ 人

消 費 関 連

人 以 上

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

～ 人

～ 人

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

産業・企業規模 全企業
年次有給休暇の

時間単位取得制度

がある企業
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　単位取得日数階級別企業割合及び１企業平均年次有給休暇の時間単位取得日数

　時間単位取得可能日数

４日 ５日 ６～９日 10日以上

(日)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

～ 人

～ 人

消 費 関 連

人 以 上

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

～ 人

～ 人

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

産業・企業規模
１企業平均年次
有給休暇の時間
単位取得日数

(単位：％)

年次有給休暇の
時間単位取得制度

がない企業
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第14表  産業・企業規模、特別休暇制度の有無、

夏季休暇 病気休暇
リフレッシュ

休暇

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注：1)「左記以外の1週間以上の長期の休暇」には、法定休暇で法律の規定よりも労働者を優遇している場合の上積分は含まない。

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

～ 人

～ 人

消 費 関 連

人 以 上

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

～ 人

～ 人

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

産業・企業規模 全企業
特別休暇
制度がある

企業

特 別 休 暇 制 度 の
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特

別

休

暇

制

度

特別休暇制度の種類別企業割合

ボランティア
休暇

教育訓練
休暇

左記以外の
１週間以上
の長期の

休暇

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

～ 人

～ 人

消 費 関 連

人 以 上

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

～ 人

～ 人

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

(単位：％)

特別休暇
制度がない

企業
産業・企業規模

種 類 （ 複 数 回 答 ）
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第15-1表　産業・企業規模、夏季休暇制度がある企業の賃金の支給状況別
　　　　　企業割合及び１企業平均１回当たり最高付与日数

(単位：％) (単位：日)

全額 一部

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注:1)［　］内の数値は、全企業に対する夏季休暇制度がある企業割合である。

   2)「１企業平均１回当たり最高付与日数」は、各企業の休暇制度で定められている最高付与日数の平均である。

無給
有　給

無給

製 造 業

全額 一部

調 査 産 業 計

人 以 上

産業・企業規模
夏季休暇制度

がある企業

１企業平
均１回当
たり最高
付与日数

賃金の支給状況 有　給

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

卸 売 業 小 売 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

医 療 福 祉

サービス業 他に分類されないもの

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

複 合 サ ー ビ ス 事 業
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第15-2表　産業・企業規模、病気休暇制度がある企業の賃金の支給状況別
　　　　　企業割合及び１企業平均１回当たり最高付与日数

(単位：％) (単位：日)

全額 一部

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注:1)［　］内の数値は、全企業に対する病気休暇制度がある企業割合である。

   2)「１企業平均１回当たり最高付与日数」は、各企業の休暇制度で定められている最高付与日数の平均である。

無給
有　給

無給

製 造 業

全額 一部

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

産業・企業規模
病気休暇制度

がある企業

１企業平
均１回当
たり最高
付与日数

賃金の支給状況 有　給

卸 売 業 小 売 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

医 療 福 祉

サービス業 他に分類されないもの

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

複 合 サ ー ビ ス 事 業
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第15-3表　産業・企業規模、リフレッシュ休暇制度がある企業の賃金の
　　　　　支給状況別企業割合及び１企業平均１回当たり最高付与日数

(単位：％) (単位：日)

全額 一部

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注:1)［　］内の数値は、全企業に対するリフレッシュ休暇制度がある企業割合である。

   2)「１企業平均１回当たり最高付与日数」は、各企業の休暇制度で定められている最高付与日数の平均である。

無給
有　給

無給

製 造 業

全額 一部

調 査 産 業 計

人 以 上

産業・企業規模
リフレッシュ休暇

制度がある企業

１企業平
均１回当
たり最高
付与日数

賃金の支給状況 有　給

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

卸 売 業 小 売 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

医 療 福 祉

サービス業 他に分類されないもの

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

複 合 サ ー ビ ス 事 業
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第15-4表　産業・企業規模、ボランティア休暇制度がある企業の賃金の
　　　　　支給状況別企業割合及び１企業平均１回当たり最高付与日数

(単位：％) (単位：日)

全額 一部

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注:1)［　］内の数値は、全企業に対するボランティア休暇制度がある企業割合である。

   2)「１企業平均１回当たり最高付与日数」は、各企業の休暇制度で定められている最高付与日数の平均である。

無給
有　給

無給

製 造 業

全額 一部

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

産業・企業規模
ボランティア休暇

制度がある企業

１企業平
均１回当
たり最高
付与日数

賃金の支給状況 有　給

卸 売 業 小 売 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

医 療 福 祉

サービス業 他に分類されないもの

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

複 合 サ ー ビ ス 事 業
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第15-5表　産業・企業規模、教育訓練休暇制度がある企業の賃金の支給状況別
          企業割合及び１企業平均１回当たり最高付与日数

(単位：％) (単位：日)

全額 一部

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注:1)［　］内の数値は、全企業に対する教育訓練休暇制度がある企業割合である。

   2)「１企業平均１回当たり最高付与日数」は、各企業の休暇制度で定められている最高付与日数の平均である。

無給
有　給

無給

製 造 業

全額 一部

調 査 産 業 計

人 以 上

産業・企業規模
教育訓練休暇

制度がある企業

１企業平
均１回当
たり最高
付与日数

賃金の支給状況 有　給

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

卸 売 業 小 売 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

医 療 福 祉

サービス業 他に分類されないもの

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

複 合 サ ー ビ ス 事 業
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第15-6表　産業・企業規模、その他１週間以上の長期の休暇制度がある企業の
　　　　　賃金の支給状況別企業割合及び１企業平均１回当たり最高付与日数

(単位：％) (単位：日)

全額 一部

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注:1)［　］内の数値は、全企業に対するその他1週間以上の長期の休暇制度がある企業割合である。

   2)「１企業平均１回当たり最高付与日数」は、各企業の休暇制度で定められている最高付与日数の平均である。

無給
有　給

無給

製 造 業

全額 一部

調 査 産 業 計

人 以 上

産業・企業規模
その他１週間以上の長期

の休暇制度がある企業

１企業平
均１回当
たり最高
付与日数

賃金の支給状況 有　給

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

卸 売 業 小 売 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

医 療 福 祉

サービス業 他に分類されないもの

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

複 合 サ ー ビ ス 事 業

第15-5表　産業・企業規模、教育訓練休暇制度がある企業の賃金の支給状況別
          企業割合及び１企業平均１回当たり最高付与日数

(単位：％) (単位：日)

全額 一部

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注:1)［　］内の数値は、全企業に対する教育訓練休暇制度がある企業割合である。

   2)「１企業平均１回当たり最高付与日数」は、各企業の休暇制度で定められている最高付与日数の平均である。

無給
有　給

無給

製 造 業

全額 一部

調 査 産 業 計

人 以 上

産業・企業規模
教育訓練休暇

制度がある企業

１企業平
均１回当
たり最高
付与日数

賃金の支給状況 有　給

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

卸 売 業 小 売 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

医 療 福 祉

サービス業 他に分類されないもの

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

複 合 サ ー ビ ス 事 業
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 　　　　  年間の最高付与日数

(単位：日)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55卸 売 業

56～61小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注:「１企業平均年間の最高付与日数」は、各企業の休暇制度で定められている最高付与日数の平均である。

～ 人

 第16-1表　産業・企業規模、病気休暇制度がある企業の賃金の支給状況別１企業平均

産業・企業規模
病気休暇制度が

ある企業

賃金の支給

有　給

無　給
全額 一部

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

サービス業 他に分類されないもの

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

 124 

平成 30 年就労条件総合調査



 　　　　  １企業平均年間の最高付与日数

(単位：日)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55卸 売 業

56～61小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注:「１企業平均年間の最高付与日数」は、各企業の休暇制度で定められている最高付与日数の平均である。

～ 人

 第16-2表　産業・企業規模、ボランティア休暇制度がある企業の賃金の支給状況別

産業・企業規模
ボランティア休暇制度

が
ある企業

賃金の支給

有　給

無　給
全額 一部

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

サービス業 他に分類されないもの

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業
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 　　　　  平均年間の最高付与日数

(単位：日)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55卸 売 業

56～61小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注:「１企業平均年間の最高付与日数」は、各企業の休暇制度で定められている最高付与日数の平均である。

～ 人

 第16-3表　産業・企業規模、教育訓練休暇制度がある企業の賃金の支給状況別１企業

産業・企業規模
教育訓練休暇制度が

ある企業

賃金の支給

有　給

無　給
全額 一部

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

サービス業 他に分類されないもの

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業
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 　　　　  支給状況別１企業平均年間の最高付与日数

(単位：日)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55卸 売 業

56～61小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注:「１企業平均年間の最高付与日数」は、各企業の休暇制度で定められている最高付与日数の平均である。

～ 人

 第16-4表　産業・企業規模、その他１週間以上の長期の休暇制度がある企業の賃金の

産業・企業規模
その他１週間以上の長
期の休暇制度がある企

業

賃金の支給

有　給

無　給
全額 一部

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

サービス業 他に分類されないもの

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業
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Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

有 無

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第17表 産業・企業規模、特別休暇制度の種類、     平成29年の利用状況別企業割合

産業・企業規模 全企業
夏季
休暇

病気
休暇

リフレッ
シュ休暇

利用状況 利用状況 利用状況

人 以 上

有

調 査 産 業 計

無 有 無

～ 人

～ 人

～ 人

建 設 業

製 造 業

～ 人

～ 人

人 以 上

～ 人

消 費 関 連

～ 人

機 械 関 連

電気・ガス・熱供給・水道業

素 材 関 連

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

情 報 通 信 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

金 融 業 保 険 業

サービス業 他に分類されないもの

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業
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(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第17表 産業・企業規模、特別休暇制度の種類、     平成29年の利用状況別企業割合

ボラン
ティア
休暇

産業・企業規模
教育訓
練休暇

左記以外
の１週間
以上の長
期の休暇

調 査 産 業 計

人 以 上

利用状況

無 有 無 有 無

利用状況 利用状況

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電気・ガス・熱供給・水道業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

サービス業 他に分類されないもの

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業
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　　　　　第18表　 産業・企業規模、変形労働時間制の採用の有無、
              　   変形労働時間制の種類別企業割合　

　 　 　

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ
注：1)「変形労働時間制を採用している企業」には、「１週間単位の非定型的変形労働時間制」を含む。

サービス業 他に分類されないもの

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

～ 人

(単位：％)

産業・企業規模 全企業

変形労働時
間制を採用
している

企業

変形労働時
間制を採用
していない

企業

変形労働時間制の種類（複数回答）

１年単位の
変形労働
時間制

１か月単位
の変形労働

時間制

フレックス
タイム制

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人
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Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ
注：1)「変形労働時間制の適用を受ける労働者」には、「１週間単位の非定型的変形労働時間制」を含む。

サービス業 他に分類されないもの

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

金 融 業 保 険 業

～ 人

フレックス
タイム制

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

第19表　 産業・企業規模、変形労働時間制の適用の有無、
   変形労働時間制の種類別適用労働者割合　

(単位：％)

産業・企業規模 労働者計

変形労働時
間制の適用
を受ける

労働者

変形労働時
間制の適用
を受けない

労働者

変形労働時間制の種類

１年単位の
変形労働
時間制

１か月単位
の変形労働

時間制

　　　　　第18表　 産業・企業規模、変形労働時間制の採用の有無、
              　   変形労働時間制の種類別企業割合　

　 　 　

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ
注：1)「変形労働時間制を採用している企業」には、「１週間単位の非定型的変形労働時間制」を含む。

サービス業 他に分類されないもの

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

～ 人

(単位：％)

産業・企業規模 全企業

変形労働時
間制を採用
している

企業

変形労働時
間制を採用
していない

企業

変形労働時間制の種類（複数回答）

１年単位の
変形労働
時間制

１か月単位
の変形労働

時間制

フレックス
タイム制

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

変

形

労

働

時

間

制

 131 

平成 30 年就労条件総合調査



Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ サービス業 他に分類されないもの

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

金 融 業 保 険 業

～ 人

企画業務型
裁量労働制

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

       第20表　  産業・企業規模、みなし労働時間制の採用の有無、
                 みなし労働時間制の種類別企業割合　

(単位：％)

産業・企業規模 全企業

みなし労働
時間制を
採用して
いる企業

みなし労働
時間制を
採用して

いない企業

みなし労働時間制の種類（複数回答）

事業場外
みなし労働

時間制

専門業務型
裁量労働制
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Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ サービス業 他に分類されないもの

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

金 融 業 保 険 業

～ 人

企画業務型
裁量労働制

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

　 　第21表　  産業・企業規模、みなし労働時間制の適用の有無、
　　　 　 　　 みなし労働時間制の種類別適用労働者割合　

(単位：％)

産業・企業規模
労働者

計

みなし労働
時間制の

適用を受け
る労働者

みなし労働
時間制の

適用を受け
ない労働者

みなし労働時間制の種類

事業場外
みなし労働

時間制

専門業務型
裁量労働制

み
な
し
労
働
時
間
制
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第22表　産業・企業規模、専門業務型裁量労働制

適　　　用　　　業　　　務　　　 の　　　

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ
注：「専門業務型裁量労働制を採用している企業」には、「適用業務の種類」が「不明」の企業を含む。

　　　　

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

プロデュー
サー又は
ディレク

ター

コピー
ライター

システム
コンサル
タント

産業・企業規模 全企業

専門業務型
裁量労働制
を採用して
いる企業

新商品又
は新技術
の研究開

発等

情報処理
システム
の分析又
は設計

記事又は
放送番組
の取材又
は編集

デザイ
ナー

 134 

平成 30 年就労条件総合調査



を採用している企業の適用業務別企業割合

 (単位：％)

　　　種　　　類　（複　数　回　答）

Ｔ

1,000人以上

100～999人

 300～999人

 100～299人

30～ 99人

Ｃ

Ｄ

Ｅ

1,000人以上

100～999人

 300～999人

 100～299人

30～ 99人

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55

56～61

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

弁理士 税理士
中小企業
診断士

金融商品
の開発

大学に
おける

教授研究

公認
会計士

弁護士 建築士
不動産
鑑定士

インテリア
コーディ
ネーター

ゲーム用
ソフトウエア

の創作

証券アナ
リスト

産業・企業規模
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第23表　産業・企業規模、専門業務型裁量
　 （当該業務がある

適　　　用　　　業　　　務　　　 の　　　

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ
注：専門業務型裁量労働制適用業務がある企業に対する採用企業割合である。

サービス業 他に分類されないもの

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

電気・ガス・熱供給・水道業

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

～ 人

産業・企業規模

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

新商品又は
新技術の研
究開発等

情報処理シ
ステムの分
析又は設計

記事又は
放送番組
の取材又
は編集

デザイナー

プロデュー
サー又は
ディレク

ター

コピー
ライター

システムコ
ンサルタン

ト

インテリア
コーディ
ネーター
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　労働制適用業務別採用企業割合
　企業＝１００）

 (単位：％)

　　　種　　　類　（複　数　回　答）

Ｔ

1,000人以上

100～999人

 300～999人

 100～299人

30～ 99人

Ｃ

Ｄ

Ｅ

1,000人以上

100～999人

 300～999人

 100～299人

30～ 99人

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55

56～61

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

弁護士 建築士
不動産
鑑定士

弁理士
産業・企業規模

税理士
中小企業
診断士

ゲーム用
ソフトウエア

の創作

証券ア
ナリスト

金融商品
の開発

大学に
おける

教授研究

公認
会計士

 137 

平成 30 年就労条件総合調査



(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55卸 売 業

56～61小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

金 融 業 保 険 業

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

人 以 上

全員 不明

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

　　　　第24表　産業・企業規模、終業時刻から始業時刻までの間隔が

　　　　　　　  11時間以上空いている労働者の状況別企業割合　　　　

産業・企業規模 全企業
全くい
ない

ほとん
ど

いない

全体の4
分の1程
度いる

半数程
度いる

全体の4
分の3程
度いる

ほとん
ど全員
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     第25表　産業・企業規模、勤務間インターバル制度の導入状況別
             企業割合及び平均勤務間隔時間

(単位：％)

Ｔ ：

：

：

：

：

：

Ｃ

Ｄ ：

Ｅ ：

：

：

：

：

：

：

Ｆ

Ｇ ：

Ｈ ：

Ｉ ：

50～55卸 売 業 ：

56～61小 売 業 ：

Ｊ ：

Ｋ ：

Ｌ ：

Ｍ

Ｎ

Ｏ ：

Ｐ ：

Ｑ

Ｒ ：

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

サービス業 他に分類されないもの

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

消 費 関 連

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

産業・企業規模 全企業
導入を予定又

は
検討している

不明

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

制度導入企業の
平均勤務
間隔時間

(時間：分)

導入している
導入予定はな
く、検討もし

ていない

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
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第26表　産業・企業規模、勤務間インターバル制度を

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55卸 売 業

56～61小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注： (　 )内の数値は、「導入予定はなく、検討もしていない企業」を100とした割合である。

導入予定はなく、

全企業
導入予定はなく、

検討もしていない企業
産業・企業規模

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

金 融 業 保 険 業

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

サービス業 他に分類されないもの

人員不足や仕事量が
多いことから、当該
制度を導入すると業
務に支障が生じるた

め

夜間も含め、常時顧
客や取引相手の対応

が必要なため

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

～ 人
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導入していない理由別企業割合

(単位：％)

Ｔ

1,000人以上

100～999人

 300～999人

 100～299人

30～ 99人

Ｃ

Ｄ

Ｅ

1,000人以上

100～999人

 300～999人

 100～299人

30～ 99人

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55

56～61

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

検討もしていない理由（複数回答）

産業・企業規模当該制度を
知らなかったため

不明
その他

超過勤務の機会が少
なく、当該制度を導
入する必要性を感じ

ないため

当該制度を導入する
と労働時間管理が煩

雑になるため

第26表　産業・企業規模、勤務間インターバル制度を

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55卸 売 業

56～61小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注： (　 )内の数値は、「導入予定はなく、検討もしていない企業」を100とした割合である。

導入予定はなく、

全企業
導入予定はなく、

検討もしていない企業
産業・企業規模

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

金 融 業 保 険 業

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

サービス業 他に分類されないもの

人員不足や仕事量が
多いことから、当該
制度を導入すると業
務に支障が生じるた

め

夜間も含め、常時顧
客や取引相手の対応

が必要なため

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

～ 人
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賃

金

制

度

 

 

 

 

 

賃 金 制 度 
 

  





Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

卸 売 業

小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注： 1)「中小企業該当区分計」には、中小企業該当区分が不明の企業を含む。

2)１か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を除く。

3)「時間外労働の割増賃金率を定めている」企業には、「時間外労働の割増賃金率の定め方」が「不明」の企業を含む。

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

56～61

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

50～55

～ 人

時間外労働時間
数等に応じて異
なる率を定めて

いる

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

 第27表　中小企業該当有無、産業・企業規模、時間外労働の割増賃金率の
 　　　　定めの有無、時間外労働の割増賃金率の定め方別企業割合（３－１）

中小企業該当区分
(単位：％)

産　業・企業規模 全企業
時間外労働の
割増賃金率を

定めている

時間外労働の
割増賃金率を定

めていない

時間外労働の割増賃金率の定め方

一律に
定めている

計

時
間
外
労
働
の
割
増
賃
金
率
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Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

卸 売 業

小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注： 1)１か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を除く。

2)「時間外労働の割増賃金率を定めている」企業には、「時間外労働の割増賃金率の定め方」が「不明」の企業を含む。

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

56～61

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

50～55

～ 人

時間外労働時間
数等に応じて異
なる率を定めて

いる

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

 第27表　中小企業該当有無、産業・企業規模、時間外労働の割増賃金率の
 　　　　定めの有無、時間外労働の割増賃金率の定め方別企業割合（３－２）

中小企業該当区分
(単位：％)

産　業・企業規模 全企業
時間外労働の
割増賃金率を

定めている

時間外労働の
割増賃金率を定

めていない

時間外労働の割増賃金率の定め方

一律に
定めている

中小企業に該当
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Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

卸 売 業

小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注： 1)１か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を除く。

2)「時間外労働の割増賃金率を定めている」企業には、「時間外労働の割増賃金率の定め方」が「不明」の企業を含む。

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

金 融 業 保 険 業

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

56～61

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

50～55

～ 人

時間外労働時間
数等に応じて異
なる率を定めて

いる

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

 第27表　中小企業該当有無、産業・企業規模、時間外労働の割増賃金率の
 　　　　定めの有無、時間外労働の割増賃金率の定め方別企業割合（３－３）

中小企業該当区分
(単位：％)

産　業・企業規模 全企業
時間外労働の
割増賃金率を

定めている

時間外労働の
割増賃金率を定

めていない

時間外労働の割増賃金率の定め方

一律に
定めている

中小企業に該当しない
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(単位：％)

26～34％ 35～49％ 50％以上

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

卸 売 業

小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注： 1) １か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を除く。

2) [　　]内の数値は、全企業のうち、時間外労働の割増賃金率を一律に定めている企業割合である。

3)「時間外労働の割増賃金率を一律に定めている企業」には、「時間外労働の割増賃金率」が「不明」の企業を含む。

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

金 融 業 保 険 業

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

50～55

56～61

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

第28表　産業・企業規模、時間外労働の割増賃金率階級別企業割合

産　業・企業規模

時間外労働の
割増賃金率を

一律に

定めている企業1）2）3）

時間外労働の割増賃金率

25％ 26％以上
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(単位：％)

26～34％ 35～49％ 50％以上

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

卸 売 業

小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注： 1) [　　]内の数値は、全企業のうち、時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合である。

2) (    )内の数値は、「特別条項付き時間外労働協定を結んでいる」企業を100とした割合である。

3)「特別条項付き時間外労働協定を結んでいる」企業には、「限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率」が「不明」の企業を含む。

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

金 融 業 保 険 業

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

50～55

56～61

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

　　　　第29表　産業・企業規模、特別条項付き時間外労働協定の締結の有無及び
　　　　 　　 　限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率階級別企業割合

産　業・企業規模
時間外労働の
割増賃金率を

定めている企業

特別条項付き
時間外労働協定

を結んでいる

特別条項付
き時間外労
働協定を結
んでいない

限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率

25％ 26％以上
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第30表　中小企業該当有無、産業・企業規模、1か月60時間を超える時間外労働　

１か月60時間　

25％

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

卸 売 業

小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注： 1)「中小企業該当区分計」には、中小企業該当区分が不明の企業を含む。

2) [　　]内の数値は、全企業のうち、時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合である。

3) (    )内の数値は、「１か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている」企業を100とした割合

4)「１か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている」企業には、「１か月60時間を超える時間外

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

50～55

56～61

金 融 業 保 険 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

～ 人

～ 人

消 費 関 連

人 以 上

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

～ 人

～ 人

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

中小企業該当区分

産　業・企業規模
時間外労働の
割増賃金率を

定めている企業

１か月60時間を超える
時間外労働に係る

割増賃金率を

定めている
25～49％

計
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　に係る割増賃金率の定めの有無及び割増賃金率階級別企業割合（３－１）

(単位：％)

　を超える時間外労働に係る割増賃金率

26～49％ 50％ 51～59％ 60％以上

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

卸 売 業

小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

    である。

    労働に係る割増賃金率」が「不明」の企業を含む。

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

50～55

56～61

金 融 業 保 険 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

～ 人

～ 人

消 費 関 連

人 以 上

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

～ 人

～ 人

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

産　業・企業規模

１か月60時間を
超える時間外労
働に係る割増賃
金率を定めてい

ない
50％以上

第30表　中小企業該当有無、産業・企業規模、1か月60時間を超える時間外労働　

１か月60時間　

25％

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

卸 売 業

小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注： 1)「中小企業該当区分計」には、中小企業該当区分が不明の企業を含む。

2) [　　]内の数値は、全企業のうち、時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合である。

3) (    )内の数値は、「１か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている」企業を100とした割合

4)「１か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている」企業には、「１か月60時間を超える時間外

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

50～55

56～61

金 融 業 保 険 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

～ 人

～ 人

消 費 関 連

人 以 上

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

～ 人

～ 人

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

中小企業該当区分

産　業・企業規模
時間外労働の
割増賃金率を

定めている企業

１か月60時間を超える
時間外労働に係る

割増賃金率を

定めている
25～49％

計
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第30表　中小企業該当有無、産業・企業規模、1か月60時間を超える時間外労働　

１か月60時間　

25％

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

卸 売 業

小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注： 1) [　　]内の数値は、全企業のうち、時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合である。

2) (    )内の数値は、「１か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている」企業を100とした割合

3)「１か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている」企業には、「１か月60時間を超える時間外

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

50～55

56～61

金 融 業 保 険 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

～ 人

～ 人

消 費 関 連

人 以 上

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

～ 人

～ 人

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

中小企業該当区分

産　業・企業規模
時間外労働の
割増賃金率を

定めている企業

１か月60時間を超える
時間外労働に係る

割増賃金率を

定めている
25～49％

中小企業に該当
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　に係る割増賃金率の定めの有無及び割増賃金率階級別企業割合（３－２）

(単位：％)

　を超える時間外労働に係る割増賃金率

26～49％ 50％ 51～59％ 60％以上

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

卸 売 業

小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

    である。

    労働に係る割増賃金率」が「不明」の企業を含む。

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

50～55

56～61

金 融 業 保 険 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

～ 人

～ 人

消 費 関 連

人 以 上

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

～ 人

～ 人

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

産　業・企業規模

１か月60時間を
超える時間外労
働に係る割増賃
金率を定めてい

ない
50％以上
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第30表　中小企業該当有無、産業・企業規模、1か月60時間を超える時間外労働　

１か月60時間　

25％

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

卸 売 業

小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注： 1) [　　]内の数値は、全企業のうち、時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合である。

2) (    )内の数値は、「１か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている」企業を100とした割合

3)「１か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている」企業には、「１か月60時間を超える時間外

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

50～55

56～61

金 融 業 保 険 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

～ 人

～ 人

消 費 関 連

人 以 上

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

～ 人

～ 人

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

中小企業該当区分

産　業・企業規模
時間外労働の
割増賃金率を

定めている企業

１か月60時間を超える
時間外労働に係る

割増賃金率を

定めている
25～49％

中小企業に該当しない
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　に係る割増賃金率の定めの有無及び割増賃金率階級別企業割合（３－３）

(単位：％)

　を超える時間外労働に係る割増賃金率

26～49％ 50％ 51～59％ 60％以上

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

卸 売 業

小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

    である。

    労働に係る割増賃金率」が「不明」の企業を含む。

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業 他に分類されないもの

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

50～55

56～61

金 融 業 保 険 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 郵 便 業

卸 売 業 小 売 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

～ 人

～ 人

消 費 関 連

人 以 上

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

～ 人

～ 人

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

産　業・企業規模

１か月60時間を
超える時間外労
働に係る割増賃
金率を定めてい

ない
50％以上
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　第31表　産業・企業規模、１か月60時間を超える時間外労働に係る代替休暇の
  　　　　有無別企業割合及び平均代替休暇取得労働者数

平均代替休
暇取得労働

者数

％ ％ ％ ％ ％ 人 ％ ％

Ｔ

Ｃ …

Ｄ

Ｅ

…

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

卸 売 業

小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注： 1) [　　]内の数値は、全企業のうち、時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合である。

2) (    )内の数値は、「１か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている」企業を100とした割合である。

サービス業 他に分類されないもの

不 動 産 業 物 品 賃 貸 業

学術研究 専門・技術サービス業

宿 泊 業 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 娯 楽 業

教 育 学 習 支 援 業

医 療 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

金 融 業 保 険 業

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

56～61

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

卸 売 業 小 売 業

50～55

中小企業該当区分 中小企業に該当しない

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

～ 人

建 設 業

１か月60時間
を超える時間
外労働に係る
割増賃金率を
定めていない

代替休暇制度

制度が
ある

制度が
ない

運 輸 業 郵 便 業

産　業・企業規模
時間外労働の
割増賃金率を

定めている企業

１か月60時間を超える
時間外労働に係る

割増賃金率を

定めている

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人
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退
職
給
付
（
一
時
金
・
年
金
）
制
度

 

 

 

 

 

退職給付（一時金・年金）制度 
 

  



第32表   産業・企業規模、退職給付（一時金・年金）制度の有無、形態別企業割合

(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注：1)（　）内の数値は、退職給付（一時金・年金）制度がある企業に対する割合である。

産業・企業規模 全企業
退職給付（一時金・

年金）制度が

ある企業

退職給付
（一時金・
年金）制度
がない企業

（再掲）制度がある

退職一時金
制度のみ

退職年金
制度のみ

両制度
併用

退職一時
金制度が
ある（両
制度併用
を含む）

退職年金
制度があ
る（両制
度併用を
含む）

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業（他に分類されないもの）
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第33表　産業・企業規模、退職一時金制度の支払準備形態別企業割合

(単位：％)

Ｔ

　　　1,000  人　以　上　　

　　　  100   ～ 999 人

　　    　300 ～ 999 人　　

　　　    100 ～ 299 人　　

　　　   30   ～  99 人　　

Ｃ

Ｄ

Ｅ

　　　1,000  人　以　上　　

　　　  100   ～ 999 人

　　    　300 ～ 999 人　　

　　　    100 ～ 299 人　　

　　　   30   ～  99 人　　

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ
注：1) [　]内の数値は、退職給付（一時金・年金）制度がある企業のうち、退職一時金制度がある企業割合である。
    2)「退職一時金制度がある企業」には、「両制度併用」を含む。

産業・企業規模
退職一時金制度

がある企業

退職一時金制度の支払準備形態（複数回答）

社内準備
中小企業
退職金
共済制度

特定退職
金

共済制度
その他

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

サービス業（他に分類されないもの）

複 合 サ ー ビ ス 事 業

退

職

一

時

金

制

度

 159 

平成 30 年就労条件総合調査



第34表 産業・企業規模、退職一時

算　定　基　礎　額　の　

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ
注：1) [   ]内の数値は、退職一時金制度がある企業のうち、支払準備形態に社内準備を採用している企業割合である。
 　 2)「別に定める金額」には、「方式不明」を含む。

一部の
基本給

産業・企業規模
社内準備を採用

している企業
1）

退職時の
賃金 すべての

基本給
不明

～ 人

～ 人

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

サービス業（他に分類されないもの）

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

複 合 サ ー ビ ス 事 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

医 療 ， 福 祉

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

～ 人

～ 人
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金算定基礎額の種類別企業割合

(単位：％)

　種　類　（複　数　回　答）

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

その他
別に定める

金額

方　式　（複　数　回　答）

別テーブル
方式

定額方式
点数（ポイ
ント）方式

その他

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業

建 設 業

製 造 業

産業・企業規模

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

医 療 ， 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業（他に分類されないもの）

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業
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　　　　　　第35表　賃金改定の種類、産業・企業規模、定期昇給・ベースアップによる

　　　　　　　　　　賃金改定分の算定基礎額への反映の有無、範囲別企業割合

(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

ベースアップ
Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ
注：1)[  ]内の数値は、退職一時金制度がある企業のうち、支払準備形態に社内準備を採用している企業割合である。

サービス業（他 に分 類されないもの）

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業（他 に分 類されないもの）

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

社内準備を採用

している企業

定期昇給・ベースアップを行った

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

定期昇給
調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

賃金改定の種類、産業・企業規模
定期昇給・
ベースアッ
プを行って

いない

不明
退職一時金
算定基礎額
に反映
される

退職一時金
算定基礎額
に反映
されない

全部が
自動的
に反映

一部が
自動的
に反映

労使協議で
決める
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第36表 産業・企業規模、退職一時金の保全措置の有無別企業割合

（単位：％）

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ
注：1) [　 ]内の数値は、退職給付（一時金・年金）制度がある企業のうち、退職一時金制度のみで支払準備形態が社内準備のみ

の企業割合である。
    2) (　 )内の数値は、保全措置を講じていない企業に対する割合である。

不明
保全措置を

講じていない
産業・企業規模

保全措置を
講じている

保全措置を講
じないことに
ついて労使協

定を締結

退職一時金制度
のみで支払準備
形態が社内準備

のみの企業

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

サービス業（他に分類されないもの）

複 合 サ ー ビ ス 事 業
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第37表  産業・企業規模、退職一時金の

Ｔ

　　　1,000  人　以　上　　

　　　  100   ～ 999 人

　　    　300 ～ 999 人　　

　　　    100 ～ 299 人　　

　　　   30   ～  99 人　　

Ｃ

Ｄ

Ｅ

　　　1,000  人　以　上　　

　　　  100   ～ 999 人

　　    　300 ～ 999 人　　

　　　    100 ～ 299 人　　

　　　   30   ～  99 人　　

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

注： 1) [　 ]内の数値は、退職給付（一時金・年金）制度がある企業のうち、退職一時金制度のみで支払準備形態が社内準備のみ

     2)「保全方式」の「質権、抵当権設定方式」は、該当する企業がないため、表章していない。

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業（他に分類されないもの）

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

～ 人

～ 人

～ 人

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

人 以 上

～ 人

～ 人

調 査 産 業 計

産業・企業規模

退職一時金制度
のみで支払準備
形態が社内準備
のみの企業にお
ける保全措置を

講じている企業

保全方式 （複数回答）

保証方式 信託方式
質権・抵当権

方式

退職手当
保全委員会

方式
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保全措置の方式、保全額の範囲別企業割合

(単位：％)

Ｔ

　　　1,000  人　以　上　　

　　　  100   ～ 999 人

　　    　300 ～ 999 人　　

　　　    100 ～ 299 人　　

　　　   30   ～  99 人　　

Ｃ

Ｄ

Ｅ

　　　1,000  人　以　上　　

　　　  100   ～ 999 人

　　    　300 ～ 999 人　　

　　　    100 ～ 299 人　　

　　　   30   ～  99 人　　

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｊ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

の企業における退職一時金制度の保全措置を講じている企業割合である。

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業（他に分類されないもの）

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 ・ 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

～ 人

～ 人

～ 人

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

労使協議で決
めた額

その他 不明

産業・企業規模

保全方式 （複数回答） 保全額の範囲

不明

自己都合
退職見積額
の１／４
相当額

中小企業退職
金共済制度に
よる支払相当

額
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(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

自己都合
Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ
注：1) [　]内の数値は、退職給付一時金制度がある企業のうち、支払準備形態に社内準備を採用している企業割合である。

教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業（他に分類されないもの）

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

医 療 ， 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業（他に分類されないもの）

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

不明

会社都合
調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

第38表　 退職事由、産業・企業規模、退職一時金の受給に必要な最低勤続年数階級別企業割合

退職事由、産業・企業規模
社内準備を採用

している企業

勤　続　年　数　階　級

１年未満
１年以上
２年未満

２年以上
３年未満

３年以上
４年未満

４年以上
５年未満

５年以上
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第39表　産業・企業規模、退職年金制度の支払準備形態別企業割合

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ
注：1) [　]内の数値は、退職給付（一時金・年金）制度がある企業のうち、退職年金制度がある企業割合である。
    2)「退職年金制度がある企業」には、「両制度併用」を含む。

(単位：％)

産業・企業規模

退職年金制度の支払準備形態（複数回答）

厚生年金基金
(上乗せ給付)

確定給付
企業年金

(CBPを含む)

確定拠出年金
(企業型)

企業独自の
年金

退職年金制度

がある企業

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

サービス業（他に分類されないもの）

複 合 サ ー ビ ス 事 業

退

職

年

金

制

度
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第40表　 退職一時金制度の見直しの時期、

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

今後３年間
Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ
注：1)[　]内の数値は、全企業のうち、退職一時金制度の見直しを行った・行う予定がある企業割合である。

医 療 ， 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業（他に分類されないもの）

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

人 以 上

～ 人

～ 人

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業（他に分類されないもの）

調 査 産 業 計

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

～ 人

～ 人

～ 人

過去３年間
調 査 産 業 計

人 以 上

見直しの時期、産業・企業規模
退職一時金制度の見直
しを行った・行う予定

がある企業

　　　　　　　　　　　　                   退職一時金   制度の見直し内容    （複数回答）

退職一時金制
度を新たに導
入又は既存の
ものの他に設

置

退職一時金
の全部又は
一部を年金

へ移行

退職一時金
制度を他の
退職一時金
制度へ移行

退職一時金制
度の廃止（他
の制度へ移行
した場合を除

く。）

算定基礎額
の算出方法
の変更（ポイ
ント制の導入

等）
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産業・企業規模、見直し内容別企業割合

(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

今後３年間
Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

医 療 ， 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業（他に分類されないもの）

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

人 以 上

～ 人

～ 人

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業（他に分類されないもの）

調 査 産 業 計

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

～ 人

～ 人

～ 人

過去３年間
調 査 産 業 計

人 以 上

支給率
退職一時金を縮小又は

廃止し毎月の給与を拡大

その他
増加 減少 労働者一律

労働者の
選択制

見直しの時期、産業・企業規模

　　　　　　　　　　　　                   退職一時金   制度の見直し内容    （複数回答）

特別加算制
度の導入

（早期退職優
遇加算を除

く。）

退
職
給
付
（
一
時
金
・
年
金
）
制
度
の
見
直
し
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第41表　 退職年金制度の見直しの時期、

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

今後３年間
Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ
注：1)[　]内の数値は、全企業のうち、退職年金制度の見直しを行った・行う予定がある企業割合である。

医 療 ， 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サ ー ビス 業 （他 に分 類さ れ な い も の ）

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

人 以 上

～ 人

～ 人

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サ ー ビス 業 （他 に分 類さ れ な い も の ）

調 査 産 業 計

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

～ 人

～ 人

～ 人

過去３年間
調 査 産 業 計

人 以 上

見直しの時期、産業・企業規模

   退職年金制度の
   見直しを行った
    ・行う予定が

   ある企業

退　職　年　金　制　度　の　見　直　し　内　容　（複　数　回　答）

退職年金制度
を新たに導入
又は既存のも
のの他に設置

年金の全部
又は一部を
退職一時金
へ移行

年金制度を
他の年金制
度へ移行

年金制度の
廃止（他の制
度へ移行した

場合を除
く。）

年金支給期
間の延長

（終身への変
更を含む。）

年金支給
期間の短縮
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産業・企業規模、見直し内容別企業割合

(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

今後３年間
Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ

医 療 ， 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業（他に分類されないもの）

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

建 設 業

製 造 業

消 費 関 連

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

人 以 上

～ 人

～ 人

複 合 サ ー ビ ス 事 業

サービス業（他に分類されないもの）

調 査 産 業 計

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

製 造 業

消 費 関 連

素 材 関 連

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

～ 人

～ 人

～ 人

過去３年間
調 査 産 業 計

人 以 上

算定基礎額
の算出方法
の変更（ポイ
ント制の導入

等）

特別加算制
度の導入

（早期退職優
遇加算を除

く。）

賃金や物価
上昇率に伴
う給付水準
の見直し制
度を導入

支給率
退職年金を縮小又は

廃止し毎月の給与を拡大

その他
増加 減少 労働者一律

労働者の
選択制

見直しの時期、産業・企業規模

退　職　年　金　制　度　の　見　直　し　内　容　（複　数　回　答）
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退
職
給
付
（
一
時
金
・
年
金
）
制
度
の
支
給
実
態

 

 

 

 

 

退職給付（一時金・年金）の支給実態 
 

  



第42表　退職給付（一時金・年金）制度の形態、産業・企業規模、
　　　　退職者の有無別企業割合、退職事由別退職者割合（４－１）

(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ
注：1) [　]内の数値は、全企業のうち、退職給付（一時金・年金）制度がある企業割合である。
    2)（　）内の数値は、勤続20年以上かつ45歳以上の退職者がいた企業のうち、当該退職者を100とした退職者割合である。

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

サービス業（他に分類されないもの）

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

複 合 サ ー ビ ス 事 業

～ 人

情 報 通 信 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

調 査 産 業 計

定年

定年以外

会社都合 自己都合 早期優遇

退職給付（一時金・年金）制度の形態 計

勤続20年以上
かつ45歳以上

の退職者
産業・企業規模

勤続20年以
上かつ45歳
以上の退職

者が
いた企業

不明

勤続20年以
上かつ45歳
以上の退職

者が
いない企業

退職給付（一時金・
年金）制度がある

企業
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第42表　退職給付（一時金・年金）制度の形態、産業・企業規模、
　　　　退職者の有無別企業割合、退職事由別退職者割合（４－２）

(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ
注：1) [　]内の数値は、全企業のうち、退職給付（一時金・年金）制度がある企業割合である。
    2)（　）内の数値は、勤続20年以上かつ45歳以上の退職者がいた企業のうち、当該退職者を100とした退職者割合である。

～ 人

サービス業（他に分類されないもの）

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

定年以外

会社都合 自己都合 早期優遇

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

産業・企業規模
退職給付（一時金・
年金）制度がある

企業

勤続20年以
上かつ45歳
以上の退職

者が
いた企業

勤続20年以
上かつ45歳
以上の退職

者が
いない企業

不明
勤続20年以上
かつ45歳以上

の退職者 定年

退職給付（一時金・年金）制度の形態 退職一時金制度のみ

第42表　退職給付（一時金・年金）制度の形態、産業・企業規模、
　　　　退職者の有無別企業割合、退職事由別退職者割合（４－１）

(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ
注：1) [　]内の数値は、全企業のうち、退職給付（一時金・年金）制度がある企業割合である。
    2)（　）内の数値は、勤続20年以上かつ45歳以上の退職者がいた企業のうち、当該退職者を100とした退職者割合である。

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

サービス業（他に分類されないもの）

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

複 合 サ ー ビ ス 事 業

～ 人

情 報 通 信 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

調 査 産 業 計

定年

定年以外

会社都合 自己都合 早期優遇

退職給付（一時金・年金）制度の形態 計

勤続20年以上
かつ45歳以上

の退職者
産業・企業規模

勤続20年以
上かつ45歳
以上の退職

者が
いた企業

不明

勤続20年以
上かつ45歳
以上の退職

者が
いない企業

退職給付（一時金・
年金）制度がある

企業

退

職

者
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第42表　退職給付（一時金・年金）制度の形態、産業・企業規模、
　　　　退職者の有無別企業割合、退職事由別退職者割合（４－３）

(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ
注：1) [　]内の数値は、全企業のうち、退職給付（一時金・年金）制度がある企業割合である。
    2)（　）内の数値は、勤続20年以上かつ45歳以上の退職者がいた企業のうち、当該退職者を100とした退職者割合である。

～ 人

サービス業（他に分類されないもの）

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

定年以外

会社都合 自己都合 早期優遇

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

産業・企業規模
退職給付（一時金・
年金）制度がある

企業

勤続20年以
上かつ45歳
以上の退職

者が
いた企業

勤続20年以
上かつ45歳
以上の退職

者が
いない企業

不明
勤続20年以上
かつ45歳以上

の退職者 定年

退職給付（一時金・年金）制度の形態 退職年金制度のみ
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第42表　退職給付（一時金・年金）制度の形態、産業・企業規模、
　　　　退職者の有無別企業割合、退職事由別退職者割合（４－４）

(単位：％)

Ｔ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ
注：1) [　]内の数値は、全企業のうち、退職給付（一時金・年金）制度がある企業割合である。
    2)（　）内の数値は、勤続20年以上かつ45歳以上の退職者がいた企業のうち、当該退職者を100とした退職者割合である。

～ 人

サービス業（他に分類されないもの）

情 報 通 信 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

複 合 サ ー ビ ス 事 業

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

～ 人

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

機 械 関 連

定年以外

会社都合 自己都合 早期優遇

～ 人

調 査 産 業 計

人 以 上

～ 人

～ 人

産業・企業規模
退職給付（一時金・
年金）制度がある

企業

勤続20年以
上かつ45歳
以上の退職

者が
いた企業

勤続20年以
上かつ45歳
以上の退職

者が
いない企業

不明
勤続20年以上
かつ45歳以上

の退職者 定年

退職給付（一時金・年金）制度の形態 両制度併用
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Ｔ

　　　1,000  人　以　上　　

　　　  100   ～ 999 人

　　    　300 ～ 999 人　　

　　　    100 ～ 299 人　　

　　　   30   ～  99 人　　

Ｃ

Ｄ

Ｅ

　　　1,000  人　以　上　　

　　　  100   ～ 999 人

　　    　300 ～ 999 人　　

　　　    100 ～ 299 人　　

　　　   30   ～  99 人　　

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ
注：1) [　]内の数値は、全企業を100とした企業割合である。
    2) (　)内の数値は、年金受給資格がある退職者がいる企業の年金受給資格がある退職者を100とした退職者割合である。

退職年金制度があり、勤
続20年以上かつ45歳以上

の退職者がいた企業

サービス業（他に分類されないもの）

複 合 サ ー ビ ス 事 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

～ 人

～ 人

～ 人

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

人 以 上

～ 人

～ 人

第43表 　産業・企業規模、年金受給資格者の有無別

産業・企業規模

年金受給資
格がある退
職者がいた

企業

年金受給資
格がある退
職者がいな
い企業

年金受給資
格がある退
職者の有無

不明

調 査 産 業 計

退職年金制度

がある企業
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Ｔ

　　　1,000  人　以　上　　

　　　  100   ～ 999 人

　　    　300 ～ 999 人　　

　　　    100 ～ 299 人　　

　　　   30   ～  99 人　　

Ｃ

Ｄ

Ｅ

　　　1,000  人　以　上　　

　　　  100   ～ 999 人

　　    　300 ～ 999 人　　

　　　    100 ～ 299 人　　

　　　   30   ～  99 人　　

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

50～55 卸 売 業

56～61 小 売 業

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｎ

Ｏ

Ｐ

Ｑ

Ｒ サービス業（他に分類されないもの）

複 合 サ ー ビ ス 事 業

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 ， 娯 楽 業

教 育 ， 学 習 支 援 業

医 療 ， 福 祉

不 動 産 業 ， 物 品 賃 貸 業

学 術 研 究 ， 専 門 ・ 技 術 サ ー ビ ス 業

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業

運 輸 業 ， 郵 便 業

卸 売 業 ， 小 売 業

金 融 業 ， 保 険 業

機 械 関 連

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業

情 報 通 信 業

～ 人

消 費 関 連

素 材 関 連

～ 人

～ 人

～ 人

建 設 業

製 造 業

人 以 上

～ 人

～ 人

鉱 業 採 石 業 砂 利 採 取 業

人 以 上

～ 人

～ 人

調 査 産 業 計

企業割合、退職年金の受給方法別退職者割合

(単位：％)

産業・企業規模

退 職 年 金 の 受 給 方 法

年金の全部
を年金とし

て受給

年金全部を
一時金とし

て受給

年金の一部
を一時金、
一部を年金
として受給

年金受給資格
（公的年金及び
確定拠出年金

（個人型）は除

く。）がある

退職者
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第44表 　学歴・職種、勤続年数階級、

千円 万円 月分 千円 万円 月分

注：1)「退職給付額」は、平成29年１年間における勤続20年以上かつ年齢45歳以上の定年退職者の値であり、
併用の場合は、退職一時金額と年金現価額の計である。

　　2)「月収換算」は、退職時の所定内賃金に対する退職給付額割合である。

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

３ ５ 年 以 上

中 学 卒

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

大 学 ・ 大 学 院 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

学歴・職種、勤続年数階級

企業規模計 １，０００人以上

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

給付額
月収

 換算

月収

 換算

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

給付額
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企業規模別定年退職者１人平均退職給付額

千円 万円 月分 千円 万円 月分 千円 万円 月分

退職一時金制度のみの場合は退職一時金額、退職年金制度のみの場合は年金現価額、退職一時金制度と退職年金制度

１人平均
退 職

給付額

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

給付額

３００～９９９人 １００～２９９人 ３０～９９人

月収

 換算

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

給付額
月収

 換算

月収

 換算

退職時の
所定内
賃金

（月額）

退

職

給

付

額
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第45表 　学歴・職種、勤続年数階級、

千円 万円 月分 千円 万円 月分

注：1)「退職給付額」は、平成29年１年間における勤続20年以上かつ年齢45歳以上の会社都合退職者の値であり、
併用の場合は、退職一時金額と年金現価額の計である。

　　2)「月収換算」は、退職時の所定内賃金に対する退職給付額割合である。

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

中 学 卒

２ ０ ～ ２ ４ 年

３ ５ 年 以 上

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

高 校 卒

（現　業　職）

大 学 ・ 大 学 院 卒

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

高 校 卒

企業規模計 １，０００人以上

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

給付額

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

給付額

３ ５ 年 以 上

（管理・事務・技術職）

３ ５ 年 以 上

（管理・事務・技術職）

３ ５ 年 以 上

月収

 換算

月収

 換算

学歴・職種、勤続年数階級
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企業規模別会社都合退職者１人平均退職給付額

千円 万円 月分 千円 万円 月分 千円 万円 月分

退職一時金制度のみの場合は退職一時金額、退職年金制度のみの場合は年金現価額、退職一時金制度と退職年金制度

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

給付額

３００～９９９人

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

給付額
月収

 換算

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

給付額
月収

 換算

月収

 換算

１００～２９９人 ３０～９９人
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第46表 　学歴・職種、勤続年数階級、

千円 万円 月分 千円 万円 月分

注：1)「退職給付額」は、平成29年１年間における勤続20年以上かつ年齢45歳以上の自己都合退職者の値であり、
併用の場合は、退職一時金額と年金現価額の計である。

　　2)「月収換算」は、退職時の所定内賃金に対する退職給付額割合である。

中 学 卒

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

月収

 換算

月収

 換算

大 学 ・ 大 学 院 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

学歴・職種、勤続年数階級

企業規模計 １，０００人以上

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

給付額

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

給付額
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企業規模別自己都合退職者１人平均退職給付額

千円 万円 月分 千円 万円 月分 千円 万円 月分

退職一時金制度のみの場合は退職一時金額、退職年金制度のみの場合は年金現価額、退職一時金制度と退職年金制度

１人平均
退 職

給付額
月収

 換算

月収

 換算

３００～９９９人 １００～２９９人 ３０～９９人

月収

 換算

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

給付額

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

給付額

退職時の
所定内
賃金

（月額）
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第47表 　学歴・職種、勤続年数階級、

千円 万円 月分 千円 万円 月分

注：1)「退職給付額」は、平成29年１年間における勤続20年以上かつ年齢45歳以上の早期優遇退職者の値であり、
併用の場合は、退職一時金額と年金現価額の計である。

　　2)「月収換算」は、退職時の所定内賃金に対する退職給付額割合である。

中 学 卒

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

月収

 換算

月収

 換算

大 学 ・ 大 学 院 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

学歴・職種、勤続年数階級

企業規模計 １，０００人以上

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

給付額

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

給付額
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企業規模別早期優遇退職者１人平均退職給付額

千円 万円 月分 千円 万円 月分 千円 万円 月分

退職一時金制度のみの場合は退職一時金額、退職年金制度のみの場合は年金現価額、退職一時金制度と退職年金制度

１人平均
退 職

給付額
月収

 換算

月収

 換算

３００～９９９人 １００～２９９人 ３０～９９人

月収

 換算

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

給付額

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

給付額

退職時の
所定内
賃金

（月額）
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第48表 　学歴・職種、勤続年数階級、

千円 万円 月分 千円 万円 月分

注：1)「退職一時金額」は、平成29年１年間における勤続20年以上かつ年齢45歳以上の定年退職者の値であり、
　　2)「月収換算」は、退職時の所定内賃金に対する退職給付額割合である。

中 学 卒

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

月収

 換算

月収

 換算

大 学 ・ 大 学 院 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

学歴・職種、勤続年数階級

企業規模計 １，０００人以上

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

一時金額

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

一時金額
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企業規模別定年退職者１人平均退職一時金額（退職一時金制度のみ）

千円 万円 月分 千円 万円 月分 千円 万円 月分

退職一時金制度のみの場合における退職一時金額である。

１人平均
退 職

一時金額
月収

 換算

月収

 換算

３００～９９９人 １００～２９９人 ３０～９９人

月収

 換算

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

一時金額

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退 職

一時金額

退職時の
所定内
賃金

（月額）
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第49表 　学歴・職種、勤続年数階級、

千円 万円 月分 千円 万円 月分

注：1)「年金現価額」は、平成29年１年間における勤続20年以上かつ年齢45歳以上の定年退職者の値であり、
　　2)「月収換算」は、退職時の所定内賃金に対する退職給付額割合である。

中 学 卒

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

月収

 換算

月収

 換算

大 学 ・ 大 学 院 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

学歴・職種、勤続年数階級

企業規模計 １，０００人以上

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
年 金

現価額

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
年 金

現価額
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企業規模別定年退職者１人平均年金現価額（退職年金制度のみ）

千円 万円 月分 千円 万円 月分 千円 万円 月分

退職年金制度のみの場合における年金現価額である。

１人平均
年 金

現価額
月収

 換算

月収

 換算

３００～９９９人 １００～２９９人 ３０～９９人

月収

 換算

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
年 金

現価額

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
年 金

現価額

退職時の
所定内
賃金

（月額）
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第50表 　学歴・職種、勤続年数階級、

千円 万円 月分 万円 千円 万円 月分 万円

　　　1,000  人　以　上　　

　　　  100   ～ 999 人

　　    　300 ～ 999 人　　

　　　    100 ～ 299 人　　

　　　1,000  人　以　上　　

　　　  100   ～ 999 人

　　    　300 ～ 999 人　　

　　　    100 ～ 299 人　　

　　　1,000  人　以　上　　

　　　  100   ～ 999 人

　　    　300 ～ 999 人　　

　　　    100 ～ 299 人　　

　　　1,000  人　以　上　　

　　　  100   ～ 999 人

　　    　300 ～ 999 人　　

　　　    100 ～ 299 人　　

注：1)「退職給付額」は、平成29年１年間における勤続20年以上かつ年齢45歳以上の定年退職者の値であり、両制度併用の
　　2)「月収換算」は、退職時の所定内賃金に対する退職給付額割合である。

中 学 卒

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

退職給付
額のうち
年 金
現価額

退職給付
額のうち
年 金
現価額

大 学 ・ 大 学 院 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

学歴・職種、勤続年数階級

企業規模計 １，０００人以上

月収

 換算

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退　職

給付額

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退　職

給付額
月収

 換算
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企業規模別定年退職者１人平均退職給付額（両制度併用）

千円 万円 月分 万円 千円 万円 月分 万円 千円 万円 月分 万円

場合における退職一時金額と年金現価額の計である。

１人平均
退　職

給付額

退職給付
額のうち
年 金
現価額

退職給付
額のうち
年 金
現価額

３００～９９９人 ３０～９９人

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退　職

給付額

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均
退　職

給付額

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１００～２９９人

退職給付
額のうち
年 金
現価額

月収

 換算

月収

 換算

月収

 換算
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第51表 　学歴・職種、勤続年数階級、

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　

千円 千円 ％ 千円 千円 ％

　　　1,000  人　以　上　　

　　　  100   ～ 999 人

　　    　300 ～ 999 人　　

　　　    100 ～ 299 人　　

　　　1,000  人　以　上　　

　　　  100   ～ 999 人

　　    　300 ～ 999 人　　

　　　    100 ～ 299 人　　

　　　1,000  人　以　上　　

　　　  100   ～ 999 人

　　    　300 ～ 999 人　　

　　　    100 ～ 299 人　　

　　　1,000  人　以　上　　

　　　  100   ～ 999 人

　　    　300 ～ 999 人　　

　　　    100 ～ 299 人　　

注：1)「年金月額」は、平成29年１年間における勤続20年以上かつ年齢45歳以上の定年退職者の値であり、

中 学 卒

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

所定内賃金
に占める
割合

所定内賃金
に占める
割合

大 学 ・ 大 学 院 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

学歴・職種、勤続年数階級
退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均

年金月額

退職時の
所定内
賃金

（月額）

企業規模計 １，０００人以上

１人平均

年金月額
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企業規模別定年退職者１人平均年金月額（退職年金制度のみ）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　

千円 千円 ％ 千円 千円 ％ 千円 千円 ％

退職年金制度のみの場合における年金月額である。

１人平均

年金月額
所定内賃金
に占める
割合

所定内賃金
に占める
割合

３０～９９人３００～９９９人 １００～２９９人

所定内賃金
に占める
割合

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均

年金月額

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均

年金月額

退職時の
所定内
賃金

（月額）

年

金

月

額
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第52表 　学歴・職種、勤続年数階級、

千円 千円 ％ 千円 千円 ％

注：1)「年金月額」は、平成29年１年間における勤続20年以上かつ年齢45歳以上の定年退職者の値であり、

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

中 学 卒

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

大 学 ・ 大 学 院 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均

年金月額

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均

年金月額
所定内賃金
に占める
割合

所定内賃金
に占める
割合

学歴・職種、勤続年数階級

企業規模計 １，０００人以上
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企業規模別定年退職者１人平均年金月額（両制度併用）

千円 千円 ％ 千円 千円 ％ 千円 千円 ％

両制度併用の場合における年金月額である。

３０～９９人

所定内賃金
に占める
割合

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均

年金月額

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均

年金月額

退職時の
所定内
賃金

（月額）

１人平均

年金月額
所定内賃金
に占める
割合

所定内賃金
に占める
割合

３００～９９９人 １００～２９９人
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第53表　産業、学歴・職種、勤続年数階級、退職年金制度の支給形態別定年退職者

　　　　１人平均年金現価額及び一時金選択額（２－１）

万円 万円 ％ 万円 万円 ％ 万円 万円 ％
産　業　計

製　造　業

注：平成29年１年間における勤続20年以上かつ年齢45歳以上の定年退職者の値である。

３ ５ 年 以 上

３ ５ 年 以 上

中 学 卒

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

中 学 卒

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

大 学 ・ 大 学 院 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

両制度併用

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

１人平均
年金現価

額

年金現価
額に占め
る一時金
選択額の
割合

１人平均
一時金
選択額

１人平均
一時金
選択額

１人平均
年金現価

額

年金現価
額に占め
る一時金
選択額の
割合

１人平均
年金現価

額

年金現価
額に占め
る一時金
選択額の

割合

産業、学歴・職種、
勤続年数階級

計 退職年金制度のみ

３ ５ 年 以 上

大 学 ・ 大 学 院 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

１人平均
一時金
選択額
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第53表　産業、学歴・職種、勤続年数階級、退職年金制度の支給形態別定年退職者

　　　　１人平均年金現価額及び一時金選択額（２－２）

万円 万円 ％ 万円 万円 ％ 万円 万円 ％
非　製　造　業

注：平成29年１年間における勤続20年以上かつ年齢45歳以上の定年退職者の値である。

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ５ 年 以 上

３ ５ 年 以 上

（現　業　職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

中 学 卒

２ ５ ～ ２ ９ 年

両制度併用

１人平均
年金現価

額

年金現価
額に占め
る一時金
選択額の
割合

１人平均
年金現価

額

年金現価
額に占め
る一時金
選択額の

割合

１人平均
年金現価

額

年金現価
額に占め
る一時金
選択額の
割合

１人平均
一時金
選択額

１人平均
一時金
選択額

産業、学歴・職種、
勤続年数階級

計

大 学 ・ 大 学 院 卒

１人平均
一時金
選択額

退職年金制度のみ

３ ５ 年 以 上

３ ５ 年 以 上

高 校 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

高 校 卒

（管理・事務・技術職）

２ ０ ～ ２ ４ 年

２ ５ ～ ２ ９ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

３ ０ ～ ３ ４ 年

 199 

平成 30 年就労条件総合調査



第54-1表　年金月額階級、企業規模、学歴・職種別

合 計

～ 万円 未 満

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

万円 以 上

注：平成29年１年間における勤続20年以上かつ年齢45歳以上の定年退職者で、退職年金制度のみの場合における値である。

第54-2表　年金月額階級、企業規模、学歴・職種別

合 計

～ 万円 未 満

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

～ 万円

万円 以 上

注：平成29年１年間における勤続20年以上かつ年齢45歳以上の定年退職者で、両制度併用の場合における値である。

１人平均年金月額（千円）

管理・事務
・技術職

現業職
管理・事務
・技術職

現業職

年金月額階級

企　業　規　模　計 1 , 0 0 0 人 以 上 3 0 0 ～ 9 9 9 人

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

１人平均年金月額（千円）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

管理・事務
・技術職

現業職

年金月額階級

企　業　規　模　計

管理・事務
・技術職

現業職

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

1 , 0 0 0 人 以 上 3 0 0 ～ 9 9 9 人
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定年退職者割合及び１人平均年金月額(退職年金制度のみ)

（単位：％）

定年退職者割合及び１人平均年金月額(両制度併用)

（単位：％）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）管理・事務

・技術職
現業職

管理・事務
・技術職

現業職
管理・事務
・技術職

現業職

中　学　卒
（現業職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

3 0 0 ～ 9 9 9 人 1 0 0 ～ 2 9 9 人 3 0 ～ 9 9 人

高　校　卒

高　校　卒

管理・事務
・技術職

現業職
管理・事務
・技術職

高　校　卒

管理・事務
・技術職

1 0 0 ～ 2 9 9 人 3 0 ～ 9 9 人

中　学　卒
（現業職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

現業職 現業職

中　学　卒
（現業職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

中　学　卒
（現業職）

3 0 0 ～ 9 9 9 人
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第55表　勤続年数階級、退職給付額階級、企業規模、学歴・職種別

合 計

～ 万 円 未 満

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

万 円 以 上

第１・十分位数 万 円

第１・四分位数 万 円

中 位 数 万 円

第３・四分位数 万 円

第９・十分位数 万 円

注：「退職給付額」は、平成29年１年間における勤続20年以上かつ年齢45歳以上の定年退職者の値であり、退職一時金制度のみの場合は退職一時

　

十 分 位 分 散 係 数

退職給付額階級

企　業　規　模　計 1 , 0 0 0 人 以 上

現業職

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

四 分 位 分 散 係 数

管理・事務
・技術職

勤続年数階級 20年以上計

3 0 0 ～ 9 9 9 人

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

管理・事務
・技術職

現業職
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定年退職者割合及び特性値（退職給付制度計）（３－１）

（単位：％）

金額、退職年金制度のみの場合は年金現価額、両制度併用の場合は退職一時金額と年金現価額の計である。

現業職
管理・事務
・技術職

3 0 0 ～ 9 9 9 人

高　校　卒

現業職
管理・事務
・技術職

1 0 0 ～ 2 9 9 人 3 0 ～ 9 9 人

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）管理・事務

・技術職
現業職

中　学　卒
（現業職）

特

性

値
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第55表　勤続年数階級、退職給付額階級、企業規模、学歴・職種別

合 計

～ 万 円 未 満

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

万 円 以 上

第１・十分位数 万 円

第１・四分位数 万 円

中 位 数 万 円

第３・四分位数 万 円

第９・十分位数 万 円

注：「退職給付額」は、平成29年１年間における勤続20年以上かつ年齢45歳以上の定年退職者の値であり、退職一時金制度のみの場合は退職一時

十 分 位 分 散 係 数

退職給付額階級

企　業　規　模　計 1 , 0 0 0 人 以 上

現業職

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

四 分 位 分 散 係 数

管理・事務
・技術職

勤続年数階級 20年～34年

3 0 0 ～ 9 9 9 人

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

管理・事務
・技術職

現業職
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定年退職者割合及び特性値（退職給付制度計）（３－２）

（単位：％）

金額、退職年金制度のみの場合は年金現価額、両制度併用の場合は退職一時金額と年金現価額の計である。

現業職
管理・事務
・技術職

3 0 0 ～ 9 9 9 人

高　校　卒

現業職
管理・事務
・技術職

1 0 0 ～ 2 9 9 人 3 0 ～ 9 9 人

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）管理・事務

・技術職
現業職

中　学　卒
（現業職）
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第55表　勤続年数階級、退職給付額階級、企業規模、学歴・職種別

合 計

～ 万 円 未 満

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

万 円 以 上

第１・十分位数 万 円

第１・四分位数 万 円

中 位 数 万 円

第３・四分位数 万 円

第９・十分位数 万 円

注：「退職給付額」は、平成29年１年間における勤続20年以上かつ年齢45歳以上の定年退職者の値であり、退職一時金制度のみの場合は退職一時

十 分 位 分 散 係 数

退職給付額階級

企　業　規　模　計 1 , 0 0 0 人 以 上

現業職

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

四 分 位 分 散 係 数

管理・事務
・技術職

勤続年数階級 35年以上

3 0 0 ～ 9 9 9 人

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

管理・事務
・技術職

現業職
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定年退職者割合及び特性値（退職給付制度計）（３－３）

（単位：％）

金額、退職年金制度のみの場合は年金現価額、両制度併用の場合は退職一時金額と年金現価額の計である。

現業職
管理・事務
・技術職

3 0 0 ～ 9 9 9 人

高　校　卒

現業職
管理・事務
・技術職

1 0 0 ～ 2 9 9 人 3 0 ～ 9 9 人

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）管理・事務

・技術職
現業職

中　学　卒
（現業職）
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第56表　退職給付額階級、企業規模、学歴・職種別

合 計

～ 万 円 未 満

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

万 円 以 上

第１・十分位数 万 円

第１・四分位数 万 円

中 位 数 万 円

第３・四分位数 万 円

第９・十分位数 万 円

注：「退職給付額」は、平成29年１年間における勤続20年以上かつ年齢45歳以上の定年退職者の値であり、退職一時金制度のみの場合におけ

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

中　学　卒
（現業職）

高　校　卒

企　業　規　模　計 1 , 0 0 0 人 以 上 3 0 0 ～ 9 9 9 人

十 分 位 分 散 係 数

管理・事務
・技術職

現業職
管理・事務
・技術職

現業職

四 分 位 分 散 係 数

退職給付額階級
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定年退職者割合及び特性値（退職一時金制度のみ）

（単位：％）

る退職一時金額である。

管理・事務
・技術職

現業職

高　校　卒 高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

管理・事務
・技術職

現業職

3 0 ～ 9 9 人

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

中　学　卒
（現業職） 管理・事務

・技術職

3 0 0 ～ 9 9 9 人 1 0 0 ～ 2 9 9 人

現業職
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第57表　退職給付額階級、企業規模、学歴・職種別

合 計

～ 万 円 未 満

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

万 円 以 上

第１・十分位数 万 円

第１・四分位数 万 円

中 位 数 万 円

第３・四分位数 万 円

第９・十分位数 万 円

注：「退職給付額」は、平成29年１年間における勤続20年以上かつ年齢45歳以上の定年退職者の値であり、退職年金制度のみの場合における年金

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

中　学　卒
（現業職）

高　校　卒

企　業　規　模　計 1 , 0 0 0 人 以 上 3 0 0 ～ 9 9 9 人

十 分 位 分 散 係 数

管理・事務
・技術職

現業職
管理・事務
・技術職

現業職

四 分 位 分 散 係 数

退職給付額階級
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定年退職者割合及び特性値（退職年金制度のみ）

（単位：％）

現価額である。

管理・事務
・技術職

現業職

高　校　卒 高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

管理・事務
・技術職

現業職

3 0 ～ 9 9 人

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

中　学　卒
（現業職） 管理・事務

・技術職

3 0 0 ～ 9 9 9 人 1 0 0 ～ 2 9 9 人

現業職
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第58表　退職給付額階級、企業規模、学歴・職種別

合 計

～ 万 円 未 満

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

万 円 以 上

第１・十分位数 万 円

第１・四分位数 万 円

中 位 数 万 円

第３・四分位数 万 円

第９・十分位数 万 円

注：「退職給付額」は、平成29年１年間における勤続20年以上かつ年齢45歳以上の定年退職者の値であり、両制度併用の場合における退職一時

現業職

十 分 位 分 散 係 数

退職給付額階級

企　業　規　模　計 1 , 0 0 0 人 以 上

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）管理・事務

・技術職
現業職

四 分 位 分 散 係 数

管理・事務
・技術職

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

3 0 0 ～ 9 9 9 人
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定年退職者割合及び特性値（両制度併用）

（単位：％）

金額と年金現価額の計である。

管理・事務
・技術職

管理・事務
・技術職

管理・事務
・技術職

現業職

3 0 ～ 9 9 人

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）

3 0 0 ～ 9 9 9 人 1 0 0 ～ 2 9 9 人

大学・大学
院卒（管

理・事務・
技術職）

高　校　卒

中　学　卒
（現業職）現業職 現業職
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Ⅳ 時 系 列 表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔利用上の注意〕 

１ 昭和 59 年から平成 11 年までは、「賃金労働時間制度等総合調査」、平成 13 年から

「就労条件総合調査」として調査している。 

２ 調査期日は、平成 11年以前は 12 月末日現在、12 年度以降は１月１日現在であり、

調査年を表章している。 

３ 昭和 59 年は、産業大分類の「卸売・小売業，飲食店」には「飲食店」は含まない。 

４ 企業規模「100～299 人」及び「300～999 人」については平成６年から集計している。 

５ 平成 19 年以前は、調査対象を「本社の常用労働者が 30 人以上の会社組織の民営企

業（複合サービス事業を含まず）」としており、平成 20 年から「常用労働者が 30 人以

上の会社組織の民営企業（複合サービス事業を含まず）」とし、平成 27年からは「常

用労働者が 30人以上の民営企業（複合サービス事業を含む）」に範囲を拡大した。 

６ 平成 16 年から平成 20 年までは、平成 14年 3月改定の日本標準産業分類に基づき表

章し、平成 21 年から平成 27 年までは、平成 19 年 11 月改定の日本標準産業分類に基

づき表章している。平成 28 年からは、平成 25年 10 月改定の日本標準産業分類に基づ

き表章している。 
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1
)
 
 
企

業
に

お
い

て
最

も
多

く
の

労
働

者
が

適
用

さ
れ

る
１

日
の

所
定

労
働

時
間

を
平

均
し

た
も

の
で

あ
る

。

　
 
 
2
)
　

平
成

1
9
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

本
社

の
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
平

成
2
0
年

か
ら

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
に

範
囲

を
拡

大
し

た
。

　
 
 
3
)
 
 
平

成
2
6
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

常
用

労
働

者
が

3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
ま

た
、

「
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
」

を
含

ま
な

か
っ

た
が

、
平

成
2
7
年

よ
り

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
民

営
法

人
」

と
し

、
さ

ら
に

 
「

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

」
を

含
め

る
こ

と
と

し
た

。

　
 
 
 
 
 
1
0
0
 
 
 
 
 
～

 
 
 
 
 
2
9
9
 
 
 
 
 
人

～
人

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

Ｑ
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業

Ｅ
製

造
業

Ｆ
電

気
・

ガ
ス

・
熱

供
給

・
水

道
業

Ｔ
調

査
産

業
計

人
以

上

Ｉ
卸

売
業

小
売

業

Ｊ
金

融
業

保
険

業

Ｋ
不

動
産

業
物

品
賃

貸
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学

術
研

究
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

Ｏ
教

育
学

習
支

援
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Ｐ
医

療
福

祉

Ｎ
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

娯
楽

業

Ｒ
サ

ー
ビ

ス
業

　
 
 
 
 
 
 
　

時
系

列
１

表
 
 
　

産
業

・
企

業
規

模
別

、
１

企
業

平
均

１
日

の
所

定
労

働
時

間
 

（
単

位
：

時
間

、
分

）

Ｍ
宿

泊
業

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

Ｃ
鉱

業
採

石
業

砂
利

採
取

業

Ｄ
建

設
業

 
 
　

 
 
 
3
0
0
 
 
 
 
 
～

　
 
 
 
9
9
9
 
 
 
 
 
人

建
設
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調
査

産
業

計

人
以

上

～
人

～
人

～
人

～
人

鉱
業

卸
売

・
小

売
業

，
飲

食
店

運
輸

業

製
造
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電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

運
輸
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通

信
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鉱
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金
融
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保

険
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不
動

産
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サ
ー

ビ
ス

業

サ
ー

ビ
ス
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（

他
に
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類
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れ

な
い

も
の

）

医
療

福
祉

調
査

産
業

計

人
以

上

～
人

～
人

教
育

学
習

支
援

業

卸
売
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店
宿

泊
業

～
人

製
造
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気
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ガ
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熱
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業
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動

産
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金
融
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保
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業

～
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Ｇ
情

報
通

信
業

Ｈ
運

輸
業

郵
便

業

～
人
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1
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企

業
に

お
い

て
最

も
多

く
の

労
働

者
に

適
用
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れ

る
１

日
の

所
定

労
働

時
間

を
企

業
の

労
働

者
数

(
所

定
労

働
時

間
の

定
め

の
な

い
も

の
は

除
く

。
)
に

よ
り

加
重

平
均

し
た

も
の

で
あ

る
。

　
 
 
2
)
　

平
成

1
9
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

本
社

の
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
平

成
2
0
年

か
ら

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
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の

民
営

企
業
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に

範
囲

を
拡

大
し

た
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3
)
 
 
平

成
2
6
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

常
用

労
働

者
が

3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
ま

た
、

「
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
」

を
含

ま
な

か
っ

た
が

、
平

成
2
7
年

よ
り

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
民

営
法

人
」

と
し

、
さ

ら
に

 
「

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

」
を

含
め

る
こ

と
と

し
た

。

Ｏ
教

育
学
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支

援
業

Ｐ
医

療
福

祉

Ｑ
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事
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調
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計

人
以

上

～
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他

に
分
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い
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の
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情
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通
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Ｈ
運
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金

融
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動
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1
)
 
 
企

業
に

お
い

て
最

も
多

く
の

労
働

者
に

適
用

さ
れ

る
週

所
定

労
働

時
間

を
平

均
し

た
も

の
で

あ
る

。

　
 
 
2
)
　

平
成

1
9
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

本
社

の
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
平

成
2
0
年

か
ら

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
に

範
囲

を
拡

大
し

た
。

　
 
 
3
)
 
 
平

成
2
6
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

常
用

労
働

者
が

3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
ま

た
、

「
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
」

を
含

ま
な

か
っ

た
が

、
平

成
2
7
年

よ
り

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
民

営
法

人
」

と
し

、
さ

ら
に

 
「

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

」
を

含
め

る
こ

と
と

し
た

。
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業

Ｏ
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育
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支

援
業

不
動

産
業

飲
食

店
宿

泊
業
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療

福
祉

Ｍ
宿

泊
業
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食
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ー
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ス
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（
他

に
分
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れ
な

い
も
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Ｑ
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事
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Ｋ
不

動
産

業
物
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医
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（
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い

も
の

）
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Ｆ
電

気
・

ガ
ス

・
熱

供
給

・
水

道
業

Ｇ
情

報
通

信
業

教
育

学
習

支
援

業

Ｌ
学

術
研

究
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

Ｃ
鉱

業
採

石
業

砂
利

採
取

業

Ｄ
建

設
業

Ｅ
製

造
業

Ｈ
運

輸
業

郵
便

業

Ｉ
卸

売
業

小
売

業

Ｊ
金

融
業

保
険

業

Ｔ
調

査
産

業
計

人
以

上

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

鉱
業

建
設

業

～
人

 
 
　

 
 
 
3
0
0
 
 
 
 
 
～

　
 
 
 
9
9
9
 
 
 
 
 
人

　
 
 
 
 
 
1
0
0
 
 
 
 
 
～

 
 
 
 
 
2
9
9
 
 
 
 
 
人

～
人

情
報

通
信

業

金
融

・
保

険
業

不
動

産
業

サ
ー

ビ
ス

業

卸
売

・
小

売
業

調
査

産
業

計

人
以

上

～
人

～
人

運
輸

業

～
人

製
造

業

建
設

業

製
造

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

金
融

・
保

険
業

運
輸

・
通

信
業

サ
ー

ビ
ス

業

卸
売

・
小

売
業

，
飲

食
店

　
 
 
 
 
 
 
　

時
系

列
３

表
 
 
　

産
業

・
企

業
規

模
別

、
１

企
業

平
均

週
所

定
労

働
時

間
 

（
単

位
：

時
間

、
分

）

～
人

～
人

人
以

上

鉱
業

調
査

産
業

計

～
人

～
人
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年
昭

和
平

成
 
産

業
・

企
業

規
模

5
9
年

元
年

Ｔ

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

　
　

　
　

　
　

年
年

 
産

業
・

企
業

規
模

産
業

・
企

業
規

模

Ｔ
3
9
：

0
3

3
9
：

0
5

3
9
：

0
3

3
9
：

0
1

3
9
：

0
2

3
8
：

4
6

3
8
：

4
6

3
8
：

4
1

3
8
：

4
4

3
8
：

4
1

3
9
：

0
5

3
9
：

0
6

3
9
：

0
7

3
9
：

0
0

3
9
：

0
3

3
8
：

5
6

3
8
：

5
8

3
8
：

5
6

3
8
：

5
4

3
9
：

0
1

3
9
：

1
3

3
9
：

1
3

3
9
：

1
7

3
9
：

0
5

3
9
：

0
6

3
9
：

2
2

3
9
：

2
9

3
9
：

2
6

3
9
：

3
0

3
9
：

3
5

Ｄ
3
8
：

3
5

3
8
：

3
8

3
8
：

2
8

3
8
：

3
1

3
8
：

3
0

Ｅ
3
9
：

2
7

3
9
：

2
6

3
9
：

2
3

3
9
：

2
1

3
9
：

3
3

Ｆ
3
9
：

0
6

3
9
：

0
7

3
9
：

0
3

3
9
：

0
3

3
9
：

0
7

Ｇ
3
8
：

2
5

3
8
：

0
5

3
8
：

2
7

3
8
：

2
8

3
8
：

2
4

Ｈ
3
8
：

2
5

3
8
：

2
8

3
8
：

2
6

3
8
：

2
4

3
8
：

2
4

Ｉ
3
9
：

1
4

3
9
：

2
1

3
9
：

1
7

3
9
：

1
6

3
9
：

1
7

Ｊ
3
9
：

0
4

3
9
：

0
9

3
9
：

1
0

3
9
：

0
4

3
9
：

0
8

Ｋ
3
7
：

3
3

3
7
：

1
7

3
7
：

1
7

3
7
：

3
7

3
7
：

2
2

Ｌ
3
8
：

4
8

3
8
：

5
0

3
8
：

5
5

3
8
：

4
1

3
8
：

5
5

Ｍ
3
8
：

3
6

3
8
：

3
0

3
8
：

3
6

3
8
：

4
6

3
8
：

3
0

Ｎ
3
9
：

3
1

3
9
：

4
8

3
9
：

5
6

3
9
：

4
9

3
9
：

4
0

Ｏ
3
9
：

3
4

3
9
：

4
6

3
9
：

3
1

3
9
：

0
7

3
9
：

2
2

Ｑ
3
8
：

5
6

3
9
：

0
3

3
8
：

5
7

3
8
：

5
1

3
8
：

5
8

3
9
：

3
9

3
9
：

3
8

3
9
：

1
9

3
9
：

1
1

3
9
：

0
0

…
…

…
…

…
…

3
8
：

1
6

3
9
：

0
2

3
9
：

1
5

3
9
：

1
1

3
9
：

3
2

3
9
：

1
2

3
9
：

0
2

3
9
：

2
0

注
：

1
)
 
 
企

業
に

お
い

て
最

も
多

く
の

労
働

者
に

適
用

さ
れ

る
週

所
定

労
働

時
間

を
企

業
の

労
働

者
数

（
所

定
労

働
時

間
の

定
め

の
な

い
も

の
は

除
く

。
）

に
よ

り
加

重
平

均
し

た
も

の
で

あ
る

。

　
 
 
2
)
　

平
成

1
9
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

本
社

の
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
平

成
2
0
年

か
ら

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
に

範
囲

を
拡

大
し

た
。

　
 
 
3
)
 
 
平

成
2
6
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

常
用

労
働

者
が

3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
ま

た
、

「
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
」

を
含

ま
な

か
っ

た
が

、
平

成
2
7
年

よ
り

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
民

営
法

人
」

と
し

、
さ

ら
に

 
「

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

」
を

含
め

る
こ

と
と

し
た

。

～
人

Ｄ
建

設
業

Ｇ
情

報
通

信
業

 
 
　

 
 
 
3
0
0
 
 
 
 
 
～

　
 
 
 
9
9
9
 
 
 
 
 
人

～
人

Ｅ
製

造
業

Ｆ
電

気
・

ガ
ス

・
熱

供
給

・
水

道
業

　
 
 
 
 
 
 
　

時
系

列
４

表
 
 
　

産
業

・
企

業
規

模
別

、
労

働
者

１
人

平
均

週
所

定
労

働
時

間
 

（
単

位
：

時
間

、
分

）

Ｔ
調

査
産

業
計

人
以

上

調
査

産
業

計

人
以

上

～
人

～
人

卸
売

・
小

売
業

，
飲

食
店

金
融

・
保

険
業

不
動

産
業

～
人

～
人

～
人

鉱
業

建
設

業

製
造

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

サ
ー

ビ
ス

業

運
輸

・
通

信
業

～
人

不
動

産
業

飲
食

店
宿

泊
業

医
療

福
祉

サ
ー

ビ
ス

業

人
以

上

教
育

学
習

支
援

業

Ｐ
医

療
福

祉

Ｒ
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

Ｑ
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業

運
輸

業

卸
売

・
小

売
業

金
融

・
保

険
業

鉱
業

建
設

業

情
報

通
信

業

Ｍ
宿

泊
業

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

Ｎ
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

娯
楽

業

Ｃ
鉱

業
採

石
業

砂
利

採
取

業

　
 
 
 
 
 
1
0
0
 
 
 
 
 
～

 
 
 
 
 
2
9
9
 
 
 
 
 
人

製
造

業

～
人

～
人

Ｏ
教

育
学

習
支

援
業

Ｋ
不

動
産

業
物

品
賃

貸
業

Ｌ
学

術
研

究
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

Ｉ
卸

売
業

小
売

業

Ｈ
運

輸
業

郵
便

業

Ｊ
金

融
業

保
険

業

調
査

産
業

計
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年
昭

和
平

成
 
産

業
・

企
業

規
模

5
9
年

元
年

Ｔ

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

　
　

　
　

　
　

年
年

 
産

業
・

企
業

規
模

産
業

・
企

業
規

模

Ｔ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｑ

…
…

…
…

…
…

注
：

1
)
 
 
労

働
者

に
よ

っ
て

適
用

す
る

週
休

制
が

異
な

る
企

業
に

つ
い

て
は

、
最

も
多

く
の

労
働

者
に

適
用

し
て

い
る

週
休

制
の

形
態

を
当

該
企

業
の

形
態

と
し

た
。

　
 
 
2
)
　

平
成

1
9
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

本
社

の
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
平

成
2
0
年

か
ら

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
に

範
囲

を
拡

大
し

た
。

　
 
 
3
)
 
 
平

成
2
6
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

常
用

労
働

者
が

3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
ま

た
、

「
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
」

を
含

ま
な

か
っ

た
が

、
平

成
2
7
年

よ
り

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
民

営
法

人
」

と
し

、
さ

ら
に

 
「

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

」
を

含
め

る
こ

と
と

し
た

。

 
 
 
　

時
系

列
５

表
 
 
　

産
業

・
企

業
規

模
別

、
何

ら
か

の
週

休
２

日
制

採
用

企
業

割
合

　
　

　
（

単
位

：
％

）

～
人

調
査

産
業

計

人
以

上

～
人

～
人

～
人

鉱
業

建
設

業

製
造

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

運
輸

・
通

信
業

卸
売

・
小

売
業

，
飲

食
店

金
融

・
保

険
業

不
動

産
業

サ
ー

ビ
ス

業

人
以

上

～
人

調
査

産
業

計

～
人

～
人

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

サ
ー

ビ
ス

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

運
輸

業

卸
売

・
小

売
業

金
融

・
保

険
業

教
育

学
習

支
援

業

情
報

通
信

業

不
動

産
業

飲
食

店
宿

泊
業

医
療

福
祉

～
人

Ｃ
鉱

業
採

石
業

砂
利

採
取

業

Ｄ
建

設
業

Ｅ
製

造
業

鉱
業

～
人

建
設

業

製
造

業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

Ｑ
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業

Ｇ
情

報
通

信
業

Ｈ
運

輸
業

郵
便

業

Ｉ
卸

売
業

小
売

業

Ｐ
医

療
福

祉

Ｊ
金

融
業

保
険

業

Ｋ
不

動
産

業
物

品
賃

貸
業

Ｒ
サ

ー
ビ

ス
業

Ｍ
宿

泊
業

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

Ｎ
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

娯
楽

業

Ｏ
教

育
学

習
支

援
業

 
 
　

 
 
 
3
0
0
 
 
 
 
 
～

　
 
 
 
9
9
9
 
 
 
 
 
人

　
 
 
 
 
 
1
0
0
 
 
 
 
 
～

 
 
 
 
 
2
9
9
 
 
 
 
 
人

Ｔ
調

査
産

業
計

人
以

上

～
人

Ｌ
学

術
研

究
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

Ｆ
電

気
・

ガ
ス

・
熱

供
給

・
水

道
業
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年
昭

和
平

成
 
産

業
・

企
業

規
模

5
9
年

元
年

Ｔ

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

　
　

　
　

　
　

年
年

 
産

業
・

企
業

規
模

産
業

・
企

業
規

模

Ｔ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｑ

…
…

…
…

…
…

注
：

1
)
 
 
労

働
者

に
よ

っ
て

適
用

す
る

週
休

制
が

異
な

る
企

業
に

つ
い

て
は

、
最

も
多

く
の

労
働

者
に

適
用

し
て

い
る

週
休

制
の

形
態

を
当

該
企

業
の

形
態

と
し

た
。

　
 
 
2
)
　

平
成

1
9
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

本
社

の
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
平

成
2
0
年

か
ら

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
に

範
囲

を
拡

大
し

た
。

　
 
 
3
)
 
 
平

成
2
6
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

常
用

労
働

者
が

3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
ま

た
、

「
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
」

を
含

ま
な

か
っ

た
が

、

平
成

2
7
年

よ
り

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
民

営
法

人
」

と
し

、
さ

ら
に

 
「

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

」
を

含
め

る
こ

と
と

し
た

。

卸
売

・
小

売
業

～
人

鉱
業

調
査

産
業

計

人
以

上

～
人

Ｊ
金

融
業

保
険

業

Ｔ
調

査
産

業
計

人
以

上

Ｈ
運

輸
業

郵
便

業

Ｉ
卸

売
業

小
売

業

製
造

業

建
設

業

運
輸

業

～
人

～
人

金
融

・
保

険
業

不
動

産
業

飲
食

店
宿

泊
業

医
療

福
祉

～
人

不
動

産
業

サ
ー

ビ
ス

業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

教
育

学
習

支
援

業

サ
ー

ビ
ス

業

情
報

通
信

業

金
融

・
保

険
業

建
設

業

製
造

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

運
輸

・
通

信
業

卸
売

・
小

売
業

，
飲

食
店

鉱
業

調
査

産
業

計

人
以

上

～
人

～
人

～
人

～
人

　
 
 
 
 
 
　

時
系

列
６

表
 
 
　

産
業

・
企

業
規

模
別

、
完

全
週

休
２

日
制

採
用

企
業

割
合

　
　

　
（

単
位

：
％

）

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

Ｑ
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業

Ｌ
学

術
研

究
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

Ｍ
宿

泊
業

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

Ｎ
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

娯
楽

業

Ｏ
教

育
学

習
支

援
業

Ｋ
不

動
産

業
物

品
賃

貸
業

Ｇ
情

報
通

信
業

Ｐ
医

療
福

祉

Ｒ
サ

ー
ビ

ス
業

Ｅ
製

造
業

～
人

 
 
　

 
 
 
3
0
0
 
 
 
 
 
～

　
 
 
 
9
9
9
 
 
 
 
 
人

　
 
 
 
 
 
1
0
0
 
 
 
 
 
～

 
 
 
 
 
2
9
9
 
 
 
 
 
人

Ｃ
鉱

業
採

石
業

砂
利

採
取

業

Ｄ
建

設
業

Ｆ
電

気
・

ガ
ス

・
熱

供
給

・
水

道
業
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産
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・
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業
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模
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…
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…
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Ｔ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｑ

…
…

…
…

…
…

注
：

1
)
　

平
成

1
9
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

本
社

の
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
平

成
2
0
年

か
ら

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
に

範
囲

を
拡

大
し

た
。

　
 
 
2
)
 
 
平

成
2
6
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

常
用

労
働

者
が

3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
ま

た
、

「
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
」

を
含

ま
な

か
っ

た
が

、
平

成
2
7
年

よ
り

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
民

営
法

人
」

と
し

、
さ

ら
に

 
「

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

」
を

含
め

る
こ

と
と

し
た

。
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Ｆ
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熱
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Ｈ
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時
系

列
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産
業

・
企

業
規

模
別

、
何
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休
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日
制

適
用

労
働

者
割

合
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位

：
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注
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1
)
　

平
成

1
9
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

本
社

の
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
平

成
2
0
年

か
ら

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
に

範
囲

を
拡

大
し

た
。
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)
 
 
平

成
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6
年

以
前
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、

調
査

対
象

を
「

常
用

労
働

者
が

3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
ま

た
、

「
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
」

を
含

ま
な

か
っ

た
が

、
平

成
2
7
年

よ
り

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
民

営
法

人
」

と
し

、
さ

ら
に

 
「

複
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サ
ー
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ス

事
業

」
を

含
め
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こ

と
と

し
た
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さ
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熱
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Ｔ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｑ

…
…

…
…

…
…

注
：

1
)
 
 
年

間
休

日
総

数
に

つ
い

て
は

、
昭

和
5
9
年

は
調

査
し

て
い

な
い

。

　
 
 
2
)
 
 
企

業
に

お
い

て
最

も
多

く
の

労
働

者
に

適
用

さ
れ

る
年

間
休

日
総

数
を

平
均

し
た

も
の

で
あ

る
。

　
平

成
1
9
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

本
社

の
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
平

成
2
0
年

か
ら

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
に

範
囲

を
拡

大
し

た
。

　
 
 
4
)
 
 
平

成
2
6
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

常
用

労
働

者
が

3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
ま

た
、

「
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
」

を
含

ま
な

か
っ

た
が

、
平

成
2
7
年

よ
り

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
民

営
法

人
」

と
し

、
さ

ら
に

 
「

複
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サ
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業
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を
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る
こ

と
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た

。
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と

し
て

お
り

、
平

成
2
0
年

か
ら

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
に

範
囲

を
拡

大
し

た
。

　
 
 
4
)
 
 
平

成
2
6
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

常
用

労
働

者
が

3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
ま

た
、

「
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
」

を
含

ま
な

か
っ

た
が

、
平

成
2
7
年

よ
り

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
民

営
法

人
」

と
し

、
さ

ら
に

 
「

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

」
を

含
め

る
こ

と
と

し
た

。

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

Ｈ
運

輸
業

郵
便

業

Ｉ
卸

売
業

小
売

業

Ｊ
金

融
業

保
険

業

Ｏ
教

育
学

習
支

援
業

Ｐ
医

療
福

祉

Ｒ
サ

ー
ビ

ス
業

Ｋ
不

動
産

業
物

品
賃

貸
業

Ｌ
学

術
研

究
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

金
融

・
保

険
業

卸
売

・
小

売
業

Ｎ
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

娯
楽

業

Ｍ
宿

泊
業

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

　
 
 
 
 
 
1
0
0
 
 
 
 
 
～

 
 
 
 
 
2
9
9
 
 
 
 
 
人

～
人

Ｃ
鉱

業
採

石
業

砂
利

採
取

業

教
育

学
習

支
援

業

調
査

産
業

計

人
以

上

～
人

～
人

～
人

～
人

製
造

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

情
報

通
信

業

運
輸

業

建
設

業

鉱
業

不
動

産
業

飲
食

店
宿

泊
業

医
療

福
祉

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

サ
ー

ビ
ス

業

金
融

・
保

険
業

不
動

産
業

サ
ー

ビ
ス

業

卸
売

・
小

売
業

，
飲

食
店

～
人

～
人

～
人

～
人

鉱
業

建
設

業

製
造

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

運
輸

・
通

信
業

調
査

産
業

計

人
以

上

　
 
 
 
 
 
 
　

時
系

列
1
0
表

 
 
　

産
業

・
企

業
規

模
別

、
労

働
者

１
人

平
均

年
間

休
日

総
数

（
単

位
：

日
）

Ｑ
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業

Ｔ
調

査
産

業
計

人
以

上

～
人

 
 
　

 
 
 
3
0
0
 
 
 
 
 
～

　
 
 
 
9
9
9
 
 
 
 
 
人

Ｄ
建

設
業

Ｅ
製

造
業

Ｆ
電

気
・

ガ
ス

・
熱

供
給

・
水

道
業

Ｇ
情

報
通

信
業
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年
昭

和
平

成
 
産

業
・

企
業

規
模

5
9
年

元
年

Ｔ

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

　
　

　
　

　
　

年
年

 
産

業
・

企
業

規
模

産
業

・
企

業
規

模

Ｔ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｑ

…
…

…
…

…
…

注
：

1
)
 
 
「

付
与

日
数

」
に

は
、

繰
越

日
数

を
含

ま
な

い
。

　
 
 
2
)
　

平
成

1
9
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

本
社

の
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
平

成
2
0
年

か
ら

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
に

範
囲

を
拡

大
し

た
。

　
 
 
3
)
 
 
平

成
2
6
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

常
用

労
働

者
が

3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
ま

た
、

「
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
」

を
含

ま
な

か
っ

た
が

、
平

成
2
7
年

よ
り

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
民

営
法

人
」

と
し

、
さ

ら
に

 
「

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

」
を

含
め

る
こ

と
と

し
た

。

Ｐ
医

療
福

祉

Ｒ
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

Ｑ
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業

Ｊ
金

融
業

保
険

業

Ｋ
不

動
産

業
物

品
賃

貸
業

Ｌ
学

術
研

究
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

 
 
　

 
 
 
3
0
0
 
 
 
 
 
～

　
 
 
 
9
9
9
 
 
 
 
 
人

　
 
 
 
 
 
1
0
0
 
 
 
 
 
～

 
 
 
 
 
2
9
9
 
 
 
 
 
人

Ｏ
教

育
学

習
支

援
業

Ｄ
建

設
業

Ｅ
製

造
業

Ｆ
電

気
・

ガ
ス

・
熱

供
給

・
水

道
業

Ｇ
情

報
通

信
業

Ｈ
運

輸
業

郵
便

業

Ｉ
卸

売
業

小
売

業

Ｎ
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

娯
楽

業

Ｔ
調

査
産

業
計

人
以

上

～
人

～
人

Ｃ
鉱

業
採

石
業

砂
利

採
取

業

Ｍ
宿

泊
業

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

調
査

産
業

計

人
以

上

建
設

業

時
系

列
1
1
表

 
 
　

産
業

・
企

業
規

模
別

、
労

働
者

１
人

平
均

年
次

有
給

休
暇

の
付

与
日

数

（
単

位
：

日
）

～
人

～
人

～
人

～
人

鉱
業

製
造

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

運
輸

・
通

信
業

卸
売

・
小

売
業

，
飲

食
店

金
融

・
保

険
業

不
動

産
業

建
設

業

サ
ー

ビ
ス

業

～
人

～
人

～
人

～
人

鉱
業

製
造

業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

不
動

産
業

飲
食

店
宿

泊
業

医
療

福
祉

情
報

通
信

業

教
育

学
習

支
援

業

サ
ー

ビ
ス

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

金
融

・
保

険
業

運
輸

業

卸
売

・
小

売
業

調
査

産
業

計

人
以

上
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年

昭
和

平
成

 
産
業
・
企
業
規
模

5
9
年

元
年

Ｔ

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

　
　
　
　
　
　
年

年
 
産
業
・
企
業
規
模

産
業
・
企
業
規
模

Ｔ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｑ

…
…

…
…

…
…

注
：
1
)
 
 
１
年
間
に
実
際
に
取
得
し
た
日
数
で
あ
る
。

　
 
 
2
)
　
平
成
1
9
年
以
前
は
、
調
査
対
象
を
「
本
社
の
常
用
労
働
者
が
3
0
人
以
上
の
会
社
組
織
の
民
営
企
業
」
と
し
て
お
り
、
平
成
2
0
年
か
ら
「
常
用
労
働
者
が
3
0
人
以
上
の
会
社
組
織
の
民
営
企
業
」
に
範
囲
を
拡
大
し
た
。

　
 
 
3
)
 
 
平
成
2
6
年
以
前
は
、
調
査
対
象
を
「
常
用
労
働
者
が
3
0
人
以
上
の
会
社
組
織
の
民
営
企
業
」
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
「
複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
を
含
ま
な
か
っ
た
が
、
平
成
2
7
年
よ
り
「
常
用
労
働
者
が
3
0
人
以
上

の
民
営
法
人
」
と
し
、
さ
ら
に
 
「
複
合
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
を
含
め
る
こ
と
と
し
た
。

～
人

時
系

列
1
2
表

 
 
　

産
業

・
企

業
規

模
別

、
労

働
者

１
人

平
均

年
次

有
給

休
暇

の
取

得
日

数

（
単
位
：
日
）

～
人

調
査

産
業

計

人
以

上

～
人

～
人

鉱
業

建
設

業

～
人

製
造

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

運
輸

・
通

信
業

卸
売

・
小

売
業

，
飲

食
店

金
融

・
保

険
業

不
動

産
業

サ
ー

ビ
ス

業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

不
動

産
業

飲
食

店
宿

泊
業

医
療

福
祉

サ
ー

ビ
ス

業

～
人

Ｃ
鉱

業
採

石
業

砂
利

採
取

業

製
造

業

教
育

学
習

支
援

業

情
報

通
信

業

人
以

上

～
人

～
人

～
人

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

金
融

・
保

険
業

運
輸

業

卸
売

・
小

売
業

調
査

産
業

計

Ｄ
建

設
業

Ｅ
製

造
業

Ｆ
電

気
・

ガ
ス

・
熱

供
給

・
水

道
業

鉱
業

建
設

業

Ｒ
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

Ｑ
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業

Ｏ
教

育
学

習
支

援
業

Ｊ
金

融
業

保
険

業

Ｋ
不

動
産

業
物

品
賃

貸
業

Ｍ
宿

泊
業

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

Ｌ
学

術
研

究
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

Ｔ
調

査
産

業
計

人
以

上

～
人

 
 
　

 
 
 
3
0
0
 
 
 
 
 
～

　
 
 
 
9
9
9
 
 
 
 
 
人

　
 
 
 
 
 
1
0
0
 
 
 
 
 
～

 
 
 
 
 
2
9
9
 
 
 
 
 
人

Ｇ
情

報
通

信
業

Ｎ
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

娯
楽

業

Ｉ
卸

売
業

小
売

業

Ｐ
医

療
福

祉

Ｈ
運

輸
業

郵
便

業
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年
昭

和
平

成
 
産

業
・

企
業

規
模

5
9
年

元
年

Ｔ

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

　
　

　
　

　
　

年
年

 
産

業
・

企
業

規
模

産
業

・
企

業
規

模

Ｔ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｑ

…
…

…
…

…
…

注
：

1
)
 
 
「

取
得

率
」

は
、

（
取

得
日

数
計

／
付

与
日

数
計

）
×

1
0
0
(
％

)
で

あ
る

。

　
 
 
2
)
　

平
成

1
9
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

本
社

の
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
平

成
2
0
年

か
ら

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
に

範
囲

を
拡

大
し

た
。

　
 
 
3
)
 
 
平

成
2
6
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

常
用

労
働

者
が

3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
ま

た
、

「
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
」

を
含

ま
な

か
っ

た
が

、
平

成
2
7
年

よ
り

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
民

営
法

人
」

と
し

、
さ

ら
に

 
「

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

」
を

含
め

る
こ

と
と

し
た

。

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

Ｑ
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業

Ｊ
金

融
業

保
険

業

Ｋ
不

動
産

業
物

品
賃

貸
業

Ｌ
学

術
研

究
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

Ｍ
宿

泊
業

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

Ｎ
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

娯
楽

業

Ｏ
教

育
学

習
支

援
業

Ｄ
建

設
業

Ｅ
製

造
業

Ｆ
電

気
・

ガ
ス

・
熱

供
給

・
水

道
業

Ｇ
情

報
通

信
業

Ｃ
鉱

業
採

石
業

砂
利

採
取

業

Ｔ
調

査
産

業
計

人
以

上

～
人

 
 
　

 
 
 
3
0
0
 
 
 
 
 
～

　
 
 
 
9
9
9
 
 
 
 
 
人

　
 
 
 
 
 
1
0
0
 
 
 
 
 
～

 
 
 
 
 
2
9
9
 
 
 
 
 
人

～
人

不
動

産
業

飲
食

店
宿

泊
業

医
療

福
祉

教
育

学
習

支
援

業

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

情
報

通
信

業

Ｐ
医

療
福

祉

Ｒ
サ

ー
ビ

ス
業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

金
融

・
保

険
業

運
輸

業

卸
売

・
小

売
業

Ｈ
運

輸
業

郵
便

業

Ｉ
卸

売
業

小
売

業

製
造

業

～
人

～
人

～
人

鉱
業

建
設

業

調
査

産
業

計

人
以

上

～
人

建
設

業

製
造

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

運
輸

・
通

信
業

卸
売

・
小

売
業

，
飲

食
店

金
融

・
保

険
業

不
動

産
業

サ
ー

ビ
ス

業

～
人

～
人

～
人

～
人

鉱
業

調
査

産
業

計

人
以

上

時
系

列
1
3
表

 
 
　

産
業

・
企

業
規

模
別

、
労

働
者

１
人

平
均

年
次

有
給

休
暇

の
取

得
率

（
単

位
：

％
）
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年
昭

和
平

成
 
産

業
・

企
業

規
模

5
9
年

元
年

Ｔ
・

・
・

・
…

…
…

・
・

・
・

…
…

…

・
・

・
・

…
…

…

・
・

・
・

…
…

…
…

…
…

…

・
・

・
・

…
…

…
…

…
…

…

・
・

・
・

…
…

…

Ｄ
・

・
・

・
…

…
…

Ｅ
・

・
・

・
…

…
…

Ｆ
・

・
・

・
…

…
…

Ｇ
・

・
・

・
…

…
…

Ｈ
・

・
・

・
…

…
…

Ｉ
・

・
・

・
…

…
…

Ｊ
・

・
・

・
…

…
…

Ｋ
・

・
・

・
…

…
…

Ｌ
・

・
・

・
…

…
…

　
　

　
　

　
　

年
年

 
産

業
・

企
業

規
模

産
業

・
企

業
規

模

Ｔ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｑ

…
…

…
…

…
…

注
：

1
)
　

平
成

1
9
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

本
社

の
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
平

成
2
0
年

か
ら

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
に

範
囲

を
拡

大
し

た
。

　
 
 
2
)
 
 
平

成
2
6
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

常
用

労
働

者
が

3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
ま

た
、

「
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
」

を
含

ま
な

か
っ

た
が

、
平

成
2
7
年

よ
り

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
民

営
法

人
」

と
し

、
さ

ら
に

 
「

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

」
を

含
め

る
こ

と
と

し
た

。

～
人

時
系

列
1
4
表

　
産

業
・

企
業

規
模

別
、

年
次

有
給

休
暇

の
計

画
的

付
与

制
度

が
あ

る
企

業
割

合

（
単

位
：

％
）

～
人

調
査

産
業

計

人
以

上

～
人

～
人

鉱
業

建
設

業

製
造

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

運
輸

・
通

信
業

卸
売

・
小

売
業

，
飲

食
店

金
融

・
保

険
業

調
査

産
業

計

人
以

上

～
人

～
人

不
動

産
業

建
設

業

サ
ー

ビ
ス

業

～
人

～
人

鉱
業

Ｇ
情

報
通

信
業

教
育

学
習

支
援

業

Ｌ
学

術
研

究
専

門
・
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労
働

者
が

3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
ま

た
、

「
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
」

を
含

ま
な

か
っ

た
が

、
平

成
2
7
年

よ
り

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
民

営
法

人
」

と
し

、
さ

ら
に

 
「

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

」
を

含
め

る
こ

と
と

し
た

。

時
系

列
1
8
表

　
 
　

産
業

・
企

業
規

模
別

、
フ

レ
ッ

ク
ス

タ
イ

ム
制

を
採

用
し

て
い

る
企

業
割

合

　
　

　
（

単
位

：
％

）

人
以

上

調
査

産
業

計

不
動

産
業

～
人

～
人

～
人

～
人

鉱
業

建
設

業

製
造

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

運
輸

・
通

信
業

卸
売

・
小

売
業

，
飲

食
店

金
融

・
保

険
業

サ
ー

ビ
ス

業

教
育

学
習

支
援

業

～
人

Ｈ
運

輸
業

郵
便

業

鉱
業

建
設

業

調
査

産
業

計

人
以

上

～
人

～
人

～
人

製
造

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

運
輸

業

不
動

産
業

飲
食

店
宿

泊
業

医
療

福
祉

情
報

通
信

業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

サ
ー

ビ
ス

業

卸
売

・
小

売
業

金
融

・
保

険
業

Ｐ
医

療
福

祉

Ｃ
鉱

業
採

石
業

砂
利

採
取

業

Ｔ
調

査
産

業
計

人
以

上

Ｆ
電

気
・

ガ
ス

・
熱

供
給

・
水

道
業

 
 
　

 
 
 
3
0
0
 
 
 
 
 
～

　
 
 
 
9
9
9
 
 
 
 
 
人

　
 
 
 
 
 
1
0
0
 
 
 
 
 
～

 
 
 
 
 
2
9
9
 
 
 
 
 
人

Ｄ
建

設
業

Ｅ
製

造
業

Ｇ
情

報
通

信
業

Ｍ
宿

泊
業

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

Ｎ
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

娯
楽

業

Ｏ
教

育
学

習
支

援
業

Ｒ
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

Ｑ
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業

Ｉ
卸

売
業

小
売

業

Ｊ
金

融
業

保
険

業

Ｋ
不

動
産

業
物

品
賃

貸
業

Ｌ
学

術
研

究
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

～
人

～
人
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年
昭

和
平

成
 
産

業
・

企
業

規
模

5
9
年

元
年

Ｔ
・

・
・

・
…

…
…

・
・

・
・

…
…

…

・
・

・
・

…
…

…

・
・

・
・

…
…

…
…

…
…

・
・

・
・

…
…

…
…

…
…

・
・

・
・

…
…

…

Ｄ
・

・
・

・
…

…
…

Ｅ
・

・
・

・
…

…
…

Ｆ
・

・
・

・
…

…
…

Ｇ
・

・
・

・
…

…
…

Ｈ
・

・
・

・
…

…
…

Ｉ
・

・
・

・
…

…
…

Ｊ
・

・
・

・
…

…
…

Ｋ
・

・
・

・
…

…
…

Ｌ
・

・
・

・
…

…
…

　
　

　
　

　
　

年
年

 
産

業
・

企
業

規
模

産
業

・
企

業
規

模

Ｔ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｑ

…
…

…
…

…
…

注
：

1
)
　

平
成

1
9
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

本
社

の
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
平

成
2
0
年

か
ら

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
に

範
囲

を
拡

大
し

た
。

　
 
 
2
)
 
 
平

成
2
6
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

常
用

労
働

者
が

3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
ま

た
、

「
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
」

を
含

ま
な

か
っ

た
が

、
平

成
2
7
年

よ
り

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
民

営
法

人
」

と
し

、
さ

ら
に

 
「

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

」
を

含
め

る
こ

と
と

し
た

。

時
系

列
1
9
表

　
 
　

産
業

・
企

業
規

模
別

、
事

業
場

外
み

な
し

労
働

時
間

制
を

採
用

し
て

い
る

企
業

割
合

　
　

　
（

単
位

：
％

）

人
以

上

調
査

産
業

計

不
動

産
業

～
人

～
人

～
人

～
人

鉱
業

建
設

業

製
造

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

運
輸

・
通

信
業

卸
売

・
小

売
業

，
飲

食
店

金
融

・
保

険
業

サ
ー

ビ
ス

業

調
査

産
業

計
Ｔ

調
査

産
業

計

人
以

上
人

以
上

～
人

～
人

～
人

 
 
　

 
 
 
3
0
0
 
 
 
 
 
～

　
 
 
 
9
9
9
 
 
 
 
 
人

～
人

　
 
 
 
 
 
1
0
0
 
 
 
 
 
～

 
 
 
 
 
2
9
9
 
 
 
 
 
人

～
人

～
人

鉱
業

Ｃ
鉱

業
採

石
業

砂
利

採
取

業

建
設

業
Ｄ

建
設

業

製
造

業
Ｅ

製
造

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業
Ｆ

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

情
報

通
信

業
Ｇ

情
報

通
信

業

運
輸

業
Ｈ

運
輸

業
郵

便
業

卸
売

・
小

売
業

Ｉ
卸

売
業

小
売

業

金
融

・
保

険
業

Ｊ
金

融
業

保
険

業

不
動

産
業

Ｋ
不

動
産

業
物

品
賃

貸
業

飲
食

店
宿

泊
業

Ｌ
学

術
研

究
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

医
療

福
祉

Ｍ
宿

泊
業

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

教
育

学
習

支
援

業
Ｎ

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

業
娯

楽
業

サ
ー

ビ
ス

業
Ｏ

教
育

学
習

支
援

業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

Ｐ
医

療
福

祉

Ｑ
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業

Ｒ
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）
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年
昭

和
平

成
 
産

業
・

企
業

規
模

5
9
年

元
年

Ｔ
・

・
・

・
…

…
…

・
・

・
・

…
…

…

・
・

・
・

…
…

…

・
・

・
・

…
…

…
…

…
…

・
・

・
・

…
…

…
…

…
…

・
・

・
・

…
…

…

Ｄ
・

・
・

・
…

…
…

Ｅ
・

・
・

・
…

…
…

Ｆ
・

・
・

・
…

…
…

Ｇ
・

・
・

・
…

…
…

Ｈ
・

・
・

・
…

…
…

Ｉ
・

・
・

・
…

…
…

Ｊ
・

・
・

・
…

…
…

Ｋ
・

・
・

・
…

…
…

Ｌ
・

・
・

・
…

…
…

　
　

　
　

　
　

年
年

 
産

業
・

企
業

規
模

産
業

・
企

業
規

模

Ｔ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｑ

…
…

…
…

…
…

注
：

1
)
 
 
専

門
業

務
型

裁
量

労
働

制
は

平
成

1
1
年

ま
で

「
裁

量
労

働
の

み
な

し
労

働
時

間
制

」
と

し
て

調
査

し
た

も
の

で
あ

る
。

　
 
 
2
)
　

平
成

1
9
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

本
社

の
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
平

成
2
0
年

か
ら

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
に

範
囲

を
拡

大
し

た
。

　
 
 
3
)
 
 
平

成
2
6
年

以
前

は
、

調
査

対
象

を
「

常
用

労
働

者
が

3
0
人

以
上

の
会

社
組

織
の

民
営

企
業

」
と

し
て

お
り

、
ま

た
、

「
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業
」

を
含

ま
な

か
っ

た
が

、
平

成
2
7
年

よ
り

「
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
民

営
法

人
」

と
し

、
さ

ら
に

 
「

複
合

サ
ー

ビ
ス

事
業

」
を

含
め

る
こ

と
と

し
た

。

不
動

産
業

飲
食

店
宿

泊
業

医
療

福
祉

～
人

Ｃ
鉱

業
採

石
業

砂
利

採
取

業

Ｄ
建

設
業

製
造

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

情
報

通
信

業

運
輸

業

Ｑ
複

合
サ

ー
ビ

ス
事

業

Ｐ
医

療
福

祉

Ｏ
教

育
学

習
支

援
業

Ｎ
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

娯
楽

業
教

育
学

習
支

援
業

サ
ー

ビ
ス

業
（

他
に

分
類

さ
れ

な
い

も
の

）

Ｒ
サ

ー
ビ

ス
業

（
他

に
分

類
さ

れ
な

い
も

の
）

卸
売

・
小

売
業

金
融

・
保

険
業

～
人

～
人

～
人

～
人

鉱
業

建
設

業

調
査

産
業

計

人
以

上

サ
ー

ビ
ス

業

製
造

業

電
気

・
ガ

ス
・

熱
供

給
・

水
道

業

運
輸

・
通

信
業

卸
売

・
小

売
業

，
飲

食
店

金
融

・
保

険
業

不
動

産
業

時
系

列
2
0
表

　
 
　

産
業

・
企

業
規

模
別

、
専

門
業

務
型

裁
量

労
働

制
を

採
用

し
て

い
る

企
業

割
合

（
単

位
：

％
）

調
査

産
業

計

人
以

上

～
人

～
人

～
人

～
人

鉱
業

建
設

業

Ｍ
宿

泊
業

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業

Ｌ
学

術
研

究
専

門
・

技
術

サ
ー

ビ
ス

業

Ｇ
情

報
通

信
業

Ｈ
運

輸
業

郵
便

業

Ｉ
卸

売
業

小
売

業

Ｊ
金

融
業

保
険

業

Ｋ
不

動
産

業
物

品
賃

貸
業

Ｆ
電

気
・

ガ
ス

・
熱

供
給

・
水

道
業

Ｔ
調

査
産

業
計

人
以

上

～
人

 
 
　

 
 
 
3
0
0
 
 
 
 
 
～

　
 
 
 
9
9
9
 
 
 
 
 
人

　
 
 
 
 
 
1
0
0
 
 
 
 
 
～

 
 
 
 
 
2
9
9
 
 
 
 
 
人

Ｅ
製

造
業
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Ⅴ 調 査 票 
 





1
こ

の
調

査
は

、
常

用
労

働
者

が
3
0
人

以
上

の
民

営
企

業
を

対
象

と
し

て
い

ま
す

（
注

１
）

。

2

都
道

府
県

番
号

一
連

番
号

産
業

分
類

番
号

企
業

規
模

番
号

3
1

2
3

フ
リ

ガ
ナ

4
該

当
す

る
番

号
を

○
で

囲
む

回
答

に
つ

い
て

は
、

特
に

断
り

の
な

い
限

り
、

該
当

す
る

番
号

を
１

つ
選

ん
で

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
回

答
欄

が
1

2
3

の
よ

う
に

網
掛

け
に

な
っ

て
い

る
場

合
は

、
複

数
回

答
可

と
な

っ
て

い
ま

す
。

5
こ

の
調

査
票

は
、

特
に

断
り

の
な

い
限

り
、
平
成

3
0
年
１
月
１
日
現
在
の
状
況

に
つ

い
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

所
属

部
局

名
6

電
話

　
（

　
　

　
　

　
）

　
　

　
　

局
　

　
　

　
　

番
（

内
線

　
　

　
番

）

7
記

入
の

終
わ

っ
た

調
査

票
は

、
同

封
の

返
信

用
封

筒
に

入
れ

、
平
成

3
0
年

1
月

2
3
日
ま
で
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

（
所

在
地

、
企

業
名

に
変

更
等

が
あ

り
ま

し
た

ら
訂

正
を

お
願

い
し

ま
す

。
）

8
調

査
票

の
記

入
に

つ
い

て
ご

質
問

が
あ

り
ま

し
た

ら
、

下
記

連
絡

先
ま

で
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。

３
 
労

働
組

合
の

有
無

　
問

い
合

わ
せ

先
厚
生
労
働
省
就
労
条
件
総
合
調
査
事
務
局

【
T
E
L
】
　
　
０
１
２
０
－
１
７
８
－
８
５
７

5

【
F
A

X
】
　

  
 ０
３
－
６
８
２
５
－
４
０
６
２

【
e
-
m

ai
l】

 s
yu

ro
u
@

su
re

c
e
.c

o
.jp

４
 
全

常
用

労
働

者
の

う
ち

、
期

間
を

定
め

ず
に

雇
わ

れ
て

い
る

労
働

者
数

　

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
除
く
。
)
 

千
人

Ⅰ
　

企
業

の
属

性
 
１

 
主

な
生

産
品

の
名

称
又

は
事

業
の

内
容

　
6

(
注

２
)

「
常

用
労

働
者

」
と

は
、

次
の

①
又

は
②

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
を

い
い

ま
す

。

 
①

期
間

を
定

め
ず

に
雇

わ
れ

て
い

る
労

働
者

 
②

１
か

月
以

上
の

期
間

を
定

め
て

雇
わ

れ
て

い
る

労
働

者
 
２

 
企

業
全

体
の

全
常

用
労

働
者

数
5
,
0
0
0
人

1
,
0
0
0

 
3
0
0

 
1
0
0

 
3
0

～
～

～
～

(
注

３
)

「
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

」
と

は
、

１
日

の
所

定
労

働
時

間
が

貴
社

の
一

般
の

労
働

者
よ

り
短

い
者

(
本
社
･
支
社
を
合
わ
せ
た
全
常
用
労
働
者
数
)

以
上

4
,
9
9
9
人

9
9
9
人

又
は

１
日

の
所

定
労

働
時

間
が

貴
社

の
一

般
の

労
働

者
と

同
じ

で
あ

っ
て

も
１

週
の

所
定

労
働

日
数

(
注
２
)

が
少

な
い

労
働

者
を

い
い

ま
す

。

4

(
注

１
)

「
民

営
企

業
」

に
は

、
医

療
法

人
、

社
会

福
祉

法
人

、
各

種
協

同
組

合
等

の
会

社
組

織
以

外
の

法
人

も
含

み
ま

す
。

 こ
の
調
査
票
の
Ｉ-

5
以
降
の
設
問
は
、
「
Ⅰ

-
4
全
常
用
労
働
者
（
注
２
）
の
う
ち
、
期
間
を
定
め
ず
に
雇
わ
れ
て
い
る

 労
働
者
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
（
注
３
）
を
除
く
。
）
」
に
つ
い
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

調
査

票

氏
名

５9
9
人

2
9
9
人

１
２

３
４

統
計

法
に

基
づ

く
一

般
統

計
調

査

記 入 担 当 者

連 絡 先

無

企 業 の 名 称 ・ 所 在 地

秘
厚

生
労

働
省

平
成

3
0
年

就
労

条
件

総
合

調
査

有

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＠

２
１

記
入

に
当

た
っ

て
は

、
給

与
、

会
計

、
人

事
等

に
つ

い
て

よ
く

把
握

さ
れ

て
い

る
方

が
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

ま
た

、
別

冊
の

「
記

入
要

領
」

を
必

ず
読

ん
で

、
黒

の
イ

ン
ク

、
又

は
ボ

ー
ル

ペ
ン

を
使

用
し

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

こ
の

調
査

は
、

企
業

を
単

位
と

し
て

依
頼

し
て

お
り

ま
す

の
で

、
本

社
（

本
店

）
の

ほ
か

に
、

支
社

、
工

場
、

出
張

所
な

ど
の

事
業

所
が

あ
れ

ば
、

そ
れ

ら
も

含
め

て
回

答
し

て
く

だ
さ

い
。

な
お

、
本

社
（

本
店

）
以

外
の

事
業

所
に

こ
の

調
査

票
が

到
着

し
た

場
合

は
、

お
手

数
で

す
が

本
社

（
本

店
）

の
担

当
部

署
へ

回
送

を
お

願
い

し
ま

す
。

こ
の
調
査
票
に
記
入
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
秘
密
の
保
護
に
万
全
を
期
し
、
統
計
作

成
以
外
の
目
的
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
の
で
、
あ
り
の
ま
ま
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
票
に
よ
る
回
答
も
可
能
で
す
の
で
、
詳
し
く
は
「オ
ン
ラ
イ
ン
調
査

利
用
ガ
イ
ド
」を
ご
覧
下
さ
い
。

統
計
法
に
基
づ
く
国
の
統
計
調
査
で

す
。
調
査
票
情
報
の
秘
密
の
保
護
に

万
全
を
期
し
ま
す
。

-
1
-

SAMPLE

 239 

平成 30 年就労条件総合調査



-
1
頁
裏

-

SAMPLE

 240 

平成 30 年就労条件総合調査



時
間

分
時

間
分

千
人

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

7

２
 
 
週

休
制

千
人

１
 
所

定
労

働
時

間
（
休
憩
時
間
、
残
業
時
間
は
含
み
ま
せ
ん
。
）

2
0

2
1

2
2

8

2
3

9

(
注

)
 
1
)
 
 
月

３
回

、
隔

週
、

月
２

回
、

月
１

回
の

週
休

２
日

制
の

他
、

３
勤

１
休

、
４

勤
１

休
等

を
い

い
ま

す
。

 
 
 
 
 
2
)
 
 
月

１
回

以
上

週
休

３
日

制
､
３

勤
３

休
､
３

勤
４

休
等

を
い

い
ま

す
。

１
２

０
７

１
７

～

4
0
:
0
0

～

4
2
:
0
1

4
4
:
0
1

4
4
:
0
0

4
2
:
0
0

3
9
:
5
9

3
8
:
5
9

０
６

 
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
大
学
に
お
け
る

 
教
授
研
究

 
弁
理
士

 
公
認
会
計
士

週
所
定
労
働
時
間

3
5
:
0
0

3
6
:
0
0

3
7
:
0
0

3
8
:
0
0

3
6
:
5
9

3
7
:
5
9

～

Ｉ
-
5
以

降
の

設
問

は
す

べ
て

「
Ⅰ

-
 
4
 
全

常
用

労
働

者
の

う
ち

、
期

間
を

定
め

ず
に

雇
わ

れ
て

い
る

労
働

者
（

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
を

除
く

。
)
」

に
つ

い
て

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

(
2
)
 
週
所
定
労
働
時
間
別
に
適
用
労
働
者
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
週
休
制
の
形
態
別
に
適
用
労
働
者
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

3
4
:
5
9

3
5
:
5
9

～
3
9
:
0
0

～ ～

適
用
労
働
者
数

１
８

１
９

事
業
運
営
の
企
画
、
立
案
、
調
査
及
び
分
析

 
建
築
士
（
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
、

 
木
造
建
築
士
）

 
弁
護
士

１
１

完
全
週
休
２
日
制

完
全
週
休
２
日
制
よ
り
休
日
日
数
が
実
質
的

に
多
い
制
度

(
注

2
)～ 計～ ～

4
0
:
0
1

５
　
次
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
貴
社
で
従
事
す
る
労
働
者
が
い
る
業
務
に
該
当
す
る
番
号
を
、
す
べ
て
○
で
囲
ん
で

　
く
だ
さ
い
（
た
だ
し
､
資
格
を
有
す
る
者
が
い
て
も
､
そ
の

業
務
に
従
事
し
て
い
な
け
れ
ば
該
当
し
ま
せ
ん
。

)
｡

 
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト

 
中
小
企
業
診
断
士

 
シ
ス
テ
ム
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

 
イ
ン
テ
リ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

 
ゲ
ー
ム
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
創
作

１
０

週
所
定
労
働
時
間

時
間

０
１

０
２

 
金
融
工
学
等
の
知
識
を
用
い
て
行
う
金
融

 
商
品
の
開
発

Ⅱ
　

労
働

時
間

制
度

０
９

 
新
商
品
又
は
新
技
術
の
研
究
開
発
等

 
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
分
析
又
は
設
計

 
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
又
は
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

０
４

０
５

 
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー

 
デ
ザ
イ
ナ
ー

 
記
事
又
は
放
送
番
組
の
取
材
又
は
編
集

０
３

０
８

 
税
理
士

１
３

１
４

１
５

 
不
動
産
鑑
定
士

本
社
・
支
社
の
別
、
労
働
者
の
種
類
な
ど

に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
は
、
最
も
多
く
の

労
働
者
に
適
用
さ
れ
て
い
る
所
定
労
働
時

間
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

２
０

１
６

監
視
又
は
断
続
労
働
に
従
事

す
る
者
、
監
督
又
は
管
理
の

地
位
に
あ
る
者
な
ど
で
、
労

働
時
間
の
定
め
の
な
い
者
は

除
外
し
て
く
だ
さ
い
。

次
の
「
２
 
週
休
制
」
に
お

い
て
も
同
様
に
除
外
し
て
く

だ
さ
い
。

計

週
休
制
の
形
態

適
用
労
働
者
数

 
週
休
１
日
制
又
は
週
休
１
日
半
制

 
何
ら
か
の

週
休
２
日

制

完
全

週
休

２
日

制
よ

り
休

日
日

数
が

実
質

的
に

少
な

い
制

度
(
注

1
)

１
日
の
所
定
労
働
時
間

分

(
1
)
 
就
業
規
則
等
で
定
め
ら
れ
た
１
日
の
所
定
労
働
時
間
及
び
週
所
定
労
働
時
間
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
２
つ

の
欄
（

１

(
2
)
の
計
と

２
の
計

）

は
一
致
し

ま
す
。

ま
た
、
１

頁
Ⅰ
－

４
の

期
間
を
定

め
ず
に

雇
わ

れ
て
い
る

常
用
労

働
者

数
と
一
致

す
る
場

合
と

そ
れ
よ
り

少
な
い

場
合

が
あ
り
ま

す
。

-
2
-
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Ⅱ
　

労
働

時
間

制
度

３
　

年
間

休
日

総
数

４
　

年
次

有
給

休
暇

・
（
１
）
②
,
③
の
年
次
有
給
休
暇
の
付
与
・
取
得
日
数
に
つ
い
て
は
、
１
人
当
た
り
日
数
で
は
な
く
、
延
べ
日
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
（
２
）
労
使
協
定
等
に
基
づ
き
、
年
次
有
給
休
暇
を
計
画
的
に
付
与
す
る
制
度
に
つ
い
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
（
労
働
基
準
法
第
3
9
条
第
６
項
）

・
（
３
）
労
使
協
定
等
に
基
づ
き
、
年
次
有
給
休
暇
を
時
間
単
位
で
取
得
で
き
る
制
度
に
つ
い
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
（
労
働
基
準
法
第
3
9
条
第
４
項
）

５
　

特
別

休
暇

制
度

・
①
「
夏
季
休
暇
」
と
は
、
一
般
的
に
７
月
～
９
月
の
夏
季
の
期
間
に
連
続
で
与
え
ら
れ
る
休
暇
（
休
日
も
含
む
。
）
を
い
い
ま
す
。

・
②
「
病
気
休
暇
」
と
は
、
本
人
が
業
務
外
の
私
傷
病
に
よ
っ
て
就
労
で
き
な
い
場
合
に
認
め
ら
れ
る
休
暇
を
い
い
ま
す
。

６
　

変
形

労
働

時
間

制

１ ２ ３ ４

「
１

年
単

位
の

変
形

労
働

時
間

制
」

と
は

、
労

使
協

定
等

に
よ

り
、

１
か

月
を

超
え

、
１

年
以

内
の

一
定

期
間

を
平

均
し

、
週

所
定

労
働

時
間

が
4
0
時

間
を

超
え

な
い

範
囲

内
に

お
い

て
、

特
定

の
日

又
は

週
に

１
日

８
時

間
又

は
１

週
4
0
時

間
の

法
定

労
働

時
間

を
超

え
て

労
働

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
制

度
を

い
い

ま
す

。
（

労
働

基
準

法
第

3
2
条

の
4
）

「
１

か
月

単
位

の
変

形
労

働
時

間
制

」
と

は
、

労
使

協
定

又
は

就
業

規
則

等
に

よ
り

、
１

か
月

以
内

の
一

定
の

期
間

を
平

均
し

、
週

所
定

労
働

時
間

が
4
0
時

間
を

超
え

な
い

範
囲

内
に

お
い

て
、

特
定

の
日

又
は

週
に

１
日

８
時

間
又

は
１

週
4
0
時

間
の

法
定

労
働

時
間

を
超

え
て

労
働

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
制

度
を

い
い

ま
す

。
（

労
働

基
準

法
第

3
2
条

の
2
）

「
１

週
間

単
位

の
非

定
型

的
変

形
労

働
時

間
制

」
と

は
、

常
用

労
働

者
数

が
3
0
人

未
満

の
小

売
業

、
旅

館
、

料
理

店
及

び
飲

食
店

の
事

業
場

に
お

い
て

、
労

使
協

定
等

に
よ

り
週

所
定

労
働

時
間

が
4
0
時

間
を

超
え

な
い

範
囲

内
に

お
い

て
、

就
業

規
則

で
あ

ら
か

じ
め

定
め

る
こ

と
な

く
、

１
日

８
時

間
を

超
え

1
0
時

間
ま

で
所

定
労

働
時

間
と

し
て

労
働

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
制

度
を

い
い

ま
す

。
（

労
働

基
準

法
第

3
2
条

の
5
）

「
フ

レ
ッ

ク
ス

タ
イ

ム
制

」
と

は
、

就
業

規
則

等
に

よ
り

、
１

か
月

以
内

の
一

定
期

間
（

清
算

期
間

）
の

総
労

働
時

間
を

定
め

て
お

き
、

労
働

者
は

そ
の

枠
内

で
、

各
日

の
始

業
及

び
終

業
の

時
刻

を
自

分
で

決
定

し
て

働
く

制
度

を
い

い
ま

す
。

（
労

働
基

準
法

第
3
2
条

の
3
）

（
注
３
）
⑥

「
上

記
以

外
で

１
週

間
以

上
の

長
期

の
休

暇
」

に
該
当
す
る
休
暇
が
複
数
あ
る
場
合
は
、
最
も
長
い
も
の
に
つ
い
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
①
～
⑤
の
他
、
法
定
休
暇
（
年
次

 
 
 
 
 
 
 
 
有
給
休
暇
、
産
前
・
産
後
休
暇
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
、
子
の
看
護
の
た
め
の
休
暇
等
）
で
法
律
の
規
定
よ
り
も
労
働
者
を
優
遇
し
て
い
る
場
合
の
上
積
分
を
含
み
ま
せ
ん
。

変
形
労
働
時
間
制
に
は
､｢
１
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
｣､
｢１
か
月
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
｣､
｢１
週
間
単
位
の
非
定
型
的
変
形
労
働
時
間
制
｣､
｢フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
｣が
あ
り
ま
す
｡

【
４

頁
参

考
】

【
３

頁
参

考
】

・
年
間
休
日
総
数
に
は
、
平
成
2
9
年
１
年
間
に
お
け
る
休
日
の
合
計
日
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
就
業
規
則
等
で
年
間
休
日
数
を
定
め
て
い
る
場
合
は
そ
の
日
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・
｢
休
日
｣
と
は
､
就
業
規
則
､
労
働
協
約
又
は
労
働
契
約
等
に
お
い
て
､
労
働
の
義
務
が
な
い
と
さ
れ
た
日
の
こ
と
で
､
｢
週
休
日
｣
(
日
曜
日
、
土
曜
日
な
ど
の
会
社
指
定
の
休
日
)
及
び
｢
週
休
日
以
外

の
休
日
｣
(
国
民
の
祝
日
・
休
日
､
年
末
年
始
､
夏
季
休
暇
､
会
社
創
立
記
念
日
な
ど
で
会
社
の
休
日
と
さ
れ
て
い
る
日
)
の
合
計
日
数
を
い
い
ま
す
。
た
だ
し
、
年
次
有
給
休
暇
や
雇
用
調
整
、
生
産
調

整
等
の
た
め
の
臨
時
休
業
日
数
は
含
み
ま
せ
ん
。

（
注
２
）
「

1
回

当
た

り
最

高
付

与
日

数
」

「
年

間
の

最
高

付
与

日
数

」
に
つ
い
て
は
、
「
1
回
当
た
り
最
高
付
与
日
数
」
又
は
「
年
間
の
最
高
付
与
日
数
」
の
制
度
が
な
い
場
合
や
不
明
な
場
合
は

 
 
 
 
 
 
 
 
１
桁
目
に
「
－
」
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
特
別
休
暇
」
と
は
、
週
休
日
や
法
定
休
暇
（
年
次
有
給
休
暇
、
産
前
・
産
後
休
暇
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
、
子
の
看
護
の
た
め
の
休
暇
等
）
以
外
に
付
与
さ
れ
る
休
暇
で
、
就
業
規
則
等
で
制
度

 
 
（
慣
行
も
含
む
。
)
と
し
て
認
め
て
い
る
休
暇
を
い
い
ま
す
。
な
お
、
法
定
休
暇
で
法
律
の
規
定
よ
り
も
労
働
者
を
優
遇
し
て
い
る
場
合
の
上
積
分
に
つ
い
て
は
含
み
ま
せ
ん
。

・
③
「
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇
」
と
は
、
一
定
の
勤
続
を
有
す
る
者
の
心
身
の
休
養
等
の
た
め
の
休
暇
を
い
い
ま
す
（
例
え
ば
、
勤
続
2
0
年
で
1
0
日
、
勤
続
3
0
年
で
2
0
日
の
休
暇
を
与
え
る
等
)
｡
こ
れ
以
外
に

 
 
 
 
 
結
婚
2
0
周
年
等
家
庭
生
活
の
節
目
、
季
節
の
節
目
に
と
る
も
の
も
含
み
ま
す
。
ア
ニ
バ
ー
サ
リ
ー
休
暇
、
永
年
勤
続
休
暇
等
名
称
は
問
い
ま
せ
ん
。

・
⑤
「
教
育
訓
練
休
暇
」
と
は
、
職
業
人
と
し
て
の
資
質
の
向
上
、
そ
の
他
職
業
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
受
け
る
労
働
者
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
休
暇
を
い
い
ま
す
。

・
⑥
「
上
記
以
外
で
１
週
間
以
上
の
長
期
の
休
暇
」
と
は
、
上
記
以
外
で
１
週
間
以
上
連
続
し
た
休
暇
を
い
い
ま
す
。
年
末
年
始
、
５
月
の
連
休
期
間
な
ど
に
お
い
て
連
続
し
て
与
え
ら
れ
る
休
暇
も
、

 
 
 
 
 
そ
れ
が
週
休
日
も
含
め
、
１
週
間
以
上
連
続
し
た
休
暇
と
な
る
場
合
も
含
み
ま
す
。

（
注
１
）
「

1
回

当
た

り
最

高
付

与
日

数
」

に
は
、
特
別
休
暇
を
週
休
日
等
の
休
日
と
連
続
し
て
と
る
制
度
と
し
て
い
る
又
は
推
奨
し
て
い
る
場
合
は
、
週
休
日
等
の
休
日
を
最
高
付
与
日
数
に
算
入

 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
完
全
週
休
２
日
制
の
場
合
、
週
休
日
の
翌
日
か
ら
次
の
週
休
日
ま
で
の
休
み
の
際
に
は
、
９
日
と
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
週
休
日
と
祝
祭
日
の
み
の
場
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
特
別
休
暇
に
含
み
ま
せ
ん
。

・
④
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
」
と
は
、
社
会
・
地
域
貢
献
活
動
を
支
援
す
る
休
暇
を
い
い
ま
す
。

-
2
頁
裏

-
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３
　

年
間

休
日

総
数

　
(
２
頁

裏
面

参
照

）
５

　
特

別
休

暇
制

度
（

２
頁

裏
面
参
照
)

日

2
4

千
人

2
5

千
日

3
6

3
7

3
9

 
 

 
日

2
6

4
0

4
1

4
4

2
7

 
 

2
8

4
5

4
6

4
8

 
 

 
日

2
9

4
9

5
0

5
3

 
 

 

3
0

5
4

5
5

5
8

3
1

 
 

 

（
注

）
時

間
単

位
で

取
得

し
た

分
は

、
合

計
し

て
日

数
に

換
算

し
、

端
数

は
四

捨
五

入
し

て
く

だ
さ

い
。

5
9

6
0

6
3

休
暇

の
名

称
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

日 3
3

3
2

(
3
)
 
年
次
有
給
休
暇
を
時
間
単
位
で
取
得
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
か
。
該
当
す
る
番
号
を
１
つ
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

日 3
5

3
4

百
万

制
度

の
有

無

年
間
を
通
じ
て
、
計
画
的
に
付
与
す
る
年
次

有
給
休
暇
は
１
人
当
た
り
何
日
で
す
か
。

制
　
度
　
が
　
あ
　
る

１

日人

②
 
年
間
延
べ
付
与
日
数

　
（
繰
越
日
数
を
除
く
｡
)

制
　
度
　
が
　
な
　
い

年
間
を
通
じ
て
、
時
間
単
位
で
取
得
で
き
る

年
次
有
給
休
暇
は
１
人
当
た
り
何
日
で
す

か
。

２２

制
　
度
　
が
　
あ
　
る

１

制
　
度
　
が
　
な
　
い

①
 
平
成
2
9
年
(
又
は
平
成
2
8
会
計
年

　
 
度
)
中
に
年
次
有
給
休
暇
の
取
得

 
 
 
資
格
の
あ
る
労
働
者
数

千
人

う
ち
女

千

日 日

う
ち
女

う
ち
女

千

１
２

３
１

２

１賃
金

の
支

給
平

成
2
9
年
(
又
は

平
成

2
8
会
計

年
度

)
１
年

間
の

利
用

の
有

無
有

給

無
給

全
額

一
部

有
無

１
回

当
た

り
最

高
付

与
日

数
（

注
１

）
（

注
２

）

年
間

の
最

高
付

与
日

数
（

注
２

）

１
２

⑤
 
教
育

訓
練

休
暇

年
間
休
日
総
数
は
何
日
で
す
か
。
ま
た
、
そ
の
休
日
日
数
が
適
用
さ
れ
る
労
働
者
数
は
何
人
で
す
か
。

本
社
・
支
社
の
別
、
労
働
者
の
種
類
な
ど
に

よ
っ
て
異
な
る
場
合
は
、
最
も
多
く
の
労
働

者
に
適
用
さ
れ
て
い
る
休
日
日
数
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
｡

(
1
)
 
平
成
2
9
年
(
又
は
平
成
2
8
会
計
年
度
)
１
年
間
に
お
け
る
年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て
、
男
女
計
と
女
の
別
に

 
 
 
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
企
業
全
体
に
つ
い
て
の
記
入
が
困
難
な
場
合
は
、
常
用
労
働
者
数
の
最
も

 
 
 
多
い
事
業
所
に
つ
い
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

(
2
)
 
年
次
有
給
休
暇
を
計
画
的
に
付
与
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
か
。
該
当
す
る
番
号
を
１
つ
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ

い
。

有
１

無
２

①
 
夏
季

休
暇

②
 
病
気

休
暇

③
 
リ
フ

レ
ッ

シ
ュ

休
暇

④
 
ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

休
暇

特
別

休
暇

の
種

類
４

　
年

次
有

給
休

暇
（

２
頁

裏
面

参
照

)

年
間
休
日
総
数

適
用
労
働
者
数

百
万

千

百
万

千千
日

③
 
年
間
延
べ
取
得

　
（
消
化
）
日
数

（
注

）

百
万

⑥
 
上
記

以
外

で
１

週
間

 
 
 
 
以
上

の
長

期
の

休
暇

 
 
 
 
（
注

３
）

有
１

無
２

有
１

無
２

有
１

無
２

有
１

無
２

有
１

無
２

１
２

３
１

２

　
次
の
特
別
休
暇
制
度
が
あ
り
ま
す
か
。
制
度
が
あ
る
場
合
に
は
、
賃
金
の
支
給
状
況
に
つ
い
て
該
当
す
る
番
号
を
１
つ

○
で
囲
ん
で
、
「
１
回
当
た
り
最
高
付
与
日
数
」
及
び
「
年
間
の
最
高
付
与
日
数
」
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
平
成
2
9
年
（
又
は
平
成
2
8
会
計
年
度
）
１
年
間
の
利
用
状
況
に
つ
い
て
該
当
す
る
番
号
を
１
つ
○
で
囲
ん
で
く

だ
さ
い
。

１
２

３
１

２

１
２

３
１

２

２
３

１
２

 
１

２
３

-
3
-
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７
　

み
な

し
労

働
時

間
制

　
　

　
み

な
し

労
働
時
間
制
に
は
、
「
事
業
場
外
み

な
し
労
働
時
間
制
」
、
「
専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
」
、
「
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
」
が
あ
り
ま
す
。

①
新

商
品

又
は

新
技

術
の

研
究

開
発

等
の

業
務

⑧
イ

ン
テ

リ
ア

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
業

務
⑮

建
築

士
(
一

級
建

築
士

、
二

級
建

築
士

、
木

造
建

築
士

)
の

業
務

②
情

報
処

理
シ

ス
テ

ム
の

分
析

又
は

設
計

の
業

務
⑨

ゲ
ー

ム
用

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

の
創

作
の

業
務

⑯
不

動
産

鑑
定

士
の

業
務

③
記

事
又

は
放

送
番

組
の

取
材

又
は

編
集

の
業

務
⑩

証
券

ア
ナ

リ
ス

ト
の

業
務

⑰
弁

理
士

の
業

務
④

デ
ザ

イ
ナ

ー
の

業
務

⑪
金

融
工

学
等

の
知

識
を

用
い

て
行

う
金

融
商

品
の

開
発

の
業

務
⑱

税
理

士
の

業
務

⑤
プ

ロ
デ

ュ
ー

サ
ー

又
は

デ
ィ

レ
ク

タ
ー

の
業

務
⑫

学
校

教
育

法
に

規
定

す
る

大
学

に
お

け
る

教
授

研
究

の
業

務
⑲

中
小

企
業

診
断

士
の

業
務

⑥
コ

ピ
ー

ラ
イ

タ
ー

の
業

務
⑬

公
認

会
計

士
の

業
務

⑦
シ

ス
テ

ム
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
業

務
⑭

弁
護

士
の

業
務

[ 対
象

と
な

り
得

る
業

務
の

例
]

　
　

　
①

経
営

企
画

を
担

当
す

る
部

署
に

お
け

る
業

務
の

う
ち

、
経

営
状

態
・

経
営

環
境

等
に

つ
い

て
調

査
及

び
分

析
を

行
い

、
経

営
に

関
す

る
計

画
を

策
定

す
る

業
務

　
　

　
②

人
事

・
労

務
を

担
当

す
る

部
署

に
お

け
る

業
務

の
う

ち
、

現
行

の
人

事
制

度
の

問
題

点
や

そ
の

在
り

方
等

に
つ

い
て

調
査

及
び

分
析

を
行

い
、

新
た

な
人

事
制

度
を

策
定

す
る

業
務

　
　

　
③

広
報

を
担

当
す

る
部

署
に

お
け

る
業

務
の

う
ち

、
効

果
的

な
広

告
手

法
等

に
つ

い
て

調
査

・
分

析
を

行
い

、
広

告
を

企
画

・
立

案
す

る
業

務

８
　

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
制

度

　
（

注
１

）
「

勤
務

間
イ

ン
タ

ー
バ

ル
制

度
」

と
は
、
労
働
者
の
健
康
確
保
な
ど
を
目
的
と
し
て
、
実
際
の
終
業
時
刻
か
ら

始
業
時
刻
ま
で
の
間
隔
を
一
定
時
間
以
上
空
け
る
制
度

を
い
い
ま
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
お
、
実
際
の
終
業
時
刻
か
ら
始
業
時
刻
ま
で
の
具
体
的
な
時
間
数
を
定
め
て
い
な
い
場
合
は
、
こ
れ
に
該
当
し
ま
せ
ん
。
　
　
　

　
　

　
　

 
例
え
ば
、
以
下
の
例
が
「
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
」
に
該
当
し
ま
す
。
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
①
実
際
の
終
業
時
刻
か
ら
始
業
時
刻
ま
で
の
間
隔
を
一
定
時
間
以
上
空
け
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
場
合

　
　

　
　

　
　
（
例
）
「
終
業
時
刻
か
ら
１
１
時
間
空
け
な
け
れ
ば
始
業
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
場
合
。
勤
務

時
間
が
午
前
９
時
～
午
後
５
時
の
労
働
者
が
、
午
後
１
１
時
に
退
社

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
た
場
合
は
翌
日
の
始
業
時
刻
が
午
前
１
０
時
と
な
る
。
　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
②
実
際
の
終
業
時
刻
に
応
じ
て
翌
日
の
始
業
時
刻
を
定
め
て
い
る
場
合

　
　

　
　

　
　
（
例
）
「
午
後
１
０
時
～
午
後
１
１
時
の
間
に
終
業
し
た
場
合
、
翌
日
の
始
業
時
刻
は
午
前
１
０
時
」
、
「

午
後
１
１
時
～
午
後
１
２
時
の
間
に
終
業
し
た
場
合
、
翌
日
の
始
業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
時
刻
は
午
前
１
１
時
」
な
ど
と
実

際
の
終
業
時
刻
に
応
じ
て
、
始
業
時
刻
を
定
め
て
い
る
場
合
。

　
　

　
　

　
　
　
　
（
※
）
「
午
前
０
時
以
降
に

終
業
し
た
場
合
、
翌
日
の
始
業
時
刻
は
午
前
１
１
時
」
、
「
午
後
１
０
時
以
降
残
業
禁
止
で
あ
る
が
、
始
業
時
刻
に
関
す
る
定
め
は
な
く
早
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来
る
こ
と
も
可
能
」

と
い
っ
た
例
の
よ
う
に
、
実
際
の
終
業
時
刻
か
ら
始
業
時
刻
ま
で
の
間
隔

が
明
確
で
な
い
定
め
方
を
す
る
場
合
は
、
こ
れ
に
該
当
し
ま
せ
ん
。

　
　

（
注

２
）
　
「
１
１
時
間
以
上
空
い
て
い
る
」
と
は
、
平
成
2
9
年
１
年
間
の
す
べ
て
の
勤
務
日
に
お
い
て
、
実
際
の
終
業
時

刻
か
ら
始
業
時
刻
ま
で
の
間
隔

が
１
１
時
間
以
上
空
い
て
い
る
場
合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
終
業
時
刻
か
ら
始
業
時
刻
ま
で
の
間
に
、
休
日
を
挟
む
場
合
は
除
く
。
）
を
い
い
、
所
定
の
終
業
時
刻
と
翌
日
の
所
定
の
始
業
時
刻
が
１
１
時
間
以
上
空
い
て
い
て
も
、
必
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
も
こ
れ
に
該
当
す
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
注
１
の
「
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
」
が
適
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
で
あ
る
か
否
か
は
問
い
ま
せ
ん
。

 
 
 
 
（

注
３
）
「

導
入

し
て

い
る

」
と
回
答
す
る

場
合
、
労
働
協
約
、
労
使
協
定
又
は
就
業
規
則
に
当
該
制
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
必
要
と
し
、
慣
行
で
決
ま
っ
て
い
る
場
合
な
ど
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
れ
に
該
当
し
ま
せ
ん
。

【
４

頁
参

考
】

３

「
企

画
業

務
型

裁
量

労
働

制
」

と
は

、
事

業
運

営
の

企
画

、
立

案
、

調
査

及
び

分
析

の
業

務
で

あ
っ

て
、

業
務

遂
行

の
手

段
や

時
間

配
分

な
ど

に
関

し
て

使
用

者
が

具
体

的
な

指
示

を
し

な
い

業
務

に
つ

い
て

、
実

際
の

労
働

時
間

数
と

は
か

か
わ

り
な

く
、

労
使

委
員

会
で

定
め

た
労

働
時

間
数

を
働

い
た

も
の

と
み

な
す

制
度

を
い

い
ま

す
。

　
な

お
、

導
入

に
あ

た
っ

て
は

労
使

委
員

会
に

お
け

る
委

員
の

５
分

の
４

以
上

の
多

数
に

よ
る

決
議

と
対

象
労

働
者

本
人

の
同

意
が

必
要

で
す

。
（

労
働

基
準

法
第

3
8
条

の
4
）

１
「

事
業

場
外

み
な

し
労

働
時

間
制

」
と

は
、

出
張

や
外

回
り

の
営

業
の

よ
う

に
使

用
者

の
具

体
的

な
指

揮
・

監
督

が
及

ば
な

い
事

業
場

外
で

労
働

す
る

場
合

で
、

労
働

時
間

の
算

定
が

困
難

な
場

合
に

、
原

則
と

し
て

所
定

労
働

時
間

労
働

し
た

も
の

と
み

な
す

制
度

を
い

い
ま

す
。

（
労

働
基

準
法

第
3
8
条

の
2
）

２

「
専

門
業

務
型

裁
量

労
働

制
」

と
は

、
デ

ザ
イ

ナ
ー

や
シ

ス
テ

ム
エ

ン
ジ

ニ
ア

な
ど

、
業

務
遂

行
の

手
段

や
時

間
配

分
な

ど
に

関
し

て
使

用
者

が
具

体
的

な
指

示
を

し
な

い
以

下
の

1
9
の

業
務

に
つ

い
て

、
実

際
の

労
働

時
間

数
と

は
か

か
わ

り
な

く
、

労
使

協
定

等
で

定
め

た
労

働
時

間
数

を
働

い
た

も
の

と
み

な
す

制
度

を
い

い
ま

す
。

（
労

働
基

準
法

第
3
8
条

の
3
）

-
3
頁
裏

-
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６
　

変
形

労
働

時
間

制
（

２
頁

裏
面

参
照

)
８

　
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

制
度

（
注

１
）

（
３

頁
裏

面
参

照
）

(
1
)
 
1
年

間
を

通
じ

て
、

実
際

の
終

業
時

刻
か

ら
始

業
時

刻
ま

で
の

間
隔

が
、

１
１

時
間

以
上

空
い

て
い

る
（

注
２

）

労
働

者
は

ど
れ

く
ら

い
い

ま
す

か
。

該
当

す
る

番
号

を
１

つ
○

で
囲

ん
で

下
さ

い
。

千
人

6
5

6
6

6
7

(
2
)
 
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

制
度

を
導

入
し

て
い

ま
す

か
。

該
当

す
る

番
号

を
１

つ
○

で
囲

ん
で

く
だ

さ
い

。

6
4

千
人

7
0

〔
上

記
(
2
)
で

「
１

　
導

入
し

て
い

る
」

に
○

を
つ

け
た

企
業

が
お

答
え

く
だ

さ
い

。
〕

7
1

7
2

6
9

時
間

分

〔
上

記
(
1
)
で

「
２

 
専

門
業

務
型

裁
量

労
働

制
」

に
◯

を
つ

け
た

企
業

が
下

記
(
2
)
を

お
答

え
く

だ
さ

い
。

〕

〔
上

記
(
2
)
で

「
３

　
導

入
予

定
は

な
く

、
検

討
も

し
て

い
な

い
」

に
○

を
つ

け
た

企
業

が
お

答
え

く
だ

さ
い

。
〕

7
3

超
過
勤
務
の
機

会
が
少
な
く
、

当
該
制
度
を
導

入
す
る
必
要
性

を
感
じ
な
い
た

め

ほ
と
ん
ど
全
員

全
員

1
2

3
4

5
6

7

全
く
い
な
い

ほ
ど
ん
ど

い
な
い

全
体
の
4
分
の
1

程
度
い
る

半
数
程
度

い
る

全
体
の
4
分
の
3

程
度
い
る

7
7

(
4
)
 
勤

務
間

イ
ン

タ
ー

バ
ル

制
度

を
導

入
し

て
い

な
い

（
し

な
か

っ
た

）
理

由
に

つ
い

て
、

該
当

す
る

番
号

 
 
を

す
べ

て
○

で
囲

ん
で

く
だ

さ
い

（
な

お
、

当
該

制
度

を
知

ら
な

か
っ

た
場

合
に

は
、

「
当

該
制

度
を

知
 
 
ら

な
か

っ
た

た
め

」
の

み
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
）

。

(
3
)
 
実

際
の

終
業

時
刻

か
ら

始
業

時
刻

ま
で

の
間

に
空

け
る

こ
と

と
し

て
い

る
具

体
的

な
時

間
を

記
入

　
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

間
隔

の
時

間
を

複
数

設
け

て
い

る
場

合
は

、
最

も
短

い
間

隔
の

時
間

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

7
4

導
入

し
て

い
る

（
注

３
）

導
入
を
予
定
又
は
検

討
し
て
い
る

導
入
予
定
は
な
く
、

検
討
も
し
て
い
な
い

１
２

３
7
5

１
２

３
4

５
６

当
該
制
度
を
知

ら
な
か
っ
た
た

め

夜
間
も
含
め
、

常
時
顧
客
や
取

引
相
手
の
対
応

が
必
要
な
た
め

人
員

不
足

や
仕

事
量

が
多

い
こ

と
か

ら
、

当
該

制
度

を
導

入
す

る
と

業
務

に
支

障
が

生
じ

る
た

め

そ
の
他

7
6

当
該
制
度
を
導

入
す
る
と
労
働

時
間
管
理
が
煩

雑
に
な
る
た
め

(
2
)
　

専
門

業
務

型
裁

量
労

働
制

が
適

用
さ

れ
る

労
働

者
が

従
事

す
る

業
務

に
つ

い
て

、
該

当
す

る
番

号
を

 
 
 
す

べ
て

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ

い
｡

新
商

品
又

は
新

技
術

の
研

究
開

発
等

０
１

イ
ン

テ
リ

ア
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
０

８
弁

護
士

１
４

採 用 し て い る

事
業

場
外

み
な

し
労

働
時

間
制

専
門

業
務

型
裁

量
労

働
制

企
画

業
務

型
裁

量
労

働
制

採
用

し
て

い
な

い

０
３

証
券

ア
ナ

リ
ス

ト
１

０
不

動
産

鑑
定

士
１

６

情
報

処
理

シ
ス

テ
ム

の
分

析
又

は
設

計
０

２
ゲ

ー
ム

用
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
の

創
作

０
９

建
築
士
（
一
級
建
築
士
、
二
級

建
築
士
、
木
造
建
築
士
）

１
９

シ
ス

テ
ム

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
０

７

７
　

み
な

し
労

働
時

間
制

（
３

頁
裏

面
参

照
）

４

コ
ピ

ー
ラ

イ
タ

ー
０

６
公

認
会

計
士

１
３

中
小

企
業

診
断

士

１
７

プ
ロ

デ
ュ

ー
サ

ー
又

は
デ

ィ
レ

ク
タ

ー
０

５
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
大
学

に
お
け
る
教
授
研
究

１
２

税
理

士
１

８

デ
ザ

イ
ナ

ー
０

４
金
融
工
学
等
の
知
識
を
用
い
て

行
う
金
融
商
品
の
開
発

１
１

弁
理

士

１
５

記
事

又
は

放
送

番
組

の
取

材
又

は
編

集

　
変

形
労

働
時

間
制

を
採

用
し

て
い

ま
す

か
。

該
当

す
る

番
号

を
す

べ
て

○
で

囲
み

、
採

用
し

て
い

る
場

合
は

適
用

労
働

者
数

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

(
1
)
　

み
な

し
労

働
時

間
制

を
採

用
し

て
い

ま
す

か
。

該
当

す
る

番
号

を
す

べ
て

○
で

囲
み

、
採

用
 
 
 
 
し

て
い

る
場

合
は

適
用

労
働

者
数

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

み
な

し
労

働
時

間
制

採
用

の
有

無
適

用
労

働
者

数

1 ２ ３

２ ３ ４
6
8

５

採 用 し て い る

１
年

単
位

の
変

形
労

働
時

間
制

１
か

月
単

位
の

変
形

労
働

時
間

制

１
週

間
単

位
の

非
定

型
的

変
形

労
働

時
間

制

フ
レ

ッ
ク

ス
タ

イ
ム

制

変
形

労
働

時
間

制
採

用
の

有
無

適
用

労
働

者
数

1

採
用

し
て

い
な

い

（
4
）
へ

-
4
-
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【
５

頁
参

考
】

　
Ⅲ

　
賃

金
制

度

時
間
外
労
働
の
割
増
賃
金
率
は
、
25
％
以
上
（
１
か
月
6
0
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
労
働
基
準
法
第
3
7
条
第
１
項
）

(
注
１
)「

時
間
外
労

働
」

と
は
、
法
定
労
働
時
間
（
１
日
８
時
間
、
１
週
40
時
間
）
を
超

え
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

(
注
２
)「

定
め
て
い

る
」

と
は
、
就
業
規
則
等
に
お
い
て
、
割
増
賃
金
率
な
ど
の
割
増
賃

金
の
計
算
の
方
法
を
定
め
て
い
る
場
合
を
い
い
ま
す
。

時
間
外
労
働

の
割
増

賃
金

率

(
1
)
 
時

間
外
労
働
の
割

増
賃
金

率

(
2
)
 
１

か
月

6
0
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労

働
に
係

る
割

増
賃
金
率

１
か
月
60
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
は
、
割
増
賃
金
率
は
50
％
以
上
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
（
労
働
基
準
法
第
3
7
条
第
１
項
）

た
だ
し
、
中
小
企
業
(
注
３
)
に
つ
い
て
は
当
分
の
間
、
引
上
げ
が
猶
予
さ
れ
、
１
か
月
6
0時

間
超
の
部
分
に
つ
い
て
も
25
％
以
上
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
注
３
）
「
中
小
企
業
」

と
は
、
具
体
的
に
は
下
の
表
に
該
当
す
る
企
業
を
い
い
ま
す
。

業
種
※

資
本
金
の
額
又
は

出
資
の
総
額

常
時
使
用
す
る

労
働
者
数
※

小
売
業

5,
00

0万
円
以
下

50
人
以
下

サ
ー
ビ
ス
業

5,
00

0万
円
以
下

10
0人
以
下

卸
売
業

１
億
円
以
下

10
0人
以
下

上
記
以
外
の
業
種

３
億
円
以
下

30
0人
以
下

又
は

(
4
)
 
特

別
条
項
付

き
時

間
外

労
働

協
定

※
「
業
種
」
及

び
「
常

時
使
用
す
る
労
働
者

数
」
に
つ
い
て
は
、
記
入
要
領
６
頁
を
参
照
し
て

く
だ
さ
い
。

(
注
４
)「

定
め
て
い
る
」

と
は
、
就
業
規
則
等
に
お
い
て
、
１
か
月
6
0時

間
を
超
え
る
時
間
外
労

働
に
つ
い
て
割
増
賃
金
率
な
ど
の
割
増
賃
金
の
計
算
の
方
法
を
定
め
て
い
る
場
合
を
い
い

ま
す
。
１
か
月
60
時
間
以
下
の
時
間
外
労
働
に
係
る
割
増
賃
金
率
と
同
率
の
場
合
（
「
割

増
賃
金
率
は
（
60
時
間
を
超
え
る
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
）
一
律
2
5
％
と
し
て
い
る
場
合
」

「
4
5
時
間
以
下
の
割
増
賃
金
率
を
2
5
％
、
4
5
時
間
を
超
え
る
割
増
賃
金
率
を
一
律
5
0％

と
し

て
い
る
場
合
」
、
「
割
増
賃
金
率
を
一
律
5
0％

と
し
て
い
る
場
合
」
等
）
も
こ
れ
に
該
当
し

ま
す
。

( 3
)
 
代

替
休
暇

労
使
協
定
を
締
結
す
れ
ば
、
１
か
月
6
0
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
を
行
っ
た
労
働
者
に
対

し
て
、
割
増
賃
金
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
部
分
に
対
応
し
た
部
分
（
25
％
以
上
か
ら
5
0
％
以
上

に
引
き
上
げ
ら
れ
た
部
分
）
の
割
増
賃
金
の
支
払
い
に
代
え
て
通
常
の
賃
金
が
支
払
わ
れ
る
休

暇
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
（
労
働
基
準
法
第
3
7
条
第
3
項
）

（
注
５
）
代
替
休
暇
を
取
得
し
た
労
働
者
の
実
人
員
を
い
い
ま
す
。
同
じ
労
働
者
が
複
数
回

取
得
し
た
場
合
は
、
１
人
と
し
て
計
算
し
て
く
だ
さ
い
。

時
間
外
労
働
の
限
度
時
間
(
例
え
ば
１
か
月
4
5時

間
な
ど
)
(
※
)を

超
え
て
時
間
外
労
働
を
行

わ
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
締
結
す
る
協
定
を
い
い
ま
す
｡

※
時
間
外
労
働
を
行
わ
せ
る
た
め
に
は
、
労
働
基
準
法
第
3
6条

に
基
づ
き
、
労
使
間
で
時
間

外
労
働
に
関
す
る
協
定
（
い
わ
ゆ
る
「
3
6
協
定
」
）
を
締
結
し
ま
す
が
、
延
長
で
き
る
時
間

に
つ
い
て
は
、
｢時

間
外
労
働
の
限
度
に
関
す
る
基
準
｣(
平
成
10
年
労
働
省
告
示
第
15
4
号
)

に
お
い
て
限
度
時
間
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
限
度
時
間
を
超
え
て
臨
時
的
に
時
間
外

労
働
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
の
事
情
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
特
別
の
事
情
や

限
度
時
間
を
超
え
る
こ
と
の
で
き
る
回
数
等
を
定
め
た
「
特
別
条
項
付
き
時
間
外
労
働
協
定
」

を
締
結
す
る
こ
と
で
、
限
度
時
間
を
超
え
て
労
働
時
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
「
特
別
条
項
付
き
時
間
外
労
働
協
定
」
に
つ
い
て
は
、
限
度
時
間
を
超
え
る
時
間

外
労
働
に
係
る
割
増
賃
金
率
に
つ
い
て
も
定
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

-
4
頁
裏

-
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Ⅲ
　

賃
金

制
度

　

時
間

外
労

働
（

注
１

）
の

割
増

賃
金

率
（

４
頁

裏
面

参
照

）

％

(
1
)
　
時
間
外
労
働
の
割
増
賃
金
率

8
3

　
8
2

割
増

賃
金

率 ％

（
3
）
　
代
替
休
暇
（
4
頁
裏
面
参
照
）

8
0

7
8

7
9

(
2
)
　
１
か
月
6
0
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
係
る
割
増
賃
金
率

千
人

〔
上

記
(
3
)
の

回
答

の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

下
記

(
4
)
を

お
答

え
く

だ
さ

い
。

〕

8
1

割
増

賃
金

率 ％

8
6

(
4
)
　
特
別
条
項
付
き
時
間
外
労
働
協
定
（
4
頁
裏
面
参
照
）

　
｢
特
別
条
項
付
き
時
間
外
労
働
協
定
｣
を
結
ん
で
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
番
号
を
１
つ
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ

い
。

　
ま
た
、
結
ん
で
い
る
場
合
は
、
限
度
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
係
る
割
増
賃
金
率
(
３
か
月
以
内
の
一

定
期
間
に
係
る
も
の
に
限
り
ま
す
。
)
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
制
度
が
な
い

２

　
労
使
協
定
等
に
お
い
て
、
割
増
賃
金
の
支
払
い
に
代
え
て
有
給
の
休
暇
を
付
与
す
る
、
代
替
休
暇
の
制
度
が
あ
り
ま

す
か
。
該
当
す
る
番
号
を
１
つ
〇
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
平
成
2
9
年
（
又
は
平
成
2
8
会
計
年
度
）
１
年
間
で
実
際
に
代
替

休
暇
を
取
得
し
た
労
働
者
（
注
５
）
は
何
人
で
す
か
。

 
制
度
が
あ
る

１

8
7

２

 
結
ん
で
い
る

１
限
度
時
間
を
超
え
る
時

間
外
労
働
に
係
る
割
増

賃
金
率

 
結
ん
で
い
な
い

 
中
小
企
業
に
該
当
し
な
い

２

２
時

間
外

労
働

時
間

数
等

に
応

じ
て

異
な

る
率

を
定

め
て

い
る

２

 
中
小
企
業
（
注
３
）
に

 
該
当
す
る

１

定
め
て
い
な
い

〔
上

記
①

で
「

２
　

中
小

企
業

に
該

当
し

な
い

」
か

つ
同

②
で

「
１

　
定

め
て

い
る

」
に

○
を

つ
け

た
企

業
が

下
記

(
3
)
を

お
答

え
く

だ
さ

い
。

〕

②
　
就
業
規
則
等
に
お
い
て
、
１
か
月
6
0
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
係
る
割
増
賃
金
率
を
定
め
て
い
ま
す
か
。

　
該
当
す
る
番
号
を
１
つ
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
定
め
て
い
る
（
注
４
）
場
合
は
、
割
増
賃
金
率
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

①
　
貴
社
は
中
小
企
業
（
注
３
）
に
該
当
し
ま
す
か
。
該
当
す
る
番
号
を
１
つ
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
中
小
企
業
に
該
当
す
る
か
の
判
断
は
、
4
頁
裏
面
(
2
)
（
注
３
）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

8
5

8
4

 
定
め
て
い
る

（
注

４
）

１
　
割
増
賃
金
率

 
定
め
て
い
な
い

２

（
休
日
労
働
、
深
夜
労
働
は
含
み
ま
せ
ん
。
ま
た
、
職
種
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
は
、
最
も
多
く
の
労
働

者
に
適
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
)

　
時
間
外
労
働
の
割
増
賃
金
率
（
１
か
月
6
0
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
係
る
割
増
賃
金
率
は
除

く
。
）
に
つ
い
て
､
就
業
規
則
等
で
定
め
て
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
番
号
を
１
つ
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ

い
。

　
ま
た
、
定
め
て
い
る
（
注
２
）
場
合
は
､
ど
の
よ
う
に
定
め
て
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
番
号
を
１
つ
○

で
囲
み
、
「
一
律
に
定
め
て
い
る
場
合
」
は
割
増
賃
金
率
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

定
め
て
い
る
（
注
２
）

１
一
律
に
定
め
て
い
る

１

(４
)
へ

-
5
-
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【
６

頁
参

考
】

Ⅳ
　

退
職

給
付

（
一

時
金

・
年

金
）

制
度

１
　

退
職

給
付

（
一

時
金

・
年

金
）

制
度

の
有

無
、

支
払

準
備

形
態

ア イ ウ エ オ カ

２
　

退
職

一
時

金
制

度
の

運
営

(
1
)
　

退
職

一
時

金
の

算
定

基
礎

額
に

つ
い

て

ア イ ウ

「
定
額
方
式
」
と
は
、
退
職
時
の
賃
金
と
は
関
係
な
く
、
勤
続
年
数
別
、
退
職
事
由
別
な
ど
、
退
職
一
時
金
額
そ
の

も
の

を
事

前
に

定
め

て
い

る
も

の
を

い
い

ま
す

。

「
点
数
（
ポ
イ
ン
ト
制
）
方
式
」
と
は
、
一
般
に
点
数
×
単
価
の
形
が
と
ら
れ
、
職
能
等
、
級
別
に
一
定
の
点
数
を

定
め

、
こ

れ
に

在
級

年
数

を
乗

じ
て

入
社

か
ら

退
職

す
る

ま
で

の
累

積
点

を
算
出
し
、
こ
れ
に
一
点
当
た
り
の
単
価
を
乗
じ
る
方
式
（
持
ち
点
方
式
）
を
い
い
ま
す
。

　
労
働
者
ご
と
に
仮
想
個
人
口
座
を
設
け
、
そ
の
口
座
に
一
定
の
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
持
分
付
与
額
（
元
金
相
当
部
分
）
を
累
積
し
て
い
く
と
と
も
に
、
一
定
の
再
評
価
率
に
基
づ
く
再
評
価
額
（
利
息
相
当
部

分
）
を
付
与
し
、
支
払
い
開
始
時
ま
で
に
積
み
立
て
た
元
利
合
計
額
を
支
給
す
る
制
度
を
い
い
ま
す
。

「
確
定
拠
出
年
金
（
企
業
型
）
」
と
は
、
拠
出
さ
れ
た
掛
金
が
個
人
ご
と
に
明
確
に
区
分
さ
れ
、
掛
金
と
そ
の
運
用
収
益

と
の

合
計

額
を

も
と

に
給

付
額

が
決

定
さ

れ
る

年
金

制
度

を
い

い
ま

す
。

対
象
者
に
よ
り
企
業
型
と
個
人
型
（
i
D
e
C
o
（

イ
デ
コ
）
）
に
分
か
れ
ま
す
が
、
こ
の

調
査
で
は
企
業
型
の
み
対
象
と
し
て

い
ま

す
。

「
企
業
独
自
の
年
金
」
と
は
、
上
記
ア
か
ら
オ

以
外
の
年
金
を
い
い
ま
す
。

・
「
退
職
時

の
賃
金
」
の
う
ち
「
す
べ
て
の
基
本
給
」
と
は
、
基
本
給
の
項
目
が
１
つ
の
も
の
及
び
２
つ
以
上
あ
る
も
の
す
べ

て
が

算
定

基
礎

額
の

対
象

と
な

る
場

合
を

い
い

、
　
「
一
部
の

基
本
給
」
と
は
、
基
本
給
の
項
目
が
２
つ
以
上
あ
る
も
の
の
う
ち
一
部
の
項
目
が
算
定
基
礎
額
の
対
象
と
な
る
場

合
を

い
い

ま
す

。

・
「
別
に
定

め
る
金
額
」
と
は
、
賃
金
と
直
接
関
連
さ
せ
ず
に
算
定
基
礎
額
を
決
め
て
い
る
場
合
、
又
は
退
職
一
時
金
額
そ
の

も
の

を
算

出
す

る
場

合
を

い
い

、
そ

の
種

類
は

次
の

よ
う

な
も

の
が

　
あ
り
ま
す

。

「
別
テ
ー
ブ
ル
方
式
」
と
は
、
退
職
一
時
金
算
定
の
た
め
に
、
賃
金
表
と
は
別
の
体
系
又
は
テ
ー
ブ
ル
と
し
て
算
定

基
礎

額
表

を
定

め
て

い
る

も
の

を
い

い
ま

す
。

例
え

ば
、

勤
続

年
数

別
に

設
定
し
た
算
定
基
礎
額
に
、
役
職
な
ど
等
級
別
に
定
め
た
支
給
係
数
を
乗
じ
て
算
出
す
る
も
の
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

(注
１
）
　
「
Ｃ
Ｂ
Ｐ
（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
バ
ラ
ン
ス
・
プ
ラ
ン
）
」
と
は
、

※
厚

生
年

金
な

ど
の

公
的

年
金

制
度

は
こ

の
調

査
の

対
象

と
し

ま
せ

ん
｡
公

的
年

金
制

度
の

み
の

場
合

は
､
｢
退

職
給

付
（

一
時

金
・

年
金

）
制

度
が

な
い

｣
に

○
を

つ
け

て
く

だ
さ

い
｡

「
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
」
と
は
、
中
小

企
業
退
職
金
共
済
法
に
基
づ
き
企
業
が
退
職
金
の
支
給
を
目
的
に
勤
労
者

退
職

金
共

済
機

構
と

契
約

を
結

び
、

退
職

金
の

原
資

の
積

立
て

事
務

を
委

託
す
る
制
度
を
い
い
ま
す
。

「
特
定
退
職
金
共
済
制
度
」
と
は
、
企
業
又
は

個
人
事
業
主
が
地
域
の
所
得
税
法
に
定
め
る
特
定
退
職
金
共
済
団
体
（
商

工
会

議
所

、
商

工
会

連
合

会
等

）
と

契
約

を
結

び
、

退
職

金
原

資
を

定
期

的
に
預
け
、
管
理
・
運
用
し
て
も
ら
う
仕
組
み

を
い
い
ま
す
。

「
厚
生
年
金
基
金
」
と
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の

認
可
を
受
け
て
厚
生
年
金
基
金
を
設
立
し
、
厚
生
年
金
保
険
法
で
い
う
、

老
齢

厚
生

年
金

の
一

部
を

基
金

が
国

に
代

わ
っ

て
行

う
代

行
給

付
に

、
企

業
の
実
情
に
応
じ
た
給
付
を
上
乗
せ
す
る
退
職

給
付
（
年
金
）
制
度
を
い
い
ま
す
。
こ
の
調
査
で
は
代
行
部
分
を
除
い
た

上
乗

せ
給

付
部

分
に

つ
い

て
の

み
対

象
と

し
て

い
ま

す
。

「
確
定
給
付
企
業
年
金
」
と
は
、
加
入
し
た
期

間
な
ど
に
基
づ
い
て
あ
ら
か
じ
め
給
付
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
企
業
年
金

制
度

を
い

い
ま

す
。

規
約

型
（

労
使

合
意

の
年

金
規

約
に

基
づ

き
外

部
機

関
で
積
立
）
と
基
金
型
（
厚
生
年
金
の
代
行
の

な
い
基
金
）
が
あ
り
、
確
定
給
付
型
の
企
業
年
金
に
つ
い
て
、
受
給
権
保

護
等

を
図

る
観

点
か

ら
、

積
立

義
務

、
受

託
者

責
任

の
明

確
化

、
情

報
開

示
と
い
っ
た
ル
ー
ル
を
定
め
た
上
で
、
労
使
合

意
に
基
づ
き
、
柔
軟
な
制
度
設
計
が
可
能
と
な
る
よ
う
必
要
な
措
置
が
講

じ
ら

れ
て

い
ま

す
。

-
5
頁
裏

-
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そ
の
時
々
の
賃
金
額
の
改
定
（
定
期
昇
給
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
に
よ
る
も
の
）
を
、
退
職
一
時
金
の
算

定
基
礎
額
に
反
映
さ
せ
て
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
番
号
を
１
つ
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

１
退

職
給

付
（

一
時

金
・

年
金

）
制

度
の

有
無

、
支

払
準

備
形

態
（
５
頁
裏
面
参
照
）

　
退
職
給
付
（
一
時
金
･
年
金
）
制
度
が
あ
り
ま
す
か
。
制
度
が
あ
る
場
合
は
、
支
払
準
備
形
態
に
つ
い
て

該
当
す
る
番
号
を
す
べ
て
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

(
3
)
 
退
職
一
時
金
の
受
給
に
必
要
な
最
低
勤
続
年
数
は
何
年
何
か
月
で
す
か
。

そ
の
他

名
称

年
月

（
注
）
会
社
都
合
に
は
定
年
退
職
を
含
み
ま
す
。

２
　

退
職

一
時

金
制

度
の

運
営

　
退
職
一
時
金
の
算
定
基
礎
額
に
用
い
て
い
る
も
の
は
次
の
う
ち
ど
れ
で
す
か
。

該
当
す
る
番
号
を
す
べ
て
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
（
５
頁
裏
面
参
照
）

そ
の
他

具
体
的
に

そ
の
他

　
具
体
的
に

定
期
昇
給
・

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

を
行
っ
て

い
な
い

反
映
さ
れ
る

反
映
さ
れ
な
い

全
部
が
自
動
的

に
反
映
さ
れ
る

一
部
が
自
動
的

に
反
映
さ
れ
る

反
映
分
は
労
使

協
議
で
決
め
る

定
期
昇
給

１
２

３
４

Ⅳ
　

退
職

給
付

（
一

時
金

・
年

金
）

制
度

(
2
)

　
年
金
を
一
時
金
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
「
一
時
金
制
度
」
で
は
な
く
「
年

金
制
度
」
と
し
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
厚

生
年

金
な

ど
の

公
的

年
金

制
度

は
こ

の
調

査
の

対
象

と
し

ま
せ

ん
。

公
的
年
金
制
度
の
み
の

場
合
は
、
「
退
職
給
付
（
一
時
金
・
年
金
）
制
度
が
な
い
」
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

区
分

定
期
昇
給
・
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
を
行
っ
て
い
る

５
9
2

退
職
給
付
(
一

時
金
･
年
金
)

制
度
が
あ
る

一
時
金

社
内

準
備

１
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ

１
２

３
４

５
9
3

中
小

企
業

退
職

金
共

済
制

度
２

特
定

退
職

金
共

済
制

度
３

退
　
職
　
事
　
由

最
低
勤
続
年
数

４ ７
 
次
の
(
4
)
は
、
１
で
、
「

１
 
社

内
準

備
」

の
み

に
○

を
つ

け
た

企
業

が
お
答
え
く
だ
さ
い
。

企
業

独
自

の
年

金
８

(
4
)
 
退
職
一
時
金
の
保
全
措
置
を
講
じ
て
い
ま
す
か
。
講
じ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
方
式
及
び
保
全

 
 
　
額
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。
該
当
す
る
番
号
を
す
べ
て
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
（
６
頁
裏
面
参
照
）

退
職

給
付

(
一

時
金

･
年

金
)

制
度

が
な

い
９

会
社

都
合

(
注

)
9
4

年
　
金

厚
生

年
金

基
金

（
上

乗
せ

給
付

）
５

自
己

都
合

9
5

確
定
給
付
企
業
年
金
(
Ｃ
Ｂ
Ｐ

(
注
１
)

を
含
む
)

６

確
定

拠
出

年
金

（
企

業
型

）

8
8

方 式

保
証

方
式

１

信
託

方
式

２

 
次
の
(
1
)
～
(
3
)
は
、
１
で
、
「

１
 
社

内
準

備
」

に
○

を
つ

け
た

企
業

が
お
答
え
く
だ
さ
い
。

質
権

、
抵

当
権

設
定

方
式

３

退
職

手
当

保
全

委
員

会
方

式
9
7

(
1
)

い
る

１
す

べ
て

の
基

本
給

１
保 全 額

自
己

都
合

退
職

見
積

額
の

1
/
4
相

当
額

１
い
な
い

２
一

部
の

基
本

給
２

中
小

企
業

退
職

金
共

済
制

度
に

よ
る

支
払

相
当

額
２

9
0

9
6

４

退
職

時
の

賃
金

１
労

使
協

議
で

決
め

た
額

３
別
テ
ー
ブ
ル
方
式

１
別
に
定
め
る
金
額

２
４

４
上

記
以

外
２

9
9

9
1

9
8

定
 
 
額
 
 
方
 
 
式

２
そ
　
　
の
　
　
他

３
点
数
(
ポ
イ
ン
ト
制
)
方
式

３
保

全
措

置
を

講
じ

な
い

こ
と

に
つ

い
て

労
使

協
定

を
締

結
１

8
9

２
～
８
の
み

又
は
９
の
み

と
回
答
し
た
場
合
、

次
頁
「
３

退
職

給
付
（
一
時
金
・

年
金
）
制
度
の

見
直
し
」
へ

-
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【
６

頁
参

考
】

Ⅳ
　

退
職

給
付

（
一

時
金

・
年

金
）

制
度

２
　

退
職

一
時

金
制

度
の

運
営

(
4
)
退

職
一

時
金

の
保

全
措

置
に

つ
い

て

ア イ ウ エ オ カ キ

【
７

頁
参

考
】

Ⅳ
　

退
職

給
付

（
一

時
金

・
年

金
）

制
度

３
　
退
職
給
付
（
一
時
金
・
年
金
）
制
度
の
見
直
し

過
去
３
年
間
の
実
施
状
況
・
今
後
３
年
間
の
予
定

(1
)
　
退
職
一
時
金
制
度

(2
)
　
退
職
年
金
制
度

(3
)
　
退
職
一
時
金
及
び
年
金
の
縮
小
又
は
廃
止
に
よ
る
毎
月
の
給
与
の
拡
大

・
0
3
の
「
退
職
一
時
金
制
度
を
他
の
退
職
一

時
金

制
度

へ
移

行
」

と
は

、
他

の
支

払
準

備
形

態
の

退
職

一
時

金
制

度
へ

の
移

行
を

い
い

、
例

え
ば

、
「

社
内

準
備

」
か

ら
「

中
小

企
業

退
職

金
共

済
制

度
」

へ
　
の
移
行
等
が
こ
れ
に
該
当
し
ま
す
。

・
0
4
の
「
退
職
一
時
金
制
度
の
廃
止
・
脱
退

（
他

の
制

度
へ

移
行

し
た

場
合

を
除

く
。

）
」

に
は

中
小

企
業

退
職

金
共

済
制

度
か

ら
の

脱
退

を
含

み
ま

す
。

・
0
7
,
0
8
の
支
給
率
「
増
加
」
，
「
減
少
」

に
は

予
定

利
率

の
変

更
に

よ
り

支
給

額
が

増
加

，
減

少
し

た
場

合
を

含
み

ま
す

。

・
「
所
定
内
賃
金
」
と
は
、
所
定
内
労
働
時
間

に
対

し
支

払
わ

れ
る

賃
金

で
、

基
本

給
、

業
績

給
、

勤
務

手
当

、
奨

励
手

当
（

精
皆
勤

手
当

）
、

生
活

手
当

、
そ

の
他

の
諸

手
当

等
を

い
い

、
所

定
外

賃
金

（
時
間
外
手
当
、
深
夜
手
当
、
休
日
出
勤
手
当

等
）

及
び

賞
与

は
除

き
ま

す
。

「
自
己
都
合
退
職
見
積
額
の
１
／
４
相
当

額
」

と
は

、
「

退
職

手
当

要
支

給
額

方
式

」
の

こ
と

で
、

全
労

働
者

が
自

己
都

合
に

よ
り

退
職

す
る

も
の

と
仮

定
し

た
場

合
の

退
職

手
当

総
額

の
４

分
の

１
の

額
で
す
。

・
0
9
、
1
0
の
「
退
職
一
時
金
を
縮
小
又
は
廃

止
し

毎
月

の
給

与
を

拡
大

」
に

は
、

賞
与

の
拡

大
も

含
め

て
く

だ
さ

い
。

ま
た

、
退

職
一

時
金

相
当

額
の

全
部

又
は

一
部

を
、

在
職

中
に

毎
月

の
給

与
や

賞
与

に
　
上
乗
せ
し
て
前
払
い
す
る
、
い
わ
ゆ
る
退

職
一

時
金

の
前

払
い

制
度

へ
の

移
行

も
含

め
て

く
だ

さ
い

。

・
0
3
の
「
年
金
制
度
を
他
の
年
金
制
度
へ
移
行

」
と

は
、

他
の

支
払

準
備

形
態

の
年

金
制

度
へ

の
移

行
を

い
い

、
例

え
ば

、
「

厚
生
年

金
基

金
制

度
」

か
ら

「
確

定
給

付
企

業
年

金
制

度
」

へ
の

移
行

等
が

　
こ
れ
に
該
当
し
ま
す
。

・
1
0
,
1
1
の
支
給
率
「
増
加
」
，
「
減
少
」
に

は
予

定
利

率
の

変
更

に
よ

り
支

給
額

が
増

加
，

減
少

し
た

場
合

を
含

み
ま

す
。

・
1
2
、
1
3
の
「
退
職
年
金
を
縮
小
又
は
廃
止

し
毎

月
の

給
与

を
拡

大
」

に
は

、
賞

与
の

拡
大

も
含

め
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

退
職

年
金

相
当

額
の

全
部

又
は

一
部

を
、

在
職

中
に

毎
月

の
給

与
や

賞
与

に
　
上
乗
せ
し
て
前
払
い
す
る
、
い
わ
ゆ
る
退

職
年

金
の

前
払

い
制

度
へ

の
移

行
も

含
め

て
く

だ
さ

い
。

「
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
に
よ
る
支
払

相
当

額
」

と
は

、
「

中
退

金
最

低
掛

金
額

方
式

」
の

こ
と

で
、

中
小

企
業

退
職

金
共
済

制
度

（
中

退
金

）
に

最
低

掛
金

月
額

（
昭

和
5
5
年

1
1
月

ま
で

は
毎

月
8
0
0

円
、
5
5
年
1
2
月
か
ら
6
1
年
1
1
月
ま
で
は
1
,
2
0
0
円

、
6
1
年

1
2
月

か
ら

平
成

３
年

1
1
月

ま
で

は
3
,
0
0
0
円

、
３

年
1
2
月

か
ら

７
年

1
1
月
ま

で
は

4
,
0
0
0
円

、
７

年
1
2
月

か
ら

は
5
,
0
0
0
円

）
を

納
付

し
た

と
仮

定
し

た
場
合
に
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
に

よ
り

支
払

わ
れ

る
こ

と
と

な
る

退
職

金
に

相
当

す
る

額
で

す
。

た
だ

し
、

賃
確

法
が
施

行
さ

れ
た

昭
和

5
2
年

４
月

１
日

以
前

の
分

に
つ

い
て

は
、

計
算

に
含

ま
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
労
使
協
議
で
決
め
た
額
」
と
は
、
「
労
使

協
定

方
式

」
の

こ
と

で
、

労
働

者
の

過
半

数
で

組
織

す
る

労
働

組
合

又
は

労
働

者
の
過

半
数

を
代

表
す

る
も

の
と

書
面

に
よ

り
協

定
し

た
額

で
す

。

・
0
1
の
「
退
職
一
時
金
制
度
を
新
た
に
導
入
又

は
既

存
の

も
の

の
他

に
設

置
」

と
は

、
退

職
一

時
金

制
度
が

な
い

企
業

が
制

度
を

導
入

、
又

は
従

前
の

制
度

に
加

え
、

新
た

に
制

度
を

設
置

し
た

場
合

を
い

い
　
ま
す
。
例
え
ば
、
「
社
内
準
備
」
に
加
え

て
「

中
小

企
業

退
職

金
共

済
制

度
」

に
新

た
に

加
入

し
た

場
合

等
が

こ
れ

に
該

当
し

ま
す

。

・
「

保
全
措
置
」
と
は
、
賃
金
の
支
払
い
の
確
保

等
に

関
す

る
法

律
（

賃
確

法
）

第
５

条
に

い
う

退
職

手
当

の
保

全
措

置
を

い
い

、
就
業

規
則

等
で

労
働

者
に

退
職

手
当

を
支

払
う

こ
と

を
明

ら
か

に
し

た
場

合
　
に

、
当
該
退
職
手
当
の
支
払
い
に
充
て
る
べ
き

額
の

う
ち

の
一

定
額

を
銀

行
等

に
よ

る
保

証
等

で
保

全
す

る
こ

と
を

い
い

ま
す

。

「
保
証
方
式
」
と
は
、
事
業
主
の
労
働
者
に

対
す

る
退

職
手

当
支

払
い

債
務

を
銀

行
等

の
金

融
機

関
が

事
業

主
と

連
帯

し
て

保
証

し
、

事
業

主
が

退
職

手
当

を
支

払
え

な
く

な
っ

た
と

き
に

、
金

融
機

関
が

事
業
主
に
代
わ
っ
て
退
職
手
当
を
支
払
う
方

式
を

い
い

ま
す

。

「
信
託
方
式
」
と
は
、
保
全
措
置
を
講
ず
べ

き
額

に
つ

い
て

、
労

働
者

を
受

益
者

と
す

る
信

託
契

約
を

信
託

会
社

（
銀

行
を

含
む

。
）

と
締

結
し

、
事

業
主

が
退

職
手

当
を

支
払

え
な

く
な

っ
た

と
き

に
、

信
託
財
産
か
ら
退
職
手
当
に
相
当
す
る
額

の
金

銭
を

労
働

者
が

取
得

す
る

方
式

を
い

い
ま

す
。

「
質
権
、
抵
当
権
設
定
方
式
」
と
は
、
労

働
者

の
事

業
主

に
対

す
る

退
職

手
当

支
払

い
請

求
権

を
担

保
す

る
た

め
、

事
業

主
と

労
働

者
と

の
間

で
、

質
権

又
は

抵
当

権
を

設
定

し
、

退
職

手
当

が
支

払
え

な
く
な
っ
た
と
き
は
、
質
権
又
は
抵
当
権
の

目
的

物
を

換
価

し
て

、
退

職
手

当
の

支
払

い
に

充
て

る
方

式
を

い
い

ま
す

。

「
退
職
手
当
保
全
委
員
会
方
式
」
と
は
、

事
業

主
か

ら
退

職
手

当
の

支
払

い
準

備
に

関
す

る
状

況
に

つ
い

て
報

告
を

受
け

、
必

要
に

応
じ

事
業

主
に

対
し

て
支

払
い

準
備

の
状

況
に

つ
い

て
意

見
を

述
べ

た
り
、
退
職
手
当
の
支
払
い
の
準
備
に
関
す

る
苦

情
を

処
理

す
る

こ
と

を
内

容
と

す
る

委
員

会
を

設
置

す
る

方
式

を
い

い
ま

す
。

-
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頁
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３
 
退

職
給

付
（

一
時

金
・

年
金

）
制

度
の

見
直

し
（
６
頁
裏
面
参
照
）

(
1
)

 
退
職
一
時
金
制
度
に
つ
い
て
過
去
３
年
間
（
平
成
2
7
～
2
9
年
）
に
何
ら
か
の
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
か
。

(
2
)

 
退
職
年
金
制
度
に
つ
い
て
過
去
３
年
間
（
平
成
2
7
～
2
9
年
）
に
何
ら
か
の
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
か
。

ま
た
、
今
後
３
年
間
（
平
成
3
0
～
3
2
年
）
に
見
直
し
の
予
定
は
あ
り
ま
す
か
。
該
当
す
る
番
号
を
す
べ
て

ま
た
、
今
後
３
年
間
（
平
成
3
0
～
3
2
年
）
に
見
直
し
の
予
定
は
あ
り
ま
す
か
。
該
当
す
る
番
号
を
す
べ
て

○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

(
3
)

退
職
一
時
金
及
び
年
金
の
縮
小
又
は
廃
止
に
よ
る
毎
月
の
給
与
の
拡
大
に
つ
い
て
、
１
人
１
か
月
当
た
り
平
均
所
定
内
賃
金
（
６
頁
裏
面
(
3
)
参
照
）
及
び
１
人
当
た
り
平
均
賞
与
と
、
そ
の
う
ち
平
均
拡
大
額
を
そ
れ
ぞ
れ

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
企
業
全
体
で
の
記
入
が
困
難
な
場
合
は
、
最
も
平
均
的
な
労
働
者
に
つ
い
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

（
注
）

1
)

2
)
「
１
人
当
た
り
平
均
賞
与
」
に
拡
大
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
「
１
人

当
た
り
平
均
賞
与
」
は
記
入
し
、
「
１
人
当
た
り
平
均
賞
与
」
に
係
る

「
う
ち
平
均
拡
大

額
」
の
記
入
は
不
要
で
す
。

3
)
労
働
者
の
選
択
制
の
場
合
は
、
選
択
し
て
い
る
労
働
者
の
平
均
又
は

し
て
く
だ
さ
い
。

百
万

千
円

選
択
し
て
い
る
労
働
者
の
う
ち
最
も
平
均
的
な
労
働
者
に
つ
い
て
記
入

1
0
4

1
0
5

1
0
6

千
円

百
万

千
円

百
万

千
円

1
0
7

 
次
の
(
3
)
は
、
(
1
)
及
び
(
2
)
の
「
過
去
３
年
間
の
実
施
状
況
」
に
お
い
て
、

 
　
 
 
(
1
)
で
、
「

０
９

・
１

０
 
退

職
一

時
金

を
縮

小
又

は
廃

止
し

毎
月

の
給

与
を

拡
大

」
又
は

　
 
 
 
(
2
)
で
、
「

１
２

・
１

３
 
退

職
年

金
を

縮
小

又
は

廃
止

し
毎

月
の

給
与

を
拡

大
」

に
○

を
つ

け
た

企
業

が
お
答
え
く
だ
さ
い
。

１
人
１
か
月
当
た
り

平
均
所
定
内
賃
金

１
人
当
た
り
平
均
賞
与

千
円
単
位
で
記
入
し
、
単
位
未
満
は
四
捨
五
入
し
て
く
だ
さ
い
。

う
ち
平
均
拡
大
額

う
ち
平
均
拡
大
額

そ
の
他
（

具
体

的
に

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

１
４

１
４

見
直
し
を
行
わ
な
か
っ
た
・
見
直
し
を
行
う
予
定
は
な
い

１
５

１
５

1
0
1

労
働
者
の
選
択
制

１
３

１
３

１
１

減
少
（
以
下
の
1
2
、
1
3
の
場
合
を
除
く
。
）

１
１

１
１

1
0
2

1
0
3

見
直
し
を
行
わ
な
か
っ
た
・
見
直
し
を
行
う
予
定
は
な
い

１
２

１
２

 
退
職
年
金
を
縮
小

 
又
は
廃
止
し
毎
月
の

 
給
与
を
拡
大

労
働
者
一
律

１
２

０
９

労
働
者
の
選
択
制

１
０

１
０

支
給
率

増
加

１
０

１
０

そ
の
他
（

具
体

的
に

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

１
１

 
退
職
一
時
金
を
縮
小

 
又
は
廃
止
し
毎
月
の

 
給
与
を
拡
大

労
働
者
一
律

０
９

０
９

賃
金
や
物
価
上
昇
率
に
伴
う
給
付
水
準
の
見
直
し
制
度
を
導
入

０
９

１
２

1
0
0

０
７

減
少
（
以
下
の
0
9
、
1
0
の
場
合
を
除
く
。
）

０
８

０
８

特
別
加
算
制
度
の
導
入
（
早
期
退
職
優
遇
加
算
を
除
く
。
）

０
８

０
８

支
給
率

増
加

０
７

０
７

算
定
基
礎
額
の
算
出
方
法
の
変
更
（
ポ
イ
ン
ト
制
の
導
入
等
）

０
７

０
１

０
１

退
職
一
時
金
の
全
部
又
は
一
部
を
年
金
へ
移
行

０
２

０
２

年
金
の
全
部
又
は
一
部
を
退
職
一
時
金
へ
移
行

０
２

０
２

特
別
加
算
制
度
の
導
入
（
早
期
退
職
優
遇
加
算
を
除
く
。
）

０
６

０
６

年
金
支
給
期
間
の
短
縮

０
６

０
６

算
定
基
礎
額
の
算
出
方
法
の
変
更
（
ポ
イ
ン
ト
制
の
導
入
等
）

０
５

０
５

年
金
支
給
期
間
の
延
長
（
終
身
へ
の
変
更
を
含
む
。
）

０
５

０
５

項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目

過
去
３
年
間

の
実
施
状
況

今
後
３
年
間

の
予
定

項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目

過
去
３
年
間

の
実
施
状
況

今
後
３
年
間

の
予
定

退 職 一 時 金

退
職
一
時
金
制
度
を
新
た
に
導
入
又
は
既
存
の
も
の
の
他
に
設
置

０
１

０
１

退 職 年 金

年
金

制
度
を
新
た
に
導
入
又
は
既
存
の
も
の
の
他
に
設
置

退
職
一
時
金
制
度
を
他
の
退
職
一
時
金
制
度
へ
移
行

０
３

０
３

年
金
制
度
を
他
の
年
金
制
度
へ
移
行

０
３

０
３

退
職
一
時
金
制
度
の
廃
止
･
脱
退
(
他
の
制
度
へ
移
行
し
た
場
合
を
除
く
｡
)

０
４

０
４

年
金
制
度
の
廃
止
（
他
の
制
度
へ
移
行
し
た
場
合
を
除
く
。
）

０
４

０
４

退
職
給
付
（
一
時
金
・
年
金
）
制
度
の
あ
る
企
業
は
、
次
頁
へ
。

制
度
の
な
い
企
業
は
、
以
上
で
終
わ
り
で
す
。

ご
協
力
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

-
7
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【
８

頁
参

考
】

Ⅴ
　

退
職

給
付

（
一

時
金

・
年

金
）

の
支

給
実

態
　

　
　

２
　

労
働

者
個

人
別

退
職

給
付

（
一

時
金

・
年

金
）

の
支

給
実

態

調
査

対
象

退
職

者
の

抽
出

方
法

（
記
入

要
領

７
頁

～
８

頁
を

参
照

し
て

く
だ

さ
い

。
）

Ａ
Ｂ

Ｃ
調

査
対

象
者

数
Ａ

÷
Ｂ

（
単
位
未
満
切
り
上
げ
）
（
単
位
未
満
切
り
上
げ
）

１
～

３
０

人
１

 
 
1
～

3
0

 
3
1
～

6
0

２
 
6
1
～

9
0

３
 
9
1
～

1
2
0

４

＊
Ａ

が
１

２
１

人
以

上
の

場
合

も
同

様
に

調
査

対
象

者
数

を
計

算
し

ま
す

。

【
例
１
】
 Ａ
：
　
退
職
者
数
３
５
人

　
　
　

  
 Ｂ
：
　
３
５

÷
３
０
＝
１
．
１
（
単
位
未
満
切
り
上
げ
）
＝
２

　
　

  
 　
Ｃ
：
　
調
査
対
象
者
数
　
Ａ

÷
Ｂ

　
　
　
　

  
  

 　
３
５

÷
２
＝
１
７
．
５
（
単
位
未
満
切
り
上
げ
）
＝
１
８

　
　
　

 　
３
５
人
の
名
簿
か
ら
１
番
目
を
選
び
、
１
番
以
降
は
２
番
目
ご
と
に
選
び
、
全
部
で
１
８
人
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

【
例
２
】
　
Ａ
：
　
退
職
者
数
６
８
人

　
　
　
　
　
Ｂ
：
　
６
８

÷
３
０
＝
２
．
２
６
（
単
位
未
満
切
り
上
げ
）
＝
３

　
　
　
　
　
Ｃ
：
　
調
査
対
象
者
数
　
Ａ

÷
Ｂ

　
　
　
　
　
　
　
　
６
８

÷
３
＝
２
２
．
６
（
単
位
未
満
切
り
上
げ
）
＝
２
３

　
　
　
　
　
６
８
人
の
名
簿
か
ら
１
番
目
を
選
び
、
１
番
以
降
は
３
番
目
ご
と
に
選
び
、
全
部
で
２
３
人
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
○
●
　

…
…

…
　
●
○
●
○
●
○
●
○
●

　
　
　
　
　
●
○
○
●
○
○
●
○
○
●
○
○
●
○
○
●
○
○
●
　

…
…

…
　
●
○
○
●
○
○
●
○

６
１

～
９

０
人

３
名

簿
の

３
番

目
ご

と
の

退
職

者
を

記
入

し
ま

す

９
１

～
１

２
０

人
４

名
簿

の
４

番
目

ご
と

の
退

職
者

を
記

入
し

ま
す

３
１

～
６

０
人

２
名

簿
の

２
番

目
ご

と
の

退
職
者

を
記

入
し

ま
す

※
厚

生
年

金
な

ど
の

公
的

年
金

制
度

は
こ

の
調

査
の

対
象

と
し

ま
せ

ん
の

で
、

年
金

の
額

に
含

め
な

い
で

く
だ

さ
い

｡

記
入

退
職

者
平

成
2
9
年

１
年

間
の

退
職

者
数

勤
続

2
0
年

以
上

か
つ

年
齢

4
5
歳

以
上

Ａ
÷

3
0

退
職

者
全

員
を

記
入

し
ま

す

1
8
人

3
5
人

2
3
人 6
8
人

１
２

３
４

５
６

７
８

９
～

１
２

３
４

５
６

７
８

９
～

-
 7
頁
裏
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Ⅴ
　

退
職

給
付

（
一

時
金

・
年

金
）

の
支

給
実

態
　

　
　

１
　

退
職

者
数

(
1
)
 
平

成
2
9
年

１
年

間
に

、
貴

企
業

を
勤

続
2
0
年

以
上

か
つ

年
齢

4
5
歳

以
上

で
退

職
し

た
常

用
労

働
者

が
い

ま
す

か
。

(
2
)
 
上

記
退

職
者

数
を

事
由

別
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

Ｂ
Ｃ

調
査

対
象

者
数

千
人

千
人

千
人

千
人

千
人

千
人

1
1
9

1
0
9

1
1
3

1
2
0

 
う

ち
1
2
2

1
1
4

 
女

1
1
8

1
2
1

平
成

2
9
年

１
年

間
の

退
職

者
数

が
3
0
人

以
内

の
場

合
は

全
員

分
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
3
1
人

以
上

の
場

合
は

退
職

者
を

年
齢

順
に

並
べ

て

Ⅴ
の

１
の

(
2
)
調

査
対

象
退

職
者

数
の

抽
出

に
よ

り
算

出
し

た
Ｃ

の
人

数
分

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

（
７

頁
裏

面
参

照
）

　

　
ま

た
､
厚

生
年

金
な

ど
の

公
的

年
金

制
度

は
こ

の
調

査
の

対
象

外
で

す
の

で
、

年
金

の
額

に
含

め
な

い
で

く
だ

さ
い

｡
（

８
頁

裏
面

参
照

）

歳
年

千
円

百
万

千
円

百
万

千
円

百
万

千
円

千
円

1
2
4

１
２

１
２

４
１

２
３

４
1
3
5

1
3
6

１
２

１
２

４
１

２
３

４
1
4
7

1
4
8

１
２

１
２

４
１

２
３

４
1
5
9

1
6
0

１
２

１
２

４
１

２
３

４
1
7
1

1
7
2

１
２

１
２

４
１

２
３

４
1
8
3

(
注

)
 
一

時
金

（
年

金
を

一
時

金
と

し
て

選
択

し
た

場
合

は
除

く
。

）
及

び
年

金
（

公
的

年
金

及
び

確
定

拠
出

年
金

（
個

人
型

）
は

除
く

。
）

）
に

つ
い

て
、

２
つ

以
上

の
退

職
給

付
が

あ
る

場
合

は
、

そ
れ

ぞ
れ

そ
の

合
計

額
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

勤
続

2
0
年

以
上

か
つ

年
齢

4
5
歳

以
上

の
退

職
者

0
5

２
１

３

0
3

２
１

３

0
4

２
１

３

0
1

２
１

３

0
2

２
１

３

退
職

時
ま

で
の

勤
続

年
数 (
１

年
未

満
切

り
捨

て
)

退
職

時
の

所
定

内
賃

金
（

月
額

）
退

職
一

時
金

額
年

金
現

価
額

年
金

月
額

高 校 卒

高 専 ･ 短 大 卒

大 学 ･ 大 学 院 卒

退
職

時
の

年
齢

定 　 年

会 社 都 合

自 己 都 合

早 期 優 遇

２
　

労
働

者
個

人
別

退
職

給
付

（
一

時
金

・
年

金
）

の
支

給
実

態

Ⅴ
の

１
の

(
2
)
の

退
職

者
に

つ
い

て
退

職
給

付
を

支
給

又
は

退
職

給
付

の
支

給
額

が
確

定
し

た
退

職
者

個
人

別
に

該
当

す
る

項
目

を
そ

れ
ぞ

れ
○

で
囲

み
、

退
職

時
の

年
齢

、
退

職
時

ま
で

の
勤

続
年

数
、

退
職

給
付

（
一

時
金

及
び

年
金

）
額

等
を

そ
れ

ぞ
れ

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
い

ず
れ

か
の

制
度

が
な

い
場

合
は

０
円

と
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

な
お

､
厚

生
年

金
基

金
の

代
行

部
分

は
除

い
て

く
だ

さ
い

｡

（
金

額
に

つ
い

て
は

千
円

未
満

四
捨

五
入

）

一 連 番 号

退
職

労
働

者
の

番
号

等

性
退

職
時

の
職

 
 
 
 
種

最
終

学
歴

退
職

事
由

備
　

考

年
金

現
価

額
の

う
ち

退
職

労
働

者
の

選
択

に
よ

り
支

給
さ

れ
た

一
時

金
額

男
女

管 理 ･ 事 務

･ 技 術 職

現 業 職

中 学 卒

退
職

者
数

年
金

の
全

部
を

一
時

金
と

し
て

受
給

1
2
3

年
金

の
一

部
を

一
時

金
、

一
部

を
年

金
と

し
て

受
給

3
0
人

以
内

に
な

り
ま

す
計

い
　

る
い

な
い

年
金

受
給

資
格

者
数

１
年

間
の

②
会

社
都

合
③

自
己

都
合

④
早

期
優

遇
①

+
②

+
③

+
④

Ａ
÷

3
0

Ａ
÷

Ｂ
単

位
未

満
切

り
上

げ
単

位
未

満
切

り
上

げ

平
成

2
9
年

①
定

年
定

年
以

外
計

　
　

　
Ａ

1
0
8

１
２

(
3
)
 
左

記
計

Ａ
の

退
職

者
の

う
ち

年
金

受
給

資
格

者
の

年
金

　
（

公
的

年
金

及
び

確
定

拠
出

年
金

（
個

人
型

）
は

除
く

。
）

　
の

受
給

方
法

別
に

、
そ

の
人

数
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

年
金

の
全

部
を

年
金

と
し

て
受

給
人

調
査

対
象

退
職

者
数

の
抽

出
年

金
の

受
給

方
法

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

退
職
給
付
（
一
時
金
・
年
金
）
制
度
の
あ
る
企
業
が
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
厚
生
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
制
度
は
こ
の
調
査
の
対
象
外
で
す
。

-
8
-
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【
８

頁
参

考
】

Ⅴ
　

退
職

給
付

（
一

時
金

・
年

金
）

の
支

給
実

態
　

　
　

２
　

労
働

者
個

人
別

退
職

給
付

（
一

時
金

・
年

金
）

の
支

給
実

態

ア
「

退
職

時
の
職
種
」
は
、
退
職
者
が
退
職
時
に
ど

の
よ
う
な
業
務
に
従
事
し
て
い
た
か
に
よ
り
、
管
理
・
事
務
・
技
術
職
と
現
業
職
に
区
分
し
ま
す
。

①
　

「
管

理
・
事
務
・
技
術
職
」
と
は
、
管
理
、

経
理
、
人
事
、
営
業
、
福
利
厚
生
、
研
究
等
の
部
門
に
お
け
る
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
（
単
純
作
業
に
従
事
す
る
者
を
含
む
。
）

　
及

び
生

産
又
は
建
設
部
門
に
お
い
て
こ
れ
ら
の

業
務
に
従
事
す
る
事
務
員
、
技
術
員
並
び
に
直
接
作
業
に
従
事
し
な
い
職
長
、
組
長
等
の
監
督
的
労
働
者
を
い
い
ま
す
。

②
　

「
現

業
職
」
と
は
、
販
売
従
事
者
、
サ
ー
ビ

ス
職
業
従
事
者
、
保
安
職
業
従
事
者
、
運
輸
・
通
信
従
事
者
、
技
能
工
、
採
掘
・
製
造
・
建
設
作
業
者
及
び
労
務
作
業
者
等
、

　
上

記
①

以
外
の
業
務
に
従
事
す
る
労
働
者
を
い

い
ま
す
。

イ
「

最
終

学
歴
」
の
区
分
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
　

中
学

卒
　
　
　
　
　
　
新
制
中
学
・
旧
制
高

等
小
学
校

②
　

高
校

卒
　
　
　
　
　
　
新
制
高
校
・
旧
制
中

学
　
　
　
　

③
　

高
専

・
短
大
卒
　
　
　
高
等
専
門
学
校
、
短

期
大
学

④
　

大
学

・
大
学
院
卒
　
　
大
学
、
旧
制
大
学
、

大
学
院

　
な

お
、

上
記
以
外
の
学
歴
に
つ
い
て
は
、
修
業

年
限
等
を
考
慮
の
う
え
上
記
の
学
歴
に
区
分
し
て
く
だ
さ
い
。
た
と
え
ば

、
高
校
卒
業
後
専
修
学
校
の
専
門
課
程
２
年
以
上
を

終
了

し
た

人
は
短
大
卒
に
含
ま
れ
ま
す
。

ウ
「

退
職

時
ま
で
の
勤
続
年
数
」
に
つ
い
て

①
　

試
用

及
び
見
習
期
間
は
勤
続
年
数
に
換
算
し

、
休
職
期
間
は
勤
続
年
数
か
ら
除
外
し
て
く
だ
さ
い
。

②
　

会
社

の
名
義
変
更
、
分
離
、
合
併
等
に
よ
り

名
称
が
変
わ
っ
た
り
、
形
式
的
に
解
雇
の
手
続
き
が
行
わ
れ
た
り
し
て
も

、
実
質
的
に
会
社
に
継
続
し
て
勤
務
し
て
い
る
と

　
み

な
さ

れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
退
職
給

付
を
算
定
す
る
際
に
勤
続
年
数
を
通
算
す
る
場
合
に
は
、
前
後
の
勤
続
年

数
を
通
算
し
て
く
だ
さ
い
。

エ
「

退
職

時
の
所
定
内
賃
金
（
月
額
）
」
に
つ
い
て

　
「

所
定

内
賃
金
」
と
は
、
所
定
内
労
働
時
間
に

対
し
支
払
わ
れ
る
賃
金
で
、
基
本
給
、
業
績
給
、
勤
務
手
当
、
奨
励
手
当

（
精
皆
勤
手
当
）
、
生
活
手
当
、
そ
の
他
の
諸
手
当
等

を
い

い
、

所
定
外
賃
金
（
時
間
外
手
当
、
深
夜
手

当
、
休
日
出
勤
手
当
等
）
及
び
賞
与
は
除
き
ま
す
。

　
こ

こ
で

は
、
労
働
者
が
退
職
し
た
月
に
支

給
し
た
１
か
月
間
の
所
定
内
賃
金
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
退
職
前

に
病
気
休
暇
等
で
給
与
が
減
額
支
給
さ
れ
て
い
た
者
等
は

備
考

欄
か

欄
外
に
そ
の
旨
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

オ
「

退
職

一
時
金
額
」
に
つ
い
て

　
退

職
労

働
者
に
支
給
し
た
又
は
支
給
し
よ
う
と

す
る
退
職
一
時
金
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な

お
、

退
職
給
付
（
年
金
）
制
度
が
あ
る
場
合

に
、
年
金
を
選
択
に
よ
り
一
時
金
と
し
て
支
給
し
た
金
額
は
、
こ
の
欄
に
記
入
せ
ず
に
「
年
金
現
価
額
」
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

カ
「

年
金

現
価
額
」
と
は
、
何
年
か
に
わ
た
っ
て
支

払
う
べ
き
年
金
額
の
総
額
か
ら
、
そ
の
間
に
生
ず
る
利
息
分
を
控
除
し
て
現
在
の
金
額
に
換
算
し
た
額
を
い
い
ま
す
。

　
な

お
、

終
身
年
金
の
場
合
に
は
、
支
給
開
始
年

齢
か
ら
の
余
命
年
数
（
記
入
要
領
1
1
頁
「
4
5
歳
以
上
の
余
命
年
数
」
参
照
）
を
支
給
期
間
と
し
て
計
算
し
て
く
だ
さ
い
。

キ
「

年
金

月
額
」
に
つ
い
て

　
年

金
を

受
給
す
る
者
の
年
金
支
給
開
始
時
に
お

け
る
年
金
月
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
年
金
を
全
額
一
時
金
と
し
て
支
給
し
た
者
は
０
円
と
し
て
く
だ
さ
い
。

-
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歳
年

千
円

百
万

千
円

百
万

千
円

百
万

千
円

千
円

1
8
4

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

1
9
5

1
9
6

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

2
0
7

2
0
8

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

2
1
9

2
2
0

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

2
3
1

2
3
2

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

2
4
3

2
4
4

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

2
5
5

2
5
6

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

2
6
7

2
6
8

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

2
7
9

2
8
0

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

2
9
1

2
9
2

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

3
0
3

3
0
4

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

3
1
5

3
1
6

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

3
2
7

3
2
8

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

3
3
9

3
4
0

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

3
5
1

3
5
2

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

3
6
3

(
注

)
 
一

時
金

（
年

金
を

一
時

金
と

し
て

選
択

し
た

場
合

は
除

く
。

）
及

び
年

金
（

公
的

年
金

及
び

確
定

拠
出

年
金

（
個

人
型

）
は

除
く

。
）

）
に

つ
い

て
、

２
つ

以
上

の
退

職
給

付
が

あ
る

場
合

は
、

そ
れ

ぞ
れ

そ
の

合
計

額
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

1
8

1
9

2
0

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

0
6

0
7

0
8

0
9

1
0

1
1

備
　

考

年
金

現
価

額
の

う
ち

退
職

労
働

者
の

選
択

に
よ

り
支

給
さ

れ
た

一
時

金
額

男
女

管 理 ･ 事 務

･ 技 術 職

現 業 職

中 学 卒

高 校 卒

高 専 ･ 短 大 卒

大 学 ･ 大 学 院 卒

退
職

時
の

年
齢

退
職

時
ま

で
の

勤
続

年
数 (
１
年
未

満
切
り
捨

て
)

退
職

時
の

所
定

内
賃

金
（

月
額

）
退

職
一

時
金

額
年

金
現

価
額

年
金

月
額

一 連 番 号

退
職

労
働

者
の

番
号

等

性
退

職
時

の
職

　
　

種
最

終
学

歴
退

職
事

由

定 　 年

会 社 都 合

自 己 都 合

早 期 優 遇

-
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歳
年

千
円

百
万

千
円

百
万

千
円

百
万

千
円

千
円

3
6
4

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

3
7
5

3
7
6

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

3
8
7

3
8
8

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

3
9
9

4
0
0

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

4
1
1

4
1
2

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

4
2
3

4
2
4

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

4
3
5

4
3
6

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

4
4
7

4
4
8

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

4
5
9

4
6
0

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

4
7
1

4
7
2

１
２

１
２

１
２

３
４

１
２

３
４

4
8
3

(
注

)
 
一

時
金

（
年

金
を

一
時

金
と

し
て

選
択

し
た

場
合

は
除

く
。

）
及

び
年

金
（

公
的

年
金

及
び

確
定

拠
出

年
金

（
個

人
型

）
は

除
く

。
）

）
に

つ
い

て
、

２
つ

以
上

の
退

職
給

付
が

あ
る

場
合

は
、

そ
れ

ぞ
れ

そ
の

合
計

額
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

～
 
ご
協
力

い
た

だ
き

あ
り

が
と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
。

 
～

2
7

2
8

2
9

3
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

備
　

考

年
金

現
価

額
の

う
ち

退
職

労
働

者
の

選
択

に
よ

り
支

給
さ

れ
た

一
時

金
額

男
女

管 理 ･ 事 務

･ 技 術 職

現 業 職

中 学 卒

高 校 卒

高 専 ･ 短 大 卒

大 学 ･ 大 学 院 卒

退
職

時
の

年
齢

退
職

時
ま

で
の

勤
続

年
数 (
１
年
未

満
切
り
捨

て
)

退
職

時
の

所
定

内
賃

金
（

月
額

）
退

職
一

時
金

額
年

金
現

価
額

年
金

月
額

一 連 番 号

退
職

労
働

者
の

番
号

等

性
退

職
時

の
職

　
　

種
最

終
学

歴
退

職
事

由

定 　 年

会 社 都 合

自 己 都 合

早 期 優 遇

-
1
0
-
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